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未知への一歩が，歴史を築きあげてきた

作家

鈴木 光司 (すずき・こうじ)

慶応義塾大学文学部卒。1990 年に『楽園』が

日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞し

て作家デビュー。代表作は『リング』『らせん』

『仄暗い水の底から』『シーズ・ザ・ディ』『エッ

ジ』『鋼鉄の叫び』，『ブルーアウト』など。

2013 年にアメリカの文学賞，シャーリージャ

クソン賞を日本人として初受賞。

生まれ故郷，浜松の北に位置する生家には竹藪があり，抜けた先に小さな川が流れていた。

幼稚園の年長組に通う頃，ぼくは 5歳年上の兄と一緒に筏を作り，川に浮かべて遊んでいた。

空の石油缶を 4つばかり並べてベニヤ板に固定した簡易筏であったが，それでも，少年をふたり支えるだ

けの浮力を持っていた。

竹竿で突きながら小さな川を下り，もう少し幅のある川に合流し，しばらく進んだあたりが行かれる限度

だった。それ以上進むと，もっと大きな川に注ぎ，やがて天竜川と合流して太平洋に流れ込むことが子ども

心にわかっていたからだ。

遠州灘の荒波はぼくと兄の手に負えるものではない。能力の限界を悟って陸に上がり，筏に結わえたロー

プを引っ張って家に戻るほかなかった。

途中で引き返すことに，幼心は悔しさを感じたのだろう。いつの日か，知恵と体力を身に付け，さらに進

んで海へと乗り出し，そのまま太平洋を横断してアメリカを目指そうという願望を抱くきっかけとなった。

小学校の高学年になると，ぼくは小説や芝居の脚本を書き始めた。

小説の処女作は，子どもたちが巨大な筏で太平洋を横断する冒険物語で，原稿用紙 45 枚まで書いたところ

で頓挫した。

6本書いた芝居の脚本はすべてアメリカを舞台とするアメリカ人が主役の西部劇で，学芸会で上演してぼ

くが主役をつとめた。

大学を卒業後すぐに結婚し，子育てをしながら執筆した『リング』が大ヒットし，『らせん』『ループ』と

ベストセラーが続き，ハリウッド映画でシリーズ化されたおかげで，念願の船を手に入れることができた。

25 年の歳月をかけて海の仲間を増やしつつ，台湾，韓国，沖縄，小笠原諸島をはじめ，西日本の海域をす

べて自船で網羅した後，海外に目を向け，地中海，インド洋，南太平洋でヨットを借りて島々を巡り，航海

術を身につけていった。

太平洋横断するための船と技術は既に手に入れている。チャンスがあればいつでも太平洋横断は可能だ。

しかし，太平洋を手中に収めたと実感した今になって，思いを馳せるのは，宇宙である。

宇宙には限りない謎が秘められている。ダークエネルギー，ダークマターの正体は何なのか。重力理論と

量子論が統一できない原因はどこにあるのか。エントロピーが増大するシステムでなぜ生命という精巧な構

造ができたのか……。

宇宙に乗り出すことによって謎を解明する手掛かりが得られるのではないか。

50 歳若かったら，ぼくは宇宙飛行士を目指していただろう。

還暦を過ぎて，まだ見ぬ世界への憧れはますます強くなる。人類が独自の歴史を築くことができたのは，

未知の領域に新しい一歩を踏み出そうという心意気があったからこそだ。

宇宙船が太陽電池やソーラー電力セイルを使って行けるのは木星付近がせいぜいである。太陽系を離れ，

より遠くに行くためには，原子力から得られるエネルギーが欠かせない。

(2019 年 4月 26 日 記)

( 1 )日本原子力学会誌，Vol.61，No.7 (2019)
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時論 個々の原発問題に対する意識の差

小澤 杏子 (おざわ・きょうこ)

東京学芸大学附属国際中等教育学校 4年

中学校 3年時，学校での授業をきっかけに原

発問題に興味をもつ。新聞投稿や高校生同士

での原発の是非の討論に参加し，2019 年 3 月

には｢福島スタディツアー｣で高校生の立場と

して福島の現状を見学した。東京都出身，ア

メリカ在住経験あり。

福島第一原発事故から 8年経った今，私たちは福島の

現状をどれほど知っているだろうか。今の福島がどのよ

うな復興を遂げていて，どのような課題と向き合ってい

るのか。

恐ろしい事故が起きた当時，どのメディアでも原発事

故の話題があふれていた。何が要因で事故が起きたの

か，事故の影響はどれほどなのか，事故後の対策はどう

するのか。全国民が原発の話題に目を向けていただろ

う。被災した地域の方々は厳しい現状と向き合い，被害

がさほどなかった地域は他人事としてこの事故について

話していたのではないだろうか。事の大きさが違ってし

まったが故に，被災者の方々には多すぎる傷を負わせて

しまった。そこに，何も知らない私たちは心のない言葉

を発してみたり，｢福島｣という名前だけで差別したりし

てしまっていた。8年経った今，どれほど復興が進んで

いるかは｢外の人｣にはわからないのは事実である。知ら

ないからしょうがない，といえば丸く収まるかもしれな

いが，あまりにも自分を含む｢外の人｣の対応は無責任だ

と思った。今まで知らなかったことはどうにもすること

ができないが，より福島の今を，今までの努力を知れる

ような機会をより多くの人に作ることが大切だと感じ

た。

事故の翌年からは，小学校の教科書にも福島第一原子

力発電所での事故が含まれるようになった。原発問題は

非常に複雑で難しい内容である。小学生に理解させるの

は難しいという人もいるかもしれないが，私は早いうち

から原発問題を学べる機会があればよかったと，高校生

になってからよく思うようになった。もちろん，教材で

は何があったのかなどは取り上げている。しかし，あま

り深く学習しないというのが私の印象である。というの

も，学校の授業では過ぎ去った過去のように事故の内容

が取り上げられた。東京都内の小学校 6 年生だった私

は，3月 11 日に学校から原発問題に関するパンフレット

をもらったのを覚えている。その日の授業は，黙祷と校

長先生の原発に関する話から始まった。私は，福島の深

い現状を理解していなかったが故に，高校生になった今

ほど 3 月 11 日を意識はしていなかった。むしろ，ほと

んど福島のことなど知らなかった上に，自分には関わり

のないことだと考えていた。私は東京に住んでいて，福

島に住んでいるわけではない。福島に親族がいるわけで

もない。福島で起きた事故は，事故に関与していた会社

が東京電力であったとしても，自分には何の影響もな

い，などという安易な理由で他人事として捉えていた。

おそらく，私と同じように考えていた生徒は無数に存在

していたのであろう。私は，そのような考えを持ってし

まうような環境を変えるべきだと考えている。幼い頃か

ら原発事故と向き合い，より身近な内容だと捉えること

ができれば，福島に対する偏見や差別，風評被害なども

減り，1日でも早く被災者の方々が住みやすい環境に近

づけることができる。福島で 8年前に起きてしまった原

発を基とする多くの問題は，過去のことではない。未だ

先の見えない課題が無数にある，私たち全員が向き合っ

ていかなければならない，現在進行形の問題なのだ。

今の日本が，どれほど先の見えない原発問題を抱えて

いるのか実感できたのは最近のことである。3月の中旬

に，1泊 2 日で福島県をより深く知るためのスタディツ

アーに参加した時のことである。東京都内にある学校か

ら参加した 20 名弱の高校生を，福島県民の方々は温か

く迎え入れてくださった。ツアー初日の午前中は，楢葉

遠隔技術開発センター見学に行った後，美味しいご馳走

をいただいた。被災したとは思えないような地域の方々

の笑顔，美味しいご馳走を目の当たりにして，｢福島はも

う大丈夫なんだ｣という印象を受けた覚えがある。しか

し，そんな楽観的な思考は午後の活動で塗り返される。

福島は完全復興とは程遠い状況であるということを，私

は知ることができた。訪問したさまざまな地域は，私が

知っていた災害後の福島ではなかった。私がテレビや新

聞で知っていた今の福島と，実際に自分で見た福島がど

れほど違うか話し始めたらきりがないほどで，｢本当の

福島｣を知った私は言葉を失ってしまったのだ。授業で

は全く聞いたことのない，教科書では見たことのないも

( 2 ) 日本原子力学会誌，Vol.61，No.7 (2019)
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のの一つとして，およそ 2mほどもあるバリケードの存

在をあげることができる。帰還困難区域とすでに解除さ

れた地域を分けるために，バリケードを使って壁を作っ

ているということを世の中の人は知っているのだろう

か。壁のようなバリケードではないので，バリケードの

向こう側がどのような状態なのかを見学することができ

た。そこで私が目にしたものは，想像を絶するもので

あった。8年前は普通に生活していた場所は 8年間も放

置され，建物は手入れがされず，劣化が進んでいた。ま

るで自分が映画の舞台に迷い込んだような感覚になって

しまうほど，福島の帰還困難地域は日本の他の都道府県

のような環境ではなかった。何らかの壁を作らないと，

好奇心で侵入してしまう人がいるかも知れないというこ

とは勿論私もわかっていた。しかし，もし自分の家の前

にもバリケードを張られたら，などと考えると，背筋が

凍るような思いになる。福島で見てきた光景は，一生忘

れないだろう。

私は中学校 3年生の頃，一つの新聞投稿をしたことを

きっかけに，高校生になってからはさまざまな原発問題

に関する学校外での活動をしてきた。学校で受けた当時

の事故や原発に関する深い内容は，当時の私にとって知

らないことばかりであった。高校 1 年生では，福島県，

京都府，そして東京都から集まった高校生たちで原発問

題の課題や，是非について討論会や意見交換などを行

なった。自分たちが持っている知識で話題を展開し，何

が問題なのか，何がわからないかなどを何時間も話し

合った。福島スタディツアーに参加した後，当時の自分

を振り返ってみると，帰還困難区域および福島県の現状

を甘く見ていた自分が恥ずかしくなった。私は，自分が

原発の問題をよく理解していると思っていた。思い込ん

でいたからこそ，偏った発言をしてしまった可能性もあ

るし，他にも偏った意見を言ってしまう人は無数にいる

だろう。しかし，このような偏った意見になってしまう

のは，私たちが原発をよく知らないからである。私は原

発の仕組みやその影響に興味を持って 1年以上学習や活

動を進めてきたが，それでも知らないことが山ほどある

ということがわかった。つまり，原発などに興味がない

人はもっと知識が浅く，私以上の偏った意見を発してい

るのであろう。原発事故の問題に対する個々の意識の差

を 0にすることは不可能であったとしても，その差を埋

めることはできる。少しでも多くの人が原発問題と向き

合うことさえできれば，福島に関わっている人たちの環

境を改善することができるのではないか。

最後に，福島から帰ってきた私の原発問題に対する考

えを述べたい。原発に反対か，賛成か。中学校 3年生で

授業を受けるまでは反対だった。というのも，原子力の

仕組みを理解していなかったからである。しかし，私は

中学校で受けた原発に関する授業以来，原子力を国のエ

ネルギーの一部として使用することに賛成の立場になっ

た。福島を訪れて，さまざまな問題がまだ解決してない

という現実を知った上でもなお，私は原子力を推進する

べきだと考えている。福島第一原発事故は防げた事故で

あると，とある東京電力の人が言っていた。もしそれが

本当だとすると，同じ事故がもう二度と起きないように

対応できるだろう。実際に福島スタディツアーでは，東

京電力の方々がどのような対応をしているかということ

も知ることができた。火力エネルギーを使い続けること

も，｢一生続けられる｣という保証のない，つまり先の見

えないことである。現実的に，現段階では原子力に頼ら

ざるを得ないと考えている。

反対派も推進派も最終的な目標は｢原発 0の日本｣では

あることには間違いがない。しかし，そのステージに近

づくには多くの問題が生じてしまうのが｢現在｣である。

私は賛成しているからといって，｢あの日｣がもたらした

爪痕がまだ残っているということを受け止めていないわ

けではない。むしろ，福島での光景を思い出すたびに，

自分の｢原発に賛成｣という意見が揺らぐほどである。福

島は今，元の環境を少しでも早く取り戻そうと全力で動

き続けている。福島県ほど大規模なことは私にはできな

い。では，今の私にできることは一体なになのか。今す

ぐ原発を 0にすることや福島での現状を完全に 8年前に

戻すことなどできない。今は，私たち個々が現実と向き

合い，原発の深い事情を理解することが前に進む一つの

きっかけになると思っている。なので，私はこれからも

原発に関する活動をし続けて，一人でも多くの人が真剣

に原発に向き合うきっかけを提供できるように心がけた

い。｢時論｣に自分の意見を掲載することが，私にとって

の大きな第一歩である。

(2019 年 3 月 29 日 記)

( 3 )日本原子力学会誌，Vol.61，No.7 (2019)

511

図 バリケードの様子



04-09_vol61_7-R_News_PK.smd  Page 1 19/06/11 11:16  v3.40

NewsNews
福島県の甲状腺評価部会，｢事故被ばくとがんは関連ない｣

福島県は 6月 3日，福島市内で甲状腺検査評価部会を

開き，38 万人を対象に実施した検査で発見された甲状腺

がんと放射線被ばくとの関連は認められないとの見解を

まとめた。2014∼15 年に若年層を中心に行った検査結

果をまとめたもの。チェルノブイリ事故後の場合には低

い年齢層に甲状腺がんがより多く発見されたが，福島県

内での調査結果では年齢層が高いほど甲状腺がん発見率

が高く，一般的ながんの場合と同様だったとしている。

また，国連放射線影響科学委員会(UNSCEAR)が年齢

別・市町村別に推計した甲状腺吸収線量を用いて行った

線量と甲状腺がん発見率との関連を調べた結果，線量の

増加に応じて発見率が上昇するといった関係は認められ

なかったと判断した。

福島県では福島原発事故の影響で甲状腺がんが増える

のではないかとの懸念に対応するため，県民を対象に甲

状腺検査を実施している。ただし，超音波診断装置を用

いた甲状腺検査は，将来的に症状を引き起こさないがん

まで診断してしまう可能性があるため，県ではその旨を

伝えた上で希望者のみを対象に検査を実施してきてい

る。

なお 38 万人を対象とした検査では 27 万人が受診し，

そのうち 71 人が悪性ないし悪性疑いと判定された。

(原子力学会誌編集委員会)

｢脱炭素社会｣めざすパリ協定長期戦略案がまとまる

地球温暖化対策について検討する環境省と経済産業省

の審議会は 4月 23 日，合同会合を開き，パリ協定に基づ

く長期戦略案を取りまとめた。長期戦略の策定に向けて

は官邸レベルの有識者懇談会がすでに提言を取りまとめ

ており，今回の案文はこれを反映させ，今世紀後半ので

きるだけ早期に｢脱炭素社会｣の実現を目指し，｢2050 年

までに 80％の温室効果ガス排出削減｣に大胆に取り組む

ことを基本姿勢としている。今後 6 月の G20 大阪サ

ミットに向けて，パブリックコメントや一般向けの説明

会を経て最終決定となる予定。

原子力については，エネルギー起源の CO2 排出削減

を図る施策として，安全性を最優先に原子力規制委員会

による判断を尊重し再稼働を進め，2050 年に向けては，

人材・技術・産業基盤の強化に直ちに着手し，安全性・

経済性・機動性に優れた炉の追求，バックエンド問題解

決のための技術開発や国際連携を進めていくとしてい

る。また，イノベーションの推進として，小型モジュー

ル炉や溶融塩炉などの革新的な原子炉開発についても触

れられており，概ねエネルギー基本計画に則った記述と

なっている。

(資料提供：日本原子力産業協会，以下同じ)

量研機構，｢JT60 − SA｣の心臓部を据付け

量子科学技術研究開発機構は 5月 8日，茨城県那珂市

にある那珂核融合研究所で建設を進めている超伝導トカ

マク実験装置｢JT60− SA｣で，世界最大級の磁場コイ

ル｢中心ソレノイド｣の据付け作業を行った。多くの報道

陣が見守る中，D字型のトロイダル磁場コイルの集合体

に囲まれた｢JT60− SA｣本体の中心に直径 2 m，高さ 7

m，重量約 100 トンの筒状をした｢中心ソレノイド｣が

ゆっくりと挿入された。

｢JT60− SA｣計画は，核融合エネルギーの科学的・技

術的実現性を実証する多国間プロジェクト｢ITER｣計画

を支援する日欧協力｢ITER/BA(幅広いアプローチ)活

動｣の取組の一つ。｢ITER｣の約半分規模の機動性などを

活かしながら，｢ITER｣の技術目標達成に資するデータ

を取得し，来るべき運転段階に反映させていく。さら

に，発電を実証し経済性に見通しを付ける原型炉設計を

展望した｢ITER｣の補完研究や，次世代の研究開発を主

導する人材育成としての役割も担っている。

ドーナツ状の磁気のかごの中にプラズマを閉じ込める

トカマク型の核融合で，｢中心ソレノイド｣は，IH調理器

やワイヤレス充電器と同じ原理でプラズマに大電流を流

すという重要な役割を持っており，今回，その据付けが

行われたことは，｢JT60− SA｣の完成に向けて大きな

( 4 ) 日本原子力学会誌，Vol.61，No.7 (2019)

512

News



04-09_vol61_7-R_News_PK.smd  Page 2 19/06/11 11:16  v3.40

マイルストーンを通過したこととなる。

2007 年の｢ITER/BA 活動｣の協定締結後，｢JT60 −

SA｣は，その前身となる試験装置｢JT − 60｣の約 3 年間

にわたる解体作業の後，2013 年 1 月より組立てが開始さ

れた。機器は日欧で調達取り組めを締結し製作が進めら

れ，同年 3 月にスペインが製作した｢クライオスタット

ベース｣の据付けから作業が本格化してきた。今後は

2020 年 3 月の完了，同 9月の初プラズマ生成を目指し

て，本体装置を覆う熱遮蔽体｢クライオスタット｣の設置

や周辺機器の取付けなど，いよいよ最終局面に入る。

海外ニュース （情報提供：日本原子力産業協会）

【国際】

原子力関係学協会がクリーン・エネ
ルギー研究開発費の倍増を宣言

欧州原子力学会(ENS)の発表によると，世界中で 8万

人以上の科学者を代表する 42 の原子力関係学協会が 5

月 13 日，仏国南東部のジュアン・レ・パンで，クリー

ン・エネルギー関係の研究開発費を倍増させるよう求め

る共同宣言を採択した。

5月末にカナダのバンクーバーで開催される｢第 10 回

クリーン・エネルギー大臣会合(CEM)｣に向け，仏原子

力学会(SFEN)が中心となって取りまとめたもので，今

後 5年以内に原子力関係の研究開発と技術革新用の公共

投資額を倍増させるため，最大限の努力を傾注していく

と宣言。先進的原子力システムの革新的な応用に重点的

に取り組むべきだとしており，それによって将来，ク

リーン・エネルギーによるエネルギー・ミックスも可能

になると呼びかけている。

ENS は各国の政策立案者に対するこの国際的な呼び

かけに加わっており，5 月 28 日と 29日に CEMで予定

されている関係イベントにおいて，原子力技術革新に関

する広範な多国間協議が閣僚レベルと実務者レベルの両

方で展開されることを期待。原子力に内在するすべての

潜在能力を各国のクリーン・エネルギー・ポートフォリ

オ用に開放するとともに，各国と世界，両レベルの脱炭

素化に向けて貢献させたいとの目標を掲げている。

ENS によると，核分裂と核融合を合わせた原子力研

究開発に対する公的支援は 2000 年以降，世界レベルで

見ても年間で常に約 40億ドル程度に留まっている。ま

た，多くの国では民間部門における原子力研究への投資

熱意が低下。これは，原子力研究を取り巻く否定的な政

治環境や市場環境，財政環境によるものだとした。

これに対して原子力産業界は近年，小型モジュール炉

(SMR)や第 4 世代原子炉など，新しい原子炉設計の開

発やデジタル化において技術革新の新たな波に取り組ん

でいる。また，脱塩や地域熱供給，産業界へのプロセス

熱供給など，発電以外にも利用する動きも進展中。この

ようなプロジェクトは，その他のクリーン・エネルギー

源とともに，原子力発電の活用で新たな機会を市場にも

たらすと期待されるが，それには多額の研究開発資金と

新しい技術革新アプローチが必要だと ENS は指摘し

た。

これと並行して近年は，多くの原子力研究開発インフ

ラが時代遅れになってきた。革新的原子炉の開発支援の

みならず，核医学開発で必要な放射性同位体の生産にも

ニーズは広がっている。ENS 高等科学評議会の E．プ

ルースト会長は，｢欧州原子力共同体の将来的な研究プ

ログラムに対して，EU予算の大幅な増額が必要だ｣と断

言。核分裂研究開発に対する最近の予算規模，年間

5,000 万ユーロ(約 62億円)では明らかに不十分であり，

このままでは次世代原子炉システムの開発であらゆる選

択肢をオプションとして残しておくことや，専門的知見

をただ維持することさえできないとした。

同会長はまた，欧州規模で実施される研究・技術革新

の促進枠組プログラム｢ホライズン 2020｣では，｢クリー

ンで安定した効率的なエネルギーのプログラム｣に 12倍

以上の予算が割り当てられていると強調。同プログラム

の対象には原子力が含まれておらず，このような状況が

ENS を今回の共同宣言に参加させることになったと説

明している。

【ロシア】

海上浮揚式原子力発電所，12 月に
送電開始へ

ロシア国営の原子力総合企業ロスアトム社は 4 月 24

日，北極圏ムルマンスクで運転開始前の包括的な試験を

実施していた海上浮揚式原子力発電所(FNPP)につい

て，12 月にも最終立地点のチュクチ自治管区ペベクで送

電網に接続し，営業運転を開始出来る見通しになったと

発表した。

世界で唯一の FNPPである｢アカデミック・ロモノソ

フ｣号には，出力 3.5 万 kWの小型炉｢KLT − 40S｣2 基
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で構成される海上浮揚式原子力ユニット(FPU)が搭載

されており，どちらも 3 月 31 日に出力 100％に到達し

た。同ユニットの主要機器と補助機器，および自動プロ

セス制御システムともに，安定した運転性能が確認され

たとしており，民生用原子力発電公社のロスエネルゴア

トム社は，試験結果に基づいて規制当局から FPU の受

け入れ証書が発行され，7月には同 FNPPの運転許可が

発給されるとしている。

これと並行してペベクでは，FNPP用の陸上設備と港

湾施設，および地元の送電網や市内の熱供給ネットワー

クに確実に接続するためのインフラが年末までに完成す

る予定。FNPPは今年の夏にペベク港に曳航され，極東

地域最北端の同区域にこれまでエネルギー供給してきた

ビリビノ原子力発電所(1.2 万 kWのRBMK × 4 基)や，

チャウンスカヤ熱電併給発電所の設備容量を徐々にリプ

レースしていくことになる。ビリビノ発電所では今年

1月，1号機の本格的な廃止措置に向けた閉鎖許可が，連

邦環境・技術・原子力監督庁(ROSTECHNADZOR)か

ら発給されている。

【スロバキア】

建設中のモホフチェ 3号機，燃料
装荷前の最終試験段階に

スロバキア政府が 34％出資する同国最大の電力会社，

スロバキア電力(SE)社は 4 月 15 日，建設中のモホフ

チェ原子力発電所 3号機(PWR，47.1 万 kW)が，燃料装

荷前の試験の最終段階に入ったと発表した。今年の夏頃

に，燃料を初装荷する技術的準備が整うとしている。

同発電所では 1987 年に 3，4号機が本格着工したもの

の，格納容器がないタイプの第 2 世代ロシア型 PWR(V

− 213)設計であったことから，安全性の改良とそれにと

もなう資金の調達問題で，両炉の建設工事は 1992 年か

ら約 16 年間中断した。2008 年 11 月に工事が再開した

際，主要機器はスコダ社が供給する一方，計測制御(I＆

C)系については仏アレバ社(当時)と独シーメンス社，

タービン発電機のエンジニアリングやプロジェクト管理

に関しては，イタリア電力公社(ENEL)が担当すること

となった。

3号機では昨年 8月に，圧力容器や原子炉系統の配管，

バルブ等で常温耐圧試験が終わり，12 月からは 1次系の

高温耐圧試験が始まった。このほど，1次系の気密性確

認など同試験におけるすべての作業に加えて，1次系と

2次系機器の機能試験なども完了したことから，SE 社

は起動前の最終段階として大規模な点検を実施するとし

た。あらゆる重要機器やシステムについて，規定通りに

運転前試験を行う考えである。

SE 社の説明によると，規制当局が許認可を発給する

前に，公衆衛生院など複数の政府機関が意見を提示する

ことになっており，それにより正確な起動日が確定す

る。このプロセスには時間がかかるほか，予想される隣

国オーストリアの反原子力団体｢グローバル 2000｣の妨

害活動が，特に大きく影響する見通し。燃料装荷で技術

的な準備が整ってから実際の装荷に至るまで，約 8 か月

を費やす可能性があるとしている。

このような作業等の遅れにより，当初 54億ユーロ(約

6,800億円)と見積もられていた 2 基分の完成総工費は，

その 5％分に相当する 2億 7,000 万ユーロ(約 340億円)

の超過が予想されている。これについては，スロバキ

ア・パワー・ホールディング社など，SE社の主要株主が

全面的に手当てするとしている。

【ルーマニア】

停止中の原子炉増設計画，中国と
暫定的投資家協定を締結

ルーマニアの国営原子力発電会社(SNN)は 5 月 8 日，

建設工事が停止中のチェルナボーダ原子力発電所 3，4

号機(各 70.6 万 kWのカナダ型加圧重水炉)を完成させ

るため，中国広核集団有限公司(CGN)および CGN傘下

の中・東欧諸国向け投資会社と，プロジェクトの継続に

関する暫定的な投資家協定(PIA)を締結したと発表し

た。

PIAに基づき，SNNと CGNは今後 60営業日以内に，

チェルナボーダ 3，4号機の完成に向け，技術およびと運

営上の基盤となるプロジェクト会社を設置する。この会

社は両社の合弁企業になる予定で，CGN と SNN がそ

れぞれ 51％と 49％を保有。設置当初の 2 年間に，建設

作業を再開する前段階の重要ステップとして，プロジェ

クトの継続モデルを構築する方針である。

チェルナボーダ 3，4号機は 1980 年代半ばに本格着工

したものの，1989年の N．チャウシェスク政権崩壊に

より，それぞれ進捗率 15％と 14％段階の建設工事が

1991 年に停止。これらを完成させるという政府決定を

受け，SNNは 2009年にエネルゴニュークリア社をプロ

ジェクト会社として設置した。

しかし，同社への出資を約束していた欧州企業 6 社

は，経済不況等によりすべて撤退した。SNN が新たな

投資家を模索するなか，CGN は 2011 年 10 月に出資参

加の意思を表明。両炉に｢CANDU6｣型原子炉を供給予

定の CANDUエナジー社は 2014 年 7 月，CGN傘下の

中広核工程有限公司(CNPEC)と拘束力のある独占協力

協定を結んでいる。また，SNNは翌 2015 年 11 月，両炉

の設計・建設・運転・廃止措置に関する協力について，
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CGNと了解覚書に調印していた。

今回の PIA調印式には，ルーマニアの V．シュテファ

ン副首相とA．アントン・エネルギー大臣に加えて，中

国の在ルーマニア大使館・特命全権大使と経済参事官が

同席。PIA の内容は，今年 4 月の SNN株主総会で承認

済みであるほか，CGN側も中国国内の承認手続を完了

したとしている。

エネルギー省のアントン大臣は，双方が利益を得る形

で PIA交渉が妥結した理由として，SNN株主総会によ

る協定内容の承認が大きいと指摘。これにより，3，4号

機の建設継続に向けた具体策を実際に開始可能になった

と説明している。

【ウズベキスタン】

原子力導入でサイトの選定プロセス
を開始

ウズベキスタン初の原子力発電所導入について，昨年

7月にロシアと合意した同国政府が，建設サイトの選定

プロセスを開始していたことが明らかになった。2020

年 9月頃にサイト許可の取得を目指す方針で，原子力を

エネルギー・ミックスに加えるため，様々な作業や計画

を検討している国の仲間入りをしたことになる。

年間 690 億 kWh の電力需要があるウズベキスタン

は，同国初の原子力発電設備として，120 万 kWのロシ

ア型 PWR(VVER)を 2 基，国内に建設する方針。国内

の天然ガス資源は，輸出用や高付加価値化学製品の原料

として一層有効に活用する一方，世界で最も安全かつ近

代的な初号機を 2028 年までに起動し，国家経済の成長

や国民の生活水準向上に役立てていく考えだ。建設サイ

トの特定に資する地質調査については，プロジェクトを

請け負ったロシア企業がすでに昨年 10 月，同国北西部

のナボイ州で開始している。

サイト選定プロセスの開始は，同国政府の要請により

今年 2月に，首都タシケントで関連ワークショップを開

催した国際原子力機関(IAEA)が 4 月 8 日付けで公表し

た。同ワークショップは，ウズベキスタンで新たに設置

された原子力開発庁(Uzatom)が共催しており，内容は

サイト評価にあたり考慮すべき安全面と非安全面に関す

るもの。Uzatomのほかに同国の原子力規制組織や関連

する国営機関が参加し，IAEA が提供する安全審査サー

ビスや安全基準，立地とサイト評価の支援に関わるリ

ソースについて議論した。

同ワークショップではまた，健全な原子力発電プログ

ラムの開発に関して IAEA が策定した｢マイルストー

ン・アプローチ｣も紹介された。プログラム開発で個別

のアクションを必要とする 19の原子力インフラ課題の

うち，｢サイトと支援施設｣を取り上げており，同アプ

ローチに沿って IAEAは，安全・セキュリティや法制面

と規制面の枠組，人的資源開発，緊急時対応計画，保障

措置などで総合的なサービスを提供する。これには，

｢統合原子力インフラ・レビュー(INIR)｣や｢立地評価・

安全設計レビュー(SEED)｣といったピアレビューと諮

問ミッションが含まれるとしている。

【エジプト】

原子力導入計画にサイト許可を発給

エジプトで原子力発電の導入計画を担当する原子力発

電庁(NPPA)は 4 月 10 日，同国北部エル・ダバにおける

4基の原子炉建設計画に対し，エジプト原子力規制・放

射線当局(ENRRA)から 3 月初旬にサイト許可を受領し

ていたことを明らかにした。

同サイトおよびサイト固有の条件が，原子力発電所建

設における国内の要件と国際的な要件を満たしているこ

とが確認されたもの。NPPA は，2026 年の初号機起動

を目指すエル・ダバ発電所・許認可プロセスにとって，

大きなステップになったとしている。サイト許可は今後

着工する 4基すべてに適応する一方，次の段階である建

設許可も含め，残りの許認可はすべてユニット毎の発給

になる。

同建設プロジェクトでは，120 万 kW 級のロシア型

PWR(VVER)4 基の建設が計画されている。エジプト

政府の電力・再生可能エネルギー省は 2017 年 12 月，プ

ロジェクトを請け負ったロシア国営の原子力総合企業ロ

スアトム社との契約書に調印。昨年 10 月には米国の

GE パワー社が，ロスアトム社の発電機器製造部門であ

るアトムエネルゴマシ社との合弁事業体を通じて，4基

分のタービン系統機器を同プロジェクト用に納入すると

発表した。

建設サイトのエル・ダバは，地中海沿岸のアレキサン

ドリアから西に 170kmの地点。完成した原子炉 4 基は

NPPAが所有・運転することになっており，これらで急

増する同国の電力需要に対応したいとしている。

サイト許可の申請書は 2017 年に NPPAが提出してい

たもので，ENRRAは，原子炉の設置関係データのほか

にサイト特性のデータ，原子炉の設計基準と概念，エジ

プト環境庁による環境影響声明書(EIA)の審査報告など

を詳細かつ包括的に審査した。

また，この審査活動を支援するため，エジプト政府は

今年 1月，国際原子力機関(IAEA)から｢立地評価・安全

設計レビュー(SEED)｣ミッションを招聘。発電所の安

全性に関わるサイト特性のほかに，地震や津波といった

自然災害，外部からもたらされる人為的な災害にも，特
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別な注意が払われたとしている。

【米国】

NJ州，商業炉 3基に｢ゼロ排出認証｣
を適用

米ニュージャージー (NJ)州の公益事業委員会

(NJBPU)は 4 月 18 日，州内のホープクリーク原子力発

電所(129.6 万 kW の BWR)とセーレム原子力発電所

(117 万 kWの PWR× 2 基)の 3 基を温存するため，無

炭素電源維持の目的で 2018 年に設置した｢ゼロ排出認証

(ZEC)｣プログラムを適用すると発表した。

このプログラムは，イリノイ州とニューヨーク州で

2016 年に採択されたものと同様の内容で，地球温暖化防

止の緊急性に鑑み，CO2 を排出しない原子力発電所の早

期閉鎖が環境に及ぼす影響を考慮。ZEC を通じて，両

発電所には配電電力に応じた追加料金が支払われ，少な

くとも 3 年間は運転継続が可能になる。両発電所は現

在，同州のエネルギー・ミックスの中で約 32％のエネル

ギーを供給しており，クリーン・エネルギーの供給シェ

アは 90％に達している。

NJBPU によると，NJ 州民に電力供給している既存

の原子力発電所が突然閉鎖された場合，その分の電力需

要は天然ガスや石炭で賄われ，様々な汚染物質が大気中

に大量に放出される。これにより，公衆衛生と環境への

悪影響が懸念されるうえ，送電網が不安定な状態になる

ほか，地元の雇用も失われて州経済が影響を受ける可能

性があるとしている。

ホープクリーク原子力発電所はパブリック・サービ

ス・エンタープライズ・グループ(PSEG)が所有・運転

する一方，隣接区域に立地するセーレム原子力発電所

は，PSEGとエクセロン社が協同で保有している。温室

効果ガスを排出しないエネルギー・インフラへの投資促

進目的で，ZEC を盛り込んだ法案が 2018 年 5 月に制定

された後，PSEGは同年 11 月，両発電所への ZEC適用

を NJBPU に申請。NJBPU スタッフは両発電所を｢適

格｣と見なしたのにともない，公開ヒアリングや州民か

らのコメント募集を実施した。

ZECプログラムの適用が決まったことから，両発電

所は今後，1 kWhあたり 0.004ドルのクレジットを電力

小売り料金の中から受け取ることになる。今回の

NJBPUによる承認を受けて，同クレジットに対する支

払金の徴収が直ちに開始される方針で，今後 3 年間に

各プラントにはそれぞれ，年間約 1億ドルが支払われる

見通し。必要額より多く徴収された場合，超過資金は消

費者に返還される。

また，3 年が終了する頃，NJBPU はプログラムを再

評価する予定。州政府や連邦政府を通じて電気事業者が

その他の助成金を受け取っていれば，ZEC との調整が

必要になるとしている。

TMI 1号機，9月末までの永久閉鎖が
確定

米国最大の原子力発電事業者のエクセロン社は 5月 7

日，ペンシルベニア州のスリーマイルアイランド(TMI)

原子力発電所 1号機(PWR，89万 kW)について，9月末

までに永久閉鎖する方針を確定したと発表した。

10 月以降も運転を継続する場合，交換用の燃料を 6月

1 日までに購入する必要がある一方，ペンシルベニア州

議会では上下両院ともに原子力発電所への支援措置を盛

り込んだ法案審議が進んでおらず，5月の会期は数日を

残すばかり。2017 年 5 月に公表した計画どおり，2034

年まで運転継続が許されている同炉を早期に閉鎖する考

えを固めたもの。

この決定について，米原子力エネルギー協会(NEI)の

M．コースニック理事長は同日，｢すべてのクリーン・エ

ネルギー源について，州政府と連邦政府がともに，その

価値を高く評価する政策や市場解決策を推し進めてこ

そ，国家的な利益につながる｣との見解を表明している。

エクセロン社は 2年前，市場における電力卸売価格の

長期的な低下や再生可能エネルギー源に対する州政府の

優遇政策等により，TMI 1号機の収益が過去 5 年にわ

たって低迷していると発表。CO2 を排出せず，地元経済

にも貢献する原子力発電の利点に対し，州政府や連邦政

府が相応の補償を与える政策を取らない限り，2019年 9

月末頃に永久閉鎖することになるとした。また，同州を

管轄する地域送電機関(RTO)のオペレーターである

｢PJMインターコネクション｣が，2020 年∼2021 年の設

備容量を確保するために実施したオークションでも，同

発電所が勝ち残れなかった事実を明らかにしていた。

同社はすでに 4月 5 日，1号機を 9月に永久閉鎖した

場合の詳細計画として｢閉鎖後廃止措置活動報告書

(PSDAR)｣を米原子力規制委員会(NRC)に提出した。3

種類の廃止措置オプションのうち，汚染構造物を一定期

間，安全に貯蔵する｢SAFSTOR｣を選択。取り出した使

用済燃料は暫定的に貯蔵プールに保管し，2022 年末まで

に乾式貯蔵施設に移すとしたほか，2074 年に冷却塔の解

体を開始するなど，大型機器や構造物の具体的な廃止措

置プランを明記した。また，2017 年に 675名だった発電

所従業員も 3段階で削減していき，2022 年には常勤ス

タッフ 50名にするとしている。

同州ではこのほか，エクセロン社が所有する商業炉も

含めて，5サイト・8基の原子力発電所が稼働中。このう
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ち，ビーバーバレー原子力発電所(90 万 kW級 PWR×

2 基)を操業するファーストエナジー・ソリューションズ

社は昨年 3月，財政事情により，これら 2基を 2021 年ま

でに早期閉鎖する方針を発表した。このためエクセロン

社は，｢1 日 24時間稼働し続けて，毎年数 100 万トンの

CO2 排出抑制に貢献している州内の原子炉を，ペンシル

ベニア州民全員の将来的なクリーン・エネルギーとして

確保するため，今後も議会その他のステークホルダーと

支援策の法制化を働きかけていく｣としている。

【カナダ】

ダーリントン発電所改修計画，
2号機に燃料チャンネル設置

カナダのオンタリオ・パワー・ジェネレーション

(OPG)社は 4 月 15 日，大掛かりな改修プロジェクトが

2016 年に始まったダーリントン原子力発電所(93.4 万

kW のカナダ型加圧重水炉× 4 基)の 2 号機で，燃料

チャンネルの再設置が完了したと発表した。

2020 年初頭に全作業を終え，同年 2 月までにフルパ

ワーで商業運転を再開することになっている。1990 年

10 月に営業運転を開始した同炉は，新しい機器でさらに

30 年間，運転を継続する。また，2号機が復帰するのに

合わせて，OPG社は 3号機の改修工事を始める計画。

2026 年までに 4基すべてで改修工事を完了し，それぞれ

運転期間の 30 年延長を実現するとしている。

カナダでは 5∼9年前までダーリントン発電所で 2基，

ブルース発電所で 4 基増設する計画が進められていた

が，これらは現在すべて中止。2つの新規立地点におけ

る新設計画も停止され，両発電所では運転期間の延長計

画と大規模な改修プロジェクトが進行中である。

ダーリントン発電所は 1990 年代初頭以降，オンタリ

オ州における電力需要量の約 20％を供給。その運転期

間を 2055 年まで延長することにより，オンタリオ州で

は年間 200 万台の自動車を排除したのと同等の温室効果

ガスの削減効果があると OPG社は指摘。加えて，州経

済にも長期的にかなりの効果があり，シンクタンクの

｢カンファレンス・ボード・オブ・カナダ｣の独自調査に

よれば，30 年間の運転期間延長で約 3,000 人分の雇用維

持も含め，合計 899億カナダドル(約 7兆 5,300億円)の

経済的利益が同州にもたらされるとしている。

総予算が約 128億カナダドル(約 1兆 700億円)という

同改修プロジェクトでは，4基のうち最初に営業運転を

開始した 2号機の作業が 2016 年 10 月に開始。続いて 3

号機，1号機，4号機の順に改修工事が行われると見られ

る。

2号機の分解作業が昨年春に成功裏に完了したことか

ら，この春にはカランドリア管や燃料チャンネル，

フィーダー管の再設置も含めた，一連の複雑な組立作業

が進展中。燃料チャンネルの設置は，綿密な計画立案と

調整を必要とする非常に難度の高い作業で，OPG社は

480本の圧力管と 960 もの管端接続金具，および数千単

位の機器付属品を正確に取り付けるなど，文字通り炉心

を再構築する作業になったと説明した。

同炉ではフィーダー管の取り付け作業も続けられてお

り，次のステップとしてはこの秋にも燃料を再装荷す

る。各システムを復旧させて，来年初頭の送電網再接続

に備えるとしている。

【韓国】

APR1400 設計の新古里 4号機が送電
開始

韓国水力・原子力会社(KHNP)は 4 月 25 日，南東部の

蔚山広域市蔚州郡で建設中の新古里原子力発電所 4号機

(PWR，140 万 kW)を初めて送電網に接続し，22 日の午

後 5時 40分頃から送電を開始したと発表した。

同炉は，韓国電力公社(KEPCO)がアラブ首長国連邦

(UAE)に輸出した原子炉 4 基と同型の 140 万 kW級最

新 PWR｢APR1400｣を採用。同設計として 2016 年 12 月

に，初めて営業運転を開始した新古里 3号機に次いで 2

基目となる。段階的な出力上昇試験や性能保証試験など

を実施した後，8月中旬にも本格的な商業運転に入ると

している。

2017 年 5 月に発足した文在寅政権は，脱原子力政策を

国内で段階的に進めていき，2038 年までに商業炉を 14

基まで削減する計画である。ただし，2009年から 2013

年にかけて着工済みの新古里 4号機と新ハンウル 1，2

号機の建設工事は継続。2017 年 4 月に着工したばかり

の新古里 5号機と，当時建設準備中だった同 6号機につ

いても，中立の公論化委員会の勧告に基づき，予定どお

り完成させることが決定している。

また，原子力発電所の輸出について，同政権は積極的

に産業界を支援していく方針を表明。UAE での受注成

功例を弾みに，政府と産業界および金融機関が力を結集

して推進する考えだ。
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特集 クリアランスの現状と課題 1

クリアランスにおける線量規準の考え方

電力中央研究所 荻野 晴之

ある物質の放射能濃度が極めて低く，一般的な再利用・再使用による線量が自然界の放射

線レベルと比較して十分小さい場合には，人の健康に対するリスクが無視できると判断でき

る。この判断により，当該物質を放射性物質として扱う必要がないとして，放射線防護に係

る規制の枠組みから外すという考え方を｢クリアランス｣という。クリアランスに用いる線量

については，｢自然界の放射線との関係｣と｢リスクとの関係｣の両面から国際的な議論を経

て，｢年に 10 Sv のオーダーあるいはそれ以下｣という判断規準がもたらされている。本稿

では，国際放射線防護委員会(ICRP)の刊行物を中心に，クリアランスにおける線量規準の考

え方をレビューする。

KEYWORDS: Decommissioning, Radiation protection, Exemption, Clearance, Dose criteria, Natural radiation,

Radiation risk, ICRP, IAEA, Radiation Council of Japan

Ⅰ．はじめに

平成 30 年 8 月 23 日現在，商業用原子力発電所として

は，福島第一原子力発電所 6 基を含む合計 22 基の廃炉

が決定あるいは見込まれている1)。今後増えていく老朽

化した原子力施設の廃止措置を安全かつ円滑に進めてい

くためには，放射性物質の濃度が極めて低く，｢放射性物

質として扱う必要のないもの｣として放射線防護に係る

規制の枠組みから外す｢クリアランス｣の重要性がますま

す高まると考えられる。

クリアランスに用いる線量については，｢自然界の放

射線との関係｣と｢リスクとの関係｣の両面から国際的な

議論を経て，｢年に 10 Sv のオーダーあるいはそれ以下

(of the order of 10 Sv or less in a year)｣という実効線量

で与えられた判断規準がもたらされている2)。この線量

規準に基づいて国際原子力機関(IAEA)が示したクリア

ランスレベル2)は，日本の原子炉等規制法や放射線障害

防止法にも取り入れられている。

本稿では，クリアランスの概念が成立するための前提

条件を整理した上で，国際放射線防護委員会(ICRP)の

刊行物を中心に，クリアランスにおける線量規準の考え

方をレビューする。

Ⅱ．クリアランスの概念が成立するための前提条件

放射線防護に関する規制の範囲を定めるための概念と

して，規制除外(Exclusion)，規制免除(Exemption)，そ

して，クリアランス(Clearance)という 3 つのアプロー

チがある(図 1)。

規制除外とは，制御できない被ばくなどをそもそも規

制の範囲外とすること，規制免除とは，ある条件を満た

す放射線源をあらかじめ規制の対象から除いておくこ

と，そして，クリアランスとは，ある条件が満たされれ

ば，規制されていた物を規制の枠組みから外すことを指

す。下記に具体的な例を挙げる。

一つ目の規制除外の代表例は，地上レベルでの宇宙線

や体内に含まれる K-40 から放出される放射線による被

ばくである。これらの被ばくは規制を通じた管理に本質

的になじまないことから，規制範囲の対象外としてい

る。これが規制除外の考え方である。

二つ目の規制免除の代表例は，グロースターター(蛍

光ランプを短時間に自動的に点灯するための小型の放電

ランプに使用されている)に封入されている Pm-147や

Kr-85といった少量の線源である。社会における利便性

を考え，放射線安全上の極めて小さい線量を考えれば，

これらを規制から離して社会の中で有効に利用していく

A review of approaches to setting the dose criteria for

clearance： Haruyuki Ogino.

(2018 年 9月 13 日 受理)

( 10 ) 日本原子力学会誌，Vol.61，No.7 (2019)
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方が便益が大きい。さらに，これらを全て規制すること

は実質的に困難であり，そこに莫大な社会資源や資金を

投入するより利便性を求める方が社会の利益となる3)。

これが規制免除の考え方である。

参考までに，文部科学省放射線安全規制検討会の資

料4)によれば，グロースターターの国内年間販売数量は

2億個を超えており，国内で規制が免除されている密封

線源の実に 7 割以上を占めている(平成 14年当時の数

値)。

三つ目のクリアランスの代表例は，原子力施設の解体

に伴って大量に発生する有価物(コンクリートや金属な

ど)の再利用である。当然ながら，高いレベルの放射性

物質を含む場合には，放射性廃棄物としての適切な管理

が施される必要があり，処理・処分に向けた取組みが着

実に進められる必要がある。しかし，解体に伴って大量

に発生する物のある割合は，放射能濃度が極めて低く，

再利用・再使用による線量が自然界の放射線レベルと比

較しても十分に小さいことから，人の健康に対するリス

クが無視できる場合がある。これらの有価物までも放射

性廃棄物として扱い，莫大な社会資源や資金を投入する

ことは循環型社会形成促進の観点から適切でなく，防護

が最適化されず，その行為は正当化されない3)。これら

を規制の枠組みから外すことがクリアランスの考え方で

ある。

参考までに，旧原子力安全委員会放射性廃棄物安全基

準専門部会の資料5)によれば，110万 kW級の沸騰水型

軽水炉(BWR)や加圧水型軽水炉(PWR)の廃止措置に

伴って発生する 1基あたりの廃棄物等の量は，低レベル

放射性廃棄物に相当する物が約 1万トン，放射性物質と

して扱う必要がない物が約 50万トンと推定されている。

また，商業用原子力発電所では初めての廃止措置が行わ

れている東海発電所では，放射性廃棄物でない撤去物

(大部分の機器，建屋コンクリート)が約 13万トンと最

も多く，次にクリアランス制度対象物が約 4万トン(約 9

割がコンクリート)，低レベル放射性廃棄物(原子炉本体

放射線遮蔽コンクリートなど)が約 3万トンと推定され

ている。

Ⅲ．クリアランスにおける線量規準

クリアランスに用いる線量については，｢①自然界の

放射線との関係｣と｢②リスクとの関係｣の両面から国際

的な議論を経て，｢年に 10 Sv のオーダーあるいはそれ

以下｣という実効線量で与えられた判断規準がもたらさ

れている2)。計画被ばく状況における公衆の線量限度が

年に 1mSv(1,000 Sv)であるのに対し，クリアランスに

おける線量規準は，その百分の一のオーダーである。

以下に，クリアランスにおける線量規準の考え方に用

いられている 2 つのアプローチについて述べるととも

に，表 1に整理して示す。

1．自然界の放射線との関係

放射線は自然界にも存在しており，世界平均では実効

線量換算で約 2.4 mSv(国連科学委員会 2008 年報告6))，

日本平均では約 2.1 mSv(原子力安全研究協会 2011 年報

告7))の個人線量を与えている。公衆の個々の構成員は，

国内のある場所から別の場所に移動する場合，自然放射

線による被ばく量の違いを一般には考慮しない。した

がって，自然バックグラウンド放射線の変動と比べて小

さい線量レベルは，�些細な線量�と見なすことができ

る。この考え方に基づいて，自然バックグラウンド放射

線(年に約 2,000 Sv)の 1〜数％のオーダー，すなわち，

年に 20〜100 Sv という線量規準が提唱されている

(ICRP Publication 104 8)，67 項)。

放射線医学総合研究所の 1989年の報告9)によれば，日

本国内における年間の自然放射線量(ラドンの吸入によ

るものを除く，宇宙，大地からの放射線と食物摂取に

よって受ける放射線量)は全国平均値で約 990 Sv であ

り，これを県単位で比較した場合，最も高い岐阜県で

1,190 Sv，最も低い神奈川県で 810 Sv となり，約 400

Sv の差がある。これは，関東ローム層が大地からの自

然放射線を遮へいする関東平野に対し，西日本では，自

然放射性核種(ウラン，トリウム，カリウムなど)が比較

的多く含まれる花崗岩が直接地表に露出している箇所の

多いためと考えられている。

2．リスクとの関係

放射線防護に限らず，一般に，10-5の年死亡リスク(1

年間あたり 10万人に 1人が死亡するリスク)の軽減に自

らの資財を投入しようとする人はほとんどおらず，さら

に一桁低くなって，10-6の年死亡リスク(1 年間あたり

100万人に 1人が死亡するリスク)のレベルともなれば，

対策を講じようとする人はさらに少なくなる(ICRP

Publication 1048)，67 項)。このような年死亡リスク

(y-1)から年線量(Sv y-1)に換算するためには，疫学研究

から求められるリスク係数(Sv-1)を用いる必要がある。

( 11 )日本原子力学会誌，Vol.61，No.7 (2019)
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ICRP では，Publication 4610)において，当時(1985年)

のリスク係数であった 10-2 Sv-1(厳密には致死性のがん

について，1.25×10-2 Sv-1)を用いて換算し，10-6のオー

ダーの年死亡リスクに相当する線量が｢年に 100 Sv の

オーダー｣としている。そして，ある個人が複数(最大で

も 10)の線源から重畳して被ばくを受ける可能性を考慮

し，単一の線源に対して，｢年に 10 Sv のオーダー｣とい

う一桁切り下げた線量規準を示している。

リスク係数は疫学研究の進展によって変化するもので

ある。事実，1985年当時のリスク係数もその後変更され

ている。例えば，全集団に対する名目リスク係数で見れ

ば，ICRP の 1990 年主勧告11)では 6.0×10-2 Sv-1となり，

2007年主勧告12)では 5.5×10-2 Sv-1となった。このリス

ク係数の変更が�些細な線量�の判断に与える影響につ

いて，米国放射線防護審議会(NCRP)レポート 11613)

(1993 年)で議論されており，変更は不要との結論が出さ

れている。根拠は，変更されたリスク係数を用いてある

リスクレベルに対応する年線量を計算すれば，以前より

も約 1/5から 1/4の値になるが，�些細な線量�はリスク

係数による計算だけに基づいたものではなく，線量とし

ての大きさや，線量や健康影響の検出の困難さなども考

慮して定めたため，とされている。

日本においても，クリアランス制度が原子炉等規制法

に導入された際の国会審議において，リスク係数の変更

がクリアランスにおける線量規準に与える影響に関する

質疑があり，｢年間 0.01 mSv というレベルについては，

その後，ICRP や IAEAにおいて見直されておらず，こ

のレベルが現在でも，国際的に共通のものであると認識

している｣との政府見解が示されている14)。

Ⅳ．放射線審議会基本部会報告書

クリアランスにおける線量規準の考え方に関連して，

放射線審議会基本部会は平成 22 年 1 月，報告書｢放射性

固体廃棄物埋設処分およびクリアランスに係る放射線防

護に関する基本的考え方について｣15)を取りまとめてい

る。要点として，下記の二点が挙げられる。

まず一点目は，クリアランスにおける線量規準であ

る。ICRP や IAEAにおける国際的な議論の動向を踏ま

え，日本としての基本的な考え方を整理した結果，クリ

アランスレベルの導出に係る個人線量の規準としては，

線量規準｢年に 10 Sv｣を用いることが引き続き妥当で

あるとしている。これは放射線審議会基本部会が昭和

62 年 12 月に取りまとめた報告書｢放射性固体廃棄物の

浅地中処分における規制除外線量について｣16)の内容を

継承している。また，原子炉等規制法にクリアランス制

度が導入された際の国会審議における政府答弁14)とも

一致する。

二点目は，放射性固体廃棄物埋設地の管理期間終了後

における公衆の線量規準であり，この点については，放

射線審議会基本部会昭和 62 年報告書16)の内容が全面的

に見直されている。昭和 62 年報告書16)では，放射性固

体廃棄物の浅地中処分において，放射線障害防止の観点

からの管理を規制免除(原文では規制除外)する際の判断

の規準とすべき線量としては，ICRP の Publication 4610)

に準拠し，年に 10 Sv を用いることが妥当であると述

べていた。しかし，平成 22 年報告書15)では，管理期間

終了後における公衆の線量規準は，埋設事業の計画段階

において，管理期間終了後の当該埋設地に起因する公衆

の被ばく線量と比較することにより，計画や設計等の妥

当性を判断するために用いられるものであるため，埋設

された廃棄物という線源に着目した前向きの制限値とし

て位置づけた線量拘束値を適用することが適切としてい

る。そして，線量拘束値の具体的な値として，ICRP や

IAEAの考え方に従って，年に 0.3 mSv を超えない値と

することが日本においても適切であるとし，この考え方

は，浅地中処分，余裕深度処分(現在で言う中深度処分)

および地層処分のいずれにも共通して適用できるものと

している。

クリアランスの線量規準を放射性廃棄物の処分に対し

て適用できないことに関連して，ICRP は，地層処分を

対象とした Publication 12217)において，｢地層処分施設

の規制管理が無期限に続くことは想定されていないとし

ても，地層処分施設での長寿命有害廃棄物の処分は，規

制免除または廃棄物のクリアランスとはまったく異なる

概念であり，したがってクリアランスの線量判断基準は

適用されない｣(54 項，脚注 2)と述べている。

Ⅴ．まとめ

本稿では，クリアランスに用いる線量である｢年に 10

Sv のオーダーあるいはそれ以下｣という判断規準が，

｢自然界の放射線との関係｣と｢リスクとの関係｣という二

つのアプローチに基づいて定められていることを，

ICRP勧告を中心に紹介した。さらに，放射線審議会基

本部会が平成 22 年に発表した放射性固体廃棄物埋設処

分とクリアランスに関する報告書の概要を紹介した。

クリアランスや規制免除を巡る議論では，｢規制を要

しない線量｣という数値的な側面だけに関心が集中して

しまいがちであるが，どのような背景からそのような概

念が発展したのか，成立条件と併せて正しく理解してお

く必要がある。これはクリアランスや規制免除に限ら

ず，放射線防護に用いられる様々な数値(線量限度，線量

拘束値，参考レベルなど)に共通する話である。ICRP が

勧告する放射線防護体系は，科学，倫理，経験を三つの

柱としており，最終的な勧告ではたった一行の記述に

なったとしても，その裏には多くのストーリーがある。

ICRP の勧告を利用するものは，そのストーリーをでき

るだけ正確に理解した上で適用する必要があり，｢ICRP

が勧告しているから｣ということだけを根拠にしてはな

( 12 ) 日本原子力学会誌，Vol.61，No.7 (2019)
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らない。詳しくは，筆者の ICRP科学秘書官補佐として

の経験について本誌の｢談話室｣に投稿した記事18)を参

照されたい。

クリアランスレベルの導出にあたっては，｢年に 10

Sv｣という単一の値が使われていることから，｢年に 10

Sv のオーダーあるいはそれ以下｣にある�オーダー�の

意味合いが薄れてしまい，あたかも厳密に遵守すること

が必要な数値規準として受け止められていることも多い

ように見受けられる。クリアランスレベルの遵守は，放

射線測定や放射化計算等によって確認し，複数核種の寄

与割合やクリアランス対象物の放射能濃度分布の均一性

などを考慮して判断することになるが，クリアランスの

線量規準が元来有する�オーダー�の意味合いに立ち返

り，適切な保守性の範囲内で柔軟に運用していくことが

重要となる。この点については，2017年に開催された第

42回 IAEA 放射線安全基準委員会(RASSC)において，

国際放射線防護学会(IRPA)の Coates 会長(英国)も改め

て指摘している19)。そこでは，クリアランスレベルの遵

守を判断する各過程において過剰な保守性を不必要に積

み重ねてしまうと，少なく見積もっても全体で 100倍の

影響があり，クリアランス物から与えられる線量が結果

として｢年に 0.1 Sv｣となってしまうが，これは我々が

目指してきた制度ではなく，保守性(Conservatism)を過

剰に積み重ねることは必ずしも思慮分別のある

(Prudent)手法とはならないことを強調されている。

今後日本においてもますますその重要性が高まると考

えられる｢クリアランス｣を安定的に進めていく上で，ク

リアランスにおける線量規準の考え方を正しく理解して

おくことは極めて重要である。本稿がその一助となれば

幸いである。
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特集 クリアランスの現状と課題 2

わが国におけるクリアランスの現状

電気事業連合会 石井 公也

わが国では，2005 年にクリアランス制度を導入し，これまでに測定・評価方法は 6件認可

され，現在 2件が審査中である。これまでに約 5,000 トンのクリアランス物が測定結果の確

認を終えており，その一部についてテーブル，ベンチ，ブロック等への再利用を行い，事業

者内での再利用実績を蓄積している。さらに，低レベル放射性廃棄物収納容器の内容器への

適用に向けて，2015〜2017 年度経済産業省の｢管理型処分技術調査等事業｣として試験研究が

行われ，将来の再利用範囲拡大に向けた実績が蓄積された。

一方，廃止措置実施中および準備中の実用発電用原子炉施設は 13 基となり，今後，それら

の廃止措置作業が本格化していくため，クリアランス物が多量に発生してする。その中でク

リアランス物の搬出先が確保されない場合には，発電所敷地内に蓄積されることになり，そ

ういった状況は，廃止措置を円滑に進める上で支障をきたしかねない。クリアランス物の利

用先拡大に当たっては，それぞれの段階でのクリアランス物の利用拡大が喫緊の課題となっ

ている。

KEYWORDS: Clearance, Low Level Radioactive Waste, Decommissioning

Ⅰ．クリアランス制度の法制化について

クリアランス規準および内容については，前稿｢クリ

アランスにおける線量規準の考え方｣のとおりであり，

ここでは，まず，クリアランス制度の法制化までの概要

について記載する。

1999 年 3 月，原子力安全委員会は｢主な原子炉施設に

おけるクリアランスレベルについて｣をとりまとめ，主

な原子炉施設(軽水炉およびガス炉)における固体状物質

(コンクリートおよび金属)を対象に，我が国におけるク

リアランスレベルの基準値を導出した。また，2001 年 7

月，同委員会は｢原子炉施設におけるクリアランスレベ

ル検認のあり方について｣をとりまとめ，クリアランス

レベル検認に当たっての基本的考え方を示した。

一方，1998 年 3 月には日本原子力発電㈱東海発電所が

運転を停止し，2001 年 12 月から廃止措置に着手した。

こうした状況を背景に，クリアランス制度の法制化に

向けて総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会

廃棄物安全小委員会おいて，クリアランスレベル検認に

当たって必要な技術要件に関する基本的事項について検

討され，2004 年 9 月に｢原子力施設におけるクリアラン

ス制度の整備について｣としてまとめられた1)。その中

で，クリアランスレベル検認制度の運用に当たって留意

すべき事項として，以下の内容が附言されている。

また万が一，不測の事態により，放射性廃棄物とし

て扱うべき物がクリアランスされた物に混入し，事業

所外に搬出，廃棄されるような事態が生じたとして

も，クリアランスレベルそのものが十分安全側に設定

されていること，さらに，検認の対象物は事前の評価

に基づき，十分クリアランスレベル以下であることが

見込まれる物を選定していることから，直ちに健康へ

の影響が懸念されるような事態には至らないものと考

えられる。

しかしながら，仮にそのような事態において，調査

の結果，問題となるような状況が認められれば，国は

必要に応じ事業者に対して放射性廃棄物の回収を含む

適切な措置を講ずることも必要である。また，違法行

為が認められれば，厳罰を適用することも必要と考え

られる。さらに，上述の対応を容易にし，また国民の

検認制度への信頼感を高めるためには，原子力事業者

においてはクリアランス制度が社会に定着するまでの

間，処分，再生利用の際の最初の搬出先が把握できる

よう，例えば，埋設処分であれば処分場を，有価物と

して再生利用する場合には中間処理を行う会社等につ

いて，把握・記録するような枠組みを構築することが

必要と考えられる。

このような検討を踏まえ，2005 年に｢核原料物質，核

Current status of the implementation of clearance in Japan：

Kimiya Ishii.

(2018 年 10 月 31 日 受理)
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燃料物質および原子炉の規制に関する法律｣が改正され，

クリアランス制度が法制化された。その際の国会質問お

よび答弁では｢制度定着するまでの間，事業者が自主的

に搬出ルートを確認し，業界内で再利用｣との政府説明

に対して，制度定着は｢いつ，だれが判断するのか｣との

質問に，｢国が適切な時期に広く意見伺いつつ判断｣する

と答弁されているが，現時点では制度定着の判断に至っ

ていない。

Ⅱ．クリアランス確認実績

2018 年 8 月末時点のクリアランスの確認実績は表

12〜4)のとおり。

制度ができた翌年，東海発電所がクリアランス申請を

し，3ヵ月後に認可を得て，その後，398tの金属について

国の検認を得ている。

2013 年 5 月には，浜岡 5号のタービンについてクリア

ランス申請をし，1年後に認可を得て，その後 524tの金

属について国の検認を得て，終了している。

Ⅲ．クリアランス再利用実績

2018 年 8 月現在の東海発電所のクリアランス検認さ

れた金属(以下｢クリアランス金属｣という。)の再利用実

績の例を図 1に示す5)。

東海発電所から出たクリアランス金属は，地元の金属

製造メーカ(鉄工所)に搬入され，溶融し，鋳造されて，

製品が製造されている。

さらに，放射性廃棄物処分容器(L1 容器)の内容器と

しての再利用を目的として 2015 年度〜2017 年度に経済

産業省委託として技術開発が行われた。こちらは，日本

製鋼所と神戸製鋼所で受託され，室蘭市の日本製鋼所で

試作され，内容器製造に係る必要な情報が得られるとと

もに，製造プロセスにおいても，線量等問題ないことが

確認されている。そして，委託終了後，試作品は，鋳造

し直し，低レベル放射性廃棄物輸送船のカウンターウェ

イト(荷役の船のバランスをとるための重り)として再利

用するために，現在，建造中の船に搭載されている(図 2

参照)。

クリアランス金属を再利用するに当たっては，金属加

工メーカをはじめ，金属加工メーカの立地している自治

体および地域住民に対して，説明会を開催し，関係者お

よび地域住民に情報発信しながら進めた。原子力発電所

が立地する地域以外である室蘭市の日本製鋼所でクリア

ランス金属を加工できたことは，今後の再利用拡大に向

けた大きな前進であると考える。

Ⅳ．廃炉に伴う廃棄物の発生量

2018 年 8 月末現在，運転停止した商業用原子力発電所

は 12 基(福島第一原子力発電所を除く。)になり，今後も

その数は増加が見込まれる。

浜岡原子力発電所 1，2号機を解体した場合の廃棄物の

発生量を図 3に示す。1，2号機の廃棄物のうち，約 78％

が非放射性廃棄物(NR)，約 18％がクリアランス物，約

4％が低レベル放射性廃棄物になる。

浜岡 1，2号機と同様に，多量の廃棄物が，今後同じよ

( 15 )日本原子力学会誌，Vol.61，No.7 (2019)
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表 1 クリアランスの確認実績

(a)遮へい体

約 700kg/体，計 79 体，

J-PARK向け

(b)ベンチ

計 87 脚，電気事業者(北海道

電力〜九州電力)，電事連，

JAEA，関係省庁等各所に配置

図 1 クリアランス金属の再利用実績の例

図 2 経済産業省委託｢原子力発電所等金属廃棄物利用技術

開発(2015 年度〜2017 年度)｣終了後の再利用

図 3 浜岡 1，2号機を解体した場合の廃棄物の発生量
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うな期間に発生してくることが考えられる。

Ⅴ．各原子力発電所におけるクリアランス物の現状

東海発電所のクリアランス検認された物(以下｢クリア

ランス物｣という。)の現状ではあるが，先述のベンチや

テーブル，カウンターウェイトとして 400t 程度再利用

されている。また，廃止措置終了までのクリアランス物

量は約 41,100 トンを見込んでいる。東海発電所は，ガス

炉のため，放射性廃棄物およびクリアランス物量が軽水

炉よりもかなり多くなる。

浜岡 1，2号機は廃止措置の第二段階(原子炉設備周辺

領域(：排気筒，タービン本体，主復水器等)の解体等)期

間中に約 18,000 トンのクリアランス物が発生する見込

みである。

敦賀 1号機は廃止措置終了までに約 7,800 トンのクリ

アランス物が発生する見込みである。

発生するクリアランス物に見合う需要がない場合，ク

リアランス物は搬出されずに発電所敷地内に蓄積される

ことになる。

Ⅵ．廃止措置に係るクリアランス物の課題

廃止措置によって生じたクリアランス物の搬出先が確

保できず，発電所敷地内に蓄積されるような状況で廃止

措置作業が行われると，作業の安全かつ円滑な遂行に支

障をきたしかねないと考えらる。

よって，クリアランス物搬出先の確保(再利用先の拡

大)は，喫緊の課題となっている。

クリアランス制度が 2005 年度に法制化されて以降，

当面の再利用方針として，原子力施設由来の物であるこ

とをご理解いただいた業者や施設等で再利用することと

している。そのため，事業者内での再利用に努めるとと

もに積極的な広報活動により，制度定着に努力してい

る。

また，クリアランス制度法制化以降，認可実績および

クリアランス物量も増えてきたことを踏まえ，制度(手

続き)の全体的なレビューについて，検査制度の見直し

における意味合いも考慮しつつ，効率化に向けた検討を

していく時期と考える。

Ⅶ．クリアランス物についての理解促進活動1)

電気事業者および電気事業連合会は，表 2のとおり，

2010 年度以降，大学生，報道関係者等の一般市民を対象

にクリアランス制度についての説明会を行ってきてお

り，今後も制度定着，再利用先の拡大に向けて活動を

行っていくこととしている。

− 参 考 文 献 −

1) 電気事業連合会 HPより

http://www.fepc.or.jp/nuclear/haishisochi/clearance/inde

x.html

2) 原子力規制庁 HPより

http://www.nsr. go. jp/activity/ regulation/nuclearfuel/hai

ki4_jisseki.html

3)文部科学省 HPより

http://www.mext. go. jp/ b_menu/ shingi/ chousa/ gijyutu/

004/003/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2010/12/15/1299828_

03.pdf

4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 HPより

https://www.jaea.go.jp/04/zningyo/2-43.html

https://www.jaea.go.jp/04/fugen/haishi/clearancl/junbi/

5) 日本原子力発電株式会社 HPより

http://www.japc.co.jp/haishi/clearance_results2.html

著者紹介

石井公也 (いしい・きみや)

電気事業連合会 原子力部兼福島支援本部

(専門分野/関心分野)

廃止措置，廃棄物処理・処分，クリアラン

ス
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表 2 クリアランス理解活動実績

実施年月日 説明者 説明先

2010 年 8 月 19 日 日本原子力発電 一般市民

2010 年 10 月 26 日 日本原子力発電 一般市民

2015 年 11 月

27，28 日

日本製鋼所

神戸製鋼所

電気事業連合会

一般市民

2016 年 5 月 21 日 電気事業連合会

ＮＰＯ

あすかエネルギー

フォーラム

2016 年 6 月 28 日

日本製鋼所

神戸製鋼所

電気事業連合会

一般市民

2017 年 1 月 10 日 電気事業連合会 十文字学園女子大学

2017 年 4 月 23 日 電気事業連合会 一般市民

2017 年 5 月 29 日 電気事業連合会 報道関係者

2017 年 6 月 17 日 電気事業連合会 一般市民

2017 年 6 月 28 日

日本製鋼所

神戸製鋼所

電気事業連合会

一般市民

2018 年 1 月 9 日 電気事業連合会 十文字学園女子大学

2018 年 3 月 22 日

日本製鋼所

神戸製鋼所

電気事業連合会

一般市民

2018 年 7 月 24 日 電気事業連合会 十文字学園女子大学
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特集 クリアランスの現状と課題 3

物品搬出ガイドラインとクリアランス

日本原子力研究開発機構 橋本 周

管理区域で使用した物品について，法令に基づく管理基準への適合を確認する表面汚染測

定の後に一般区域へ搬出することができる。この管理基準は 1960 年代から事実上同じ数値

が使われている。この手順は，規制対象について一定の条件を満足することを確認したうえ

で管理対象から外す手法として運用されており，クリアランスの考え方にきわめて近いと考

えられる。

(一社)日本保健物理学会放射線防護標準化委員会では，｢計画被ばく状況における汚染し

た物の搬出のためのガイドライン｣を 2016 年に制定し，管理区域からの物の搬出に関する放

射線防護上の考え方を整理した。そこでは，現行の物品搬出管理基準については，クリアラ

ンス規準の考え方と比較しても，見劣りのしない放射線防護レベルの管理基準であることが

示された。

KEYWORDS: Surface Contamination Limit, Clearance, Planned Exposure Situation, Guideline, Exemption

Ⅰ．はじめに

(一社)日本保健物理学会放射線防護標準化委員会で

は，放射性物質による表面汚染を伴う物の管理区域等か

らの搬出に関するガイドラインを 2016 年に制定した。

このガイドラインでは，汚染した物の搬出の可否の判断

に係る線量規準を示し，その線量規準に相当する表面汚

染レベルの評価を行った。計画被ばく状況における，管

理区域からの汚染した物の搬出のためのガイドラインで

は，物品搬出とクリアランスの関係について検討してい

る。本稿では，その検討結果について，ガイドラインの

概要とともに紹介する。

Ⅱ．｢計画被ばく状況における汚染した物の搬出の

ためのガイドライン｣について

(一社)日本保健物理学会放射線防護標準化委員会(委

員長：床次眞司(弘前大)，副委員長：柚木彰(AIST)，橋

本周(JAEA))では，数々の放射線防護に係る標準やガ

イドラインを制定してきた。｢計画被ばく状況における

汚染した物の搬出のためのガイドライン｣1) (以下，計画

搬出ガイドラインという。)もその一つで，｢緊急時被ば

く状況における汚染した物の搬出のためのガイドライ

ン｣2)，｢現存被ばく状況における汚染した物の搬出のた

めのガイドライン｣3)とともに，2016 年に公衆審議を経

て制定した。緊急時被ばく状況および現存被ばく状況に

適用するガイドラインは，それぞれ福島第一原発事故後

の対応も踏まえて，原子力・放射線事故時および事故後

の汚染物への対応を想定したガイドラインであるのに対

し，計画搬出ガイドライン1)は，管理下にある放射線・放

射性物質の取扱いに伴う，管理区域からの汚染した物の

搬出のための指針である。

放射線防護標準化委員会のガイドラインは｢本文｣，

｢解説｣，｢例題｣で構成している。計画搬出ガイドライン

の本文を引用する。

[適用の範囲]このガイドラインは，計画被ばく状況に

おいて，汚染した物の搬出の可否の判断に適用する。

[判断規準]汚染した物から受ける被ばく線量が以下の

線量規準を満足する場合，当該物を搬出することがで

きる。

｢年実効線量およそ 0.01mSv オーダーまたはそれ以

下｣

なお，この線量規準は，免除やクリアランスを判断す

る際の現実的な被ばくシナリオに対する国際的に認知

された線量規準である 0.01mSv オーダーと同義であ

り，厳密に年実効線量が 0.01mSv以下であることを求

めるものではない。

計画搬出ガイドラインの｢解説｣では，ガイドラインの

背景，参考となる考え方，ガイドラインの根拠，適用に

当たっての課題の検討が示されている。また，｢例題｣で

は，計画搬出ガイドラインの適用のポイントとなる点を

Guideline for Taking Out Something Contaminated with

Radioactive Materials and Concept of Clearance：Makoto

Hashimoto.

(2018 年 10 月 31 日 受理)
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いくつか，Q&Aの形で示している。

Ⅲ．計画搬出ガイドラインの考え方

1．物品搬出基準

計画搬出ガイドラインの考え方は｢解説｣で述べられて

いる。最初に，物品搬出をとりまく状況について整理し

た。

計画被ばく状況とは，放射線源が意図的に導入され運

用されている状況であり，国内では｢放射性同位元素等

による放射線障害の防止に関する法律｣等による管理が

行われている。線源の管理のために，管理区域の設置が

義務付けられており，線源に対する作業員と公衆の安全

が確保されている。管理の対象には，放射線源による表

面汚染が含まれており，管理区域内における表面汚染限

度(線放出核種について 4Bq/cm2，線を放出しない

核種について 40Bq/cm2)が定められており，また，管理

区域からこれらを搬出しようとする際には，表面汚染密

度限度の 1/10 を超えるものはみだりに持ち出してはな

らないとされている。この基準が物品搬出基準とよばれ

る。

物品搬出基準の設定根拠については，Dunster 等の論

文4)が示されている。管理区域内の表面汚染限度につい

ては，国際放射線防護委員会(ICRP)の Publ.25)で示され

た空気中最大許容濃度(239Pu：2×10-12Ci/cm3等)を

保守的な再浮遊係数(2×10-8cm-1)で除することにより，

線放出核種：1×10-4Ci/cm2，線を放出しない核種

：1×10-3Ci/cm2が導出された。物品搬出基準につい

ては，当時の作業者と公衆の最大許容線量の比が 10

であったことから，管理区域の表面密度限度の 1/10 に

設定された。これらの値が，Bq値に換算され，現在で

も使われている。

現在では放射線防護の考え方も変わっているが，表面

汚染限度と物品搬出基準については，主に実用的な理由

により維持されてきた。この状況は我が国でも同様で

あった。この点について，我が国の放射線審議会は，

2011 年までにまとめた ICRP Publ.103(2007 年勧告)6)の

国内法令取入れに関する検討の中間報告7, 8)において，

｢管理区域から持ち出す物の基準｣についても検討してお

り，｢管理区域から持ち出す物の基準については，クリア

ランスとの関係も含めて整理が必要｣と述べている。

2．参考となる考え方

以上のような状況を踏まえて，計画搬出ガイドライン

では，物品搬出基準との関係性を念頭において，クリア

ランスの考え方について整理した。

クリアランスの概念には，前提として｢免除｣の考え方

がある。ICRPは Publ.1036)において，｢制御のための努

力が関連するリスクに比べて大きすぎる(規制の必要が

ない)と判断されるという根拠で，そのような管理が是

認されないとみなされるような状況に対する，一部又は

全ての放射線防護の規制要件からのb免除c｣(パラグラ

フ 52)として｢免除｣の概念を示し，｢法体系は，規制対策

が不当であるという理由で，一部又は全ての規制要件か

ら免除すべきものを定めるべきである｣(パラグラフ 52)

とした。さらに，Publ.104｢放射線防護の管理方策の適

用範囲｣9)では，免除の根拠として｢1 つは，その線源が小

さな個人線量と小さな集団線量しかもたらさないことで

ある。もう 1つは，どのような合理的な管理手段も，個

人線量および集団線量の有意な低減を達成することがで

きないことである。｣(パラグラフ 59)とし，小さな個人線

量の例としては，自然バックグラウンド被ばくおよび個

人に何ら懸念を生じさせないと考えられる年死亡リスク

レベルを参照し，｢年に数 10Sv｣(パラグラフ 66)という

値を示している。また，免除が規制適用の事前判断に用

いられるのに対して，｢すでに規制要件の対象になって

いるが，規制の継続が是認されないような状況について

も免除が検討できる可能性がある。｣(パラグラフ 88)と

して，このような状況が｢クリアランス｣とよばれている

事を指摘した。

IAEA は，これらの ICRPの考え方も踏まえて，GSR

Part3｢放射線防護と放射線源の安全｣10)において，｢要件

8：免除とクリアランス 政府あるいは規制当局は，どの

行為あるいは行為の中の線源がこれらの基準の一部ある

いは全ての要件から免除されるか決めなければならな

い。規制当局は，届出のあった行為あるいは許可された

行為の中のどの線源(物質や物体を含めて)が規制管理か

ら解放されてもよいか認可しなければならない｣とした。

引用文中，前半が免除要件を示しており，後半がクリア

ランスの要件である。さらにクリアランスの一般的規準

として｢a. クリアランスされた物質から生じる放射線リ

スクが規制管理を是認しないほど低いこと。そして，ク

リアランスのための一般的な規準を満たすことの失敗に

つながりうる状況が発生しそうもないこと。 b. 物質の

継続した規制管理が正味の便益をもたらさず，規制管理

のためのいかなる合理的な手段も個人線量あるいは健康

リスクの低減の観点から価値のある収益を達成しそうも

ないこと。｣(パラグラフ I.10)とした上で，｢クリアラン

スレベルは，単位重量あたりの放射能濃度あるいは単位

面積あたりの放射能濃度によって定められるかもしれな

い。｣(パラグラフ I.13)と示している。これらを，物品搬

出基準とクリアランスの関係について検討するにあたっ

ての拠り所とした。

3．ガイドラインの根拠となる考え方

物品搬出基準とクリアランスの関係の検討に先立ち，

我が国における物品搬出の現状について確認した。原子

力発電所と研究開発機関に対する調査結果から得られ

た，国内の物品搬出の特徴は以下のとおりであった。

搬出される物品の数は多いものの，大きさの小さいも

のが圧倒的に多く，搬出先となる一般区域における再使

( 18 ) 日本原子力学会誌，Vol.61，No.7 (2019)
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用状況は管理されていないのが一般的であることが分

かった。一方，車両のような大型の搬出物については数

が少なく，汚染管理の徹底した作業環境からの搬出であ

ることを考慮すれば，小型の物品と同様に，全面汚染の

可能性は限りなく低いと考えられた。この結果から，大

型搬出物が全面的に汚染している状況は想定する必要が

なく，小型の搬出物に対象を絞って検討を行うことが妥

当と考えられた。

そこで，小型物品の搬出について，クリアランスの概

念の適用性の検討を行った。具体的には，IAEAの示し

たクリアランスに関する 2つの規準に，物品搬出が整合

するかという観点で検討した。

(1)クリアランス規準との線量的比較

クリアランスに関する規準の一つ目は，クリアランス

によって生じる放射線リスクが規制管理を是認しないほ

ど低く，さらにその規準を満たせない状況が発生しそう

もないかということである。この規準は，放射線リスク

の程度に置き換えると，合理的に予測される被ばく線量

が年間 10Sv オーダーかそれ以下とされている。一方，

現行の搬出基準は 1. で述べたように，管理区域内での職

業被ばくを対象とした表面密度限度を単純に十分の一倍

したものであり，搬出された後の物品の取扱いによって

生じる公衆被ばくとクリアランス線量規準との関係を考

慮して設定されたものではない。そこで，汚染した物の

搬出がもたらす実効線量を評価し，クリアランス規準と

の比較を行った。

表面汚染による線量の評価にあたって，以下の 3つの

モデルを選定した。

・原子力安全委員会放射性廃棄物安全基準専門部会が報

告書｢主な原子炉施設におけるクリアランスレベル｣11)

の付属資料 4で示したモデル〔搬出物：表面が均一に汚

染した円柱状金属(R 1.27m，L 2.5m)，作業形態：運搬

等，核種数：20核種〕

・IAEA TECDOC-144912)で示されたモデルを参考にし

た Munakata13)の評価〔搬出物：使用済み燃料キャスク

(R 2.3m，L 5.9m円筒)および小型輸送物(S 0.3m立方

体)，作業形態：輸送，核種数：356種類)〕

・Ogino andHattori14)が示したモデル〔搬出物：一般化

した形状(手で扱う物〔表面積 0.1m2〕，近傍で扱う物〔表

面積 1m2〕，遠隔で扱う物〔表面積 10m2〕)，作業形態：公

衆(成人，子ども)，核種数：20核種〕

これらのモデルのうち，国内の搬出物品の状況を踏ま

えて，Munakata モデル13)の｢小型輸送物｣，Ogino and

Hattori モデル14)の｢手で扱う物｣｢近傍で扱う物｣の 3

ケースに絞り，それらについてクリアランス線量規準相

当の年間 10Svの被ばくを与える表面汚染密度につい

て検討した。評価結果を表 1に示す。
60Co のクリアランス線量規準相当の表面汚染密度の

最小値は，いずれのモデルも外部被ばくが決定経路とな

り，それぞれ 3.1Bq/cm2，4.0Bq/cm2 で，対数丸めを行

いいずれも 10Bq/cm2 と評価された。また，137Cs の場

合には，Munakataモデル13)では経口摂取が決定経路で

8.5Bq/cm2，Ogino andHattoriモデル14)では外部被ばく

が決定経路で 15Bq/cm2で，対数丸めを行い 10Bq/cm2

と評価された。

この結果は，現行の物品持出基準(線を放出しない

核種について 4Bq/cm2)に相当する値である。このこと

から，現行の物品搬出については，クリアランス規準値

と比較しても，その取扱いに矛盾するものではないとし

ている。

(2)クリアランス規準に基づく正当性の検討

クリアランス規準には，線量的な規準の他に，規制管

理による正味の便益が期待できる観点でも設定されてい

る。

現行の物品搬出において規制管理を維持するとするな

らば，例えば全ての搬出物品について再使用状況の管理

を行うことが考えられる。しかしながら，国内の搬出物

品の状況を調べた結果からは，搬出物品は，ほとんどが

管理区域であっても汚染管理の徹底した作業環境からの

搬出であると言える。また，日常的に非常に多くの量の

物品が搬出されている。これらのことから，搬出物品の

すべてを搬出後も継続的に規制管理を行うことが，正味

の便益をもたらすとは考えられない。現行の物品搬出の

法令においても搬出後の物品の取扱いについての規制は

なく，それは搬出後の規制が正当化されないと判断され

たためと解釈できる。

以上の考え方に基づいて，2項に示したように計画搬

出ガイドラインが制定された。なお，検討に当たって特

に重要なポイントについては，例題とその回答という形

でガイドラインに付属して示されている。

本項に示したクリアランス規準の物品搬出との考え方の

比較は，クリアランスの適用に関する議論において，参

( 19 )日本原子力学会誌，Vol.61，No.7 (2019)
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表 1 搬出物品の表面汚染による線量評価結果

評価

対象

核種

表面汚染

線量評価モデル

クリアランス線量規準相当の

表面汚染密度(Bq/cm2) 評価対象物

外部被ばく 吸入摂取 経口摂取

60Co
Munakata13) 3.1 12,000 33 小型輸送物

Ogino and Hattori14) 4.0 2,100 33 手で扱う物，近傍で扱う物

137Cs
Munakata13) 11 1,800 8.5 小型輸送物

Ogino and Hattori14) 15 2,100 65 手で扱う物，近傍で扱う物
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考にしていただけるのではないかと考えている。

付記

本ガイドラインは，放射線防護標準化委員会内に設置

された管理システム作業会(山本英明(JAEA，主査)，服

部隆利(電中研)，荻野晴之(電中研)，薄井利英(JAEA)，

二ツ川章二(JRIA)，宗像雅広(JAEA)，所属はいずれも

当時)によって策定された。
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特集 クリアランスの現状と課題 4

IAEA 安全指針 RS-G-1.7 改訂の動向と主な論点

電力中央研究所 服部 隆利

IAEA(国際原子力機関)は，IAEA GSR Part3(BSS:国際基本安全基準)に新しい概念として

取込まれた｢緊急時，現存および計画の 3つの被ばく状況別の放射線防護｣に対応して，日本

のクリアランスレベルの引用元である安全指針RS-G-1.7｢除外，規制免除およびクリアラン

スの概念の適用｣の改訂を計画し，規制免除については DS499，クリアランスについては

DS500 として，それぞれ IAEAの RASSC(放射線安全基準委員会)およびWASSC(廃棄物安

全基準委員会)の主管の下でドラフト作成作業を開始した。本稿では，RS-G-1.7 のポイント

と 2018 年 2 月中旬および 6月初旬の 2回にわたって開催されたDS500 の作成のための専門

家会合において議論となった論点について紹介する。

KEYWORDS: Clearance, Exemption, Conditional Clearance, Surface Contamination

Ⅰ．はじめに

IAEA(国際原子力機関)の CSS(安全基準委員会)は，

2017 年 11 月，日本のクリアランスレベルの引用元であ

る安全指針 RS-G-1.7｢除外，規制免除およびクリアラン

スの概念の適用｣1)の改訂を開始するための 2 つの DPP

(文書準備計画書)を承認した。これらの DPP では，

IAEA GSR Part3(BSS:国際基本安全基準，2014)2)に新

しい概念として取込まれた｢緊急時，現存および計画の 3

つの被ばく状況別の放射線防護｣に対応して RS-G-1.7

を改訂することが計画され，規制免除については

DS499，クリアランスについてはDS500 として，それぞ

れ IAEA の RASSC(放射線安全基準委員会)および

WASSC(廃棄物安全基準委員会)の主管の下で，検討を

進めることが規定された。また，DS500 については，従

来の放射能濃度(Bq/g)の値に変更を加えず，新たに表

面汚染(Bq/cm2)の値を与えること，既存の無条件クリ

アランスレベル(再利用の方法，範囲等に制限を設けな

いクリアランスレベル)に加え，条件付クリアランスレ

ベル(クリアランス後の再利用等に一定の制限条件を課

したクリアランスレベル)を与えること，ならびに気体

や液体のクリアランスを扱うこと，が定められた。

このような背景のもと，IAEA は，DS500 について

は，2018 年 2 月中旬および 6月初旬の 2回にわたって改

訂ドラフト作成のための専門家会合を開催し，そのドラ

フトの準備を開始した。本稿では，RS-G-1.7 のポイン

トと専門家会合で議論となった論点について紹介する。

Ⅱ．安全指針RS-G-1.7 のポイント

RS-G-1.7 は，天然起源および人工起源の放射性核種

の両方に対して，大量の物質を規制除外，規制免除また

はクリアランスする際の｢放射能濃度値(Bq/g)｣を示す

ことを目的に 2004 年に策定され，2014 年に出版された

IAEA GSR Part3(BSS: 国際基本安全基準)にも取り入れ

られた。それらの放射能濃度値は，人工起源の放射性核

種の場合，全ての固体状物質を対象に，外部被ばく，ダ

スト吸入および経口摂取(直接および間接)を包含するよ

うに選定された典型的な被ばくシナリオの線量評価に基

づき算出された。なお，基準線量が 10Sv/yの場合は

現実的なパラメータ値が，基準線量が 1mSv/yの場合は

低確率なパラメータ値がその算出に用いられた。また，

皮膚被ばくの等価線量に対する基準線量については

50mSv/yが用いられた。

人工起源の放射性核種に対して算出された放射能濃度

値については，クリアランスレベルに適用可能とされ，

2005 年，我が国はクリアランスレベルとしてこの値を引

用してクリアランスを制度化するに至っている。なお，

RS-G-1.7 では，段階的なアプローチを採用し，その放射

能濃度値を数倍(例えば 10倍まで)超える場合であって

も，IAEA加盟国の国内の規制の枠組みによっては，規

制機関は規制要件を適用しないことを決定できるとして

いる。

Ⅲ．改訂のための主な論点

DS500 のドラフト作成のための専門家会合は，IAEA

本部において，2018 年 2 月 19〜23 日と 6月 4〜8 日に開

催された。改訂にあたっての主な論点は下記のとおりで

Current status of revision of IAEA safety guide RS-G-1.7 and

its main points in discussion：Takatoshi Hattori.

(2018 年 9 月 12 日 受理)
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ある。

・現存被ばく状況下でクリアランスをどのように位置

づけるか？

計画被ばく状況におけるクリアランスの線量基準：

10Sv/y(現実的な被ばくシナリオの時)

現存被ばく状況における参考レベル(1〜20mSv/y

の下方から選定)

・表面汚染に対する新しいクリアランスレベル

(Bq/cm2)はどのように規定するか？

クリアランスレベル(無条件)のように統一した値を

提示するのか？

表面とは？(土壌やコンクリートがら等の扱い)

重量濃度と表面密度の 2つの基準の適用方法は？

物品持ち出し基準との関係は？

・新しい条件付クリアランスレベル(Bq/g)はどのよ

うに規定するか？

クリアランスレベル(無条件)のように統一した値を

提示するのか？

・どのように過剰に保守的な評価を避けるか？

TECDOC 10003)における平均化の 10倍ルール

平均してクリアランスレベルを満足していれば，部

分的に平均値より 10倍高くても許容できる

クリアランス判断における測定と核種組成比の不確

実性の取扱い

日本原子力学会標準｢クリアランスの判断方法:

2005｣の考え方

IAEA Safety Report No. 67，ICRP Pub.104 の考え

方

Ⅳ．おわりに

次回の DS500 ドラフト作成に係る専門家会合は，

2019 年 1 月末，DS499 に係る専門家会合と同時に開催

する方向で調整されており，その後，専門家会合のほか

IAEA技術会合やWASSC会合等での審議を経て，2022

年 8 月の発行を目指して作業が進められる見込みであ

る。

本原稿は，ドラフトが完成する前段階で執筆してい

る。論点に対する詳細な内容を記すのを控えた点につい

てはご容赦願いたい。
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特集 クリアランスの現状と課題 5

福島第一原子力発電所における低線量がれきの限定的
な再利用の考え方

日本原子力研究開発機構 島田 太郎，三輪 一爾，武田 聖司

福島第一原子力発電所(以下，1Fという)敷地内に保管されている表面線量率 5Sv/h 未満

の汚染がれき類を資源化して敷地内に限定して再利用することが検討されている。1F 敷地

内のように放射線管理が実施されている現存被ばく状況において，汚染した資機材等の限定

的な再利用の考え方などが示された例はない。そこで，適切な安全規制のために，1F敷地内

での線量管理下の現存被ばく状況における再利用評価の考え方，1F 敷地内での運用されて

いる作業者および周辺公衆の安全確保策に応じためやす濃度算出の方法論を構築するととも

に，1F 敷地内での道路材およびコンクリート構造材に関して用途別の資源化物のめやす濃

度を試算して，とりまとめた。本報ではこの評価の方法について解説するとともに，1F敷地

内の限定的な再利用の評価の一例について紹介する。

KEYWORDS: Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, Restricted reuse, contaminated rubbles, Existing

exposure situation

Ⅰ．はじめに

福島第一原子力発電所(以下，1Fという)敷地内には，

事故時，あるいは，事故後の廃炉作業において発生した

汚染がれきが表面線量率で分類され，容器などに収納し

て固体廃棄物貯蔵庫，仮設保管設備などで保管されてい

る。今後固体廃棄物貯蔵庫を増設するなどして，覆土式

保管(表面線量率：1〜30mSv/h)，シート養生保管(0.1〜

1mSv/h)を解消する計画が示されている1)。表面線量率

0.1mSv/h 未満の汚染がれきは敷地内の屋外に集積され

て保管されており，このうち 5Sv/h 以上のがれきは屋

外集積を解消する計画となっている。一方，バックグラ

ウンドに相当する 5Sv/h 未満の汚染がれき(低線量が

れき)については，固体廃棄物貯蔵庫などへの収納は想

定しておらず，2030 年 3 月時点で 24.6 万 m3にまで到達

する見込みとなっているが，この汚染がれき類は今後素

材別に再利用・再使用方策を検討するとされている。適

切な再利用が可能となれば，今後 1F 敷地内に持ち込ま

れる資材量が抑制されて，将来的な放射性廃棄物の物量

低減が可能と考えられる。

著者らは，汚染がれき類の限定的な再利用の実施に対

する安全規制の整備のために，1F 敷地内での限定再利

用の安全性評価に関する研究を進めてきた2,3)。この中

で限定的な再利用を可能とするめやすの放射能濃度設定

と評価された放射性セシウムのめやす濃度の妥当性確認

の考え方を提案した。そして 1F 敷地内での道路および

コンクリート構造物基礎への再利用を想定し，再利用可

能な資源化物中の放射性セシウム濃度のめやす値を用途

別に試算するとともに，そのめやす濃度の妥当性を確認

した。本報ではこれらの考え方を解説するとともに，め

やす濃度の試算および妥当性確認の一例を紹介する。

Ⅱ．限定再利用の考え方

1．限定再利用可能なめやす濃度評価の考え方

1F は特定原子力施設に指定され，認可された実施計

画の下，廃炉作業が進められている。実施計画の中では

敷地内は現存被ばく状況として，放射線被ばくを合理的

に達成できる限り低減する方針であると述べられてい

る。また，1F 敷地全体が管理対象区域に設定されてお

り，敷地に立ち入る人員はすべて被ばく線量が管理され

ている。上記のような現存被ばく状況下において，限定

的な再利用に対する安全性を評価した例は国際的にもな

い。そこで，本検討では，現存被ばく状況である 1F 敷

地内の現存する放射線源に対して，限定再利用により追

加される放射線源を抑制することが必要と考え，現在の

敷地内の空間線量率の分布状況に影響を与えないことを

必要条件として，めやす濃度を設定することした。その

うえで，設定されるめやす濃度による限定的な再利用を

実施することによって廃止措置に向けた作業に影響を与

えないこと，および，周辺公衆への影響を抑制すること

Concept of restricted use of contaminated rubbles in the

Fukushima Daiichi NPS：Taro Shimada, Kazuji Miwa, Seiji

Takeda.

(2018年 11 月 7 日 受理)
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を確認することとした。すなわち 1F の空間線量率の現

状，1F敷地内における安全管理の現状を考慮して，限定

的な再利用の安全性を評価するものである。

めやす濃度の設定においては現存被ばく状況である現

状の 1F 敷地内の空間線量率分布に着目し，汚染がれき

から取り出された放射性物質を含む資源化物を，汚染さ

れていない資材の代わりに使用することによって上昇す

る空間線量率が，敷地サーベイでの線量率の低いほうと

することを必要条件とした。具体的には平成 30 年 1 月

の測定4)では，1F敷地内の空間線量率は原子炉建屋周辺

を除き多くの測定点で 1Sv/h程度であることから追加

の線量率を 1Sv/h と設定した。

建屋外で採取されたがれきの分析結果では Cs-137,

Cs-134, Sr-90, Co-60, H-3, C-14 が検出下限値を超えて

検出されているが，Co-60 濃度は Cs-137 に対して

0.01％以下，H-3 濃度はクリアランスレベル 100Bq/gよ

り 2桁程度低い5)。したがって，Co-60 および H-3 につ

いては評価対象核種から除外した。なお，C-14 はクリ

アランスレベル 1Bq/gを超えて検出されており，今後

検討が必要な核種である。めやす濃度対象核種は，空間

線量率上昇への寄与の大きいガンマ線放出核種である放

射性セシウム(Cs-134+Cs-137)とした。

2．評価されためやす濃度の妥当性の確認

次に，評価されためやす濃度での再利用によって 1F

敷地内で運用されている目標などに影響を与えないこと

を確認する必要がある。まず，一つ目は作業者の被ばく

線量の抑制であり，再利用を行うことによって受ける被

ばくによって，本来の廃炉作業に制限をかけてしまうよ

うなことがないようにすべきである。すなわち，5年間

で 100mSvかつ年間 50mSv を超えないという作業者被

ばく線量限度に対して，評価されためやす濃度で再利用

を行うことで受ける被ばく線量を 20mSv に対して 10％

の 2mSv を超えないことを条件とした。なお，このとき

の対象作業者は再利用されている状況での追加被ばく線

量として評価するものであるため，汚染がれきから資源

化物を取り出し道路あるいは建屋を建設する作業者につ

いては，再利用を行う作業が本来作業であることから，

妥当性確認の評価対象者からは除外した。

二つ目は，敷地境界における年間の線量評価値を

1mSv 以下に抑えるよう取り組みがされている。1F 敷

地内での行為による線源からの直接線，スカイシャイン

線，空気中放射能濃度の評価によって，敷地境界に滞在

する公衆が受ける線量として敷地境界上の 100 地点につ

いて，評価上年間 1mSv 以下を 2016 年 3 月に達成し

た6)。2018 年 3 月時点では最大地点の評価値は合計で

0.90mSv/yとなっている7)。そこで，めやす濃度で再利

用した際の敷地境界への直接線およびスカイシャイン線

による被ばく線量を加えても年間 1mSv を超えないこ

とを条件とした。

そして，三つ目に，また，地下水バイパスによってく

み上げた水を排水する水中放射能濃度についても，核種

別などの放射能濃度の運用目標値(Cs-137 および Cs-

134各 1Bq/L，全 5Bq/L, H-3 1,500Bq/L)を定めて，放

射能測定によって目標値以下であることを確認してい

る8)。そこで，めやす濃度で再利用した際の地下水への

核種の流入によっても，運用目標値を超えないことを条

件とした。なお，資源化物中の Sr-90 濃度は，試算され

ためやす濃度中の Cs-137濃度に対して 1％とした。

以上をまとめると，図 1に示すように，めやす濃度で

各用途へ適用する際に上記 3 つの観点から評価して，条

件を満足する適用条件などを把握して，算出されためや

す濃度の妥当性を確認することとした。

Ⅲ．資源化物の放射性セシウムめやす濃度の試算

表面線量率 5Sv/h 未満のがれきを処理して資源化物

として利用する際の用途は粗骨材の道路材への適用，金

属の遮蔽材への適用などが想定されるが，ここでは汚染

コンクリートがれきから取り出した資源化物を，道路お

よびコンクリート構造物基礎部に適用する場合について

放射性セシウム濃度を試算した例を紹介する。

道路の場合，道路幅 9m，長さ 100mを想定し，舗装材

あるいは路盤材として利用した場合の道路中央高さ 1m

の位置における線量率が 1Sv/h となるように，遮蔽計

算コード QAD-CGGP2Rを用いて，資源化物中の放射性

セシウムのめやす濃度を試算した。舗装厚さおよび路盤

厚さなどの評価条件および試算結果を表 1に示す。コン

クリート道路の路盤材として再利用する際の資源化物の

( 24 ) 日本原子力学会誌，Vol.61，No.7 (2019)

532

1m

1F

1F 1F

20mSv/y
10% 1mSv/y

Yes Yes Yes

No No No

Yes

1F 1μSv/h

図 1 めやす濃度評価と妥当性確認の評価フロー

表 1 用途別資源化物の放射性セシウムめやす濃度

再利用先 用途 舗装厚さ 路盤厚さ
めやす濃度

(Cs-134+Cs-137)

アスファルト

道路

路盤材 5cm 80cm 13,000Bq/kg

舗装材 20cm - 7,400 Bq/kg

コンクリート

道路

路盤材 15cm 80cm 100,000 Bq/kg

舗装材 30cm - 8,100 Bq/kg

コンクリート

構造物
基礎部

20cm 200cm
160,000 Bq/kg

床スラブ厚 基礎部厚
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めやす濃度は 10 万 Bq/kg，コンクリート構造物基礎部

に適用する場合では 16 万 Bq/kgとなった。

Ⅳ．試算しためやす濃度の妥当性確認

試算した用途別の放射性セシウム濃度が 1F 敷地内で

の現状の管理に影響を与えないことを評価する妥当性確

認の例を紹介する。図 1 に示した①〜③の妥当性確認の

各評価方法を以下に示す。

①作業者の追加の年間被ばく線量では，1F 敷地内の

廃止措置作業の中で再利用物に最も接近する可能性のあ

る作業者を想定し，道路上作業者および基礎直上に位置

する地下 2階での作業者を評価対象とした。外部被ばく

評価では，作業空間における作業者位置における線量率

を計算し，1F 敷地内での作業条件(年間作業時間 1,430

時間)を基に被ばく線量を求めた。道路表面の舗装材に

再利用した際は，舗装面の摩耗により発生する粉塵の吸

入による内部被ばく線量も評価した。

② 1F 敷地境界空間線量率への影響では，1F敷地内で

再利用された資源化物(道路，建造物)からの距離ごとの

直接線およびスカイシャイン線による空間線量率を

MCNP5 によって計算し，目標値 1mSv/yを満たすため

に必要な敷地境界からの離隔距離を評価した。このと

き，3. で試算した単一の道路に加えて，敷地内のある領

域に道路が集中して多く配置されることを想定して，

20％の占有率で道路が設置されるケースについても評価

した。

③ 1F 敷地内の地下水への核種漏洩の影響では，再利

用物に降雨または地下水が浸透することにより核種を含

んだ浸透水が帯水層へ流入し，核種が帯水層中を海洋側

へ移行することを想定した。海洋出口における地下水中

核種濃度が，東京電力が定める排水運用目標値 Cs-134:

1Bq/L，Cs-137: 1Bq/L，Sr-90: 5Bq/L以下となること

が必要となる。評価は 1F 敷地内に設置した再利用物

(道路，建造物)からの距離ごとの地下水中核種濃度を評

価し，運用目標値を満たすために必要な敷地境界(海洋

出口)からの離隔距離を評価した。核種の流出および帯

水層中の移行は分配平衡を仮定しており，帯水層中の核

種移行は JAEA が開発したクリアランスレベル評価

コード PASCLR2 を用いて評価した。

その結果，①では両用途の被ばく線量はともに 1.3

mSv/yとなり条件(20mSv/yの 10％以下)を満足した。

②は単一の道路へ再利用した場合は，敷地境界まで

15m 以上の離隔を確保すれば敷地内のどこにでも設置

することが可能であり，集中的に道路を設置するような

場合でも，図 2に示すように，敷地境界まで 90m以上の

離隔をとれば評価上最大の敷地境界線量(0.90mSv/y)を

考慮しても 1mSv/y以下を確保できることが確認でき

た。また，構造物基礎へ再利用した場合では敷地境界ま

で 1m確保すれば 1mSv/yであった。なお，設置する場

所により敷地境界線量評価値が異なり，今後の線量低減

対策によっても評価値が変動することから，再利用先選

定の際には，同様の方法で線量評価を見直す必要があ

る。

③は道路に使用した場合には，道路端においても地下

水中濃核種濃度は運用目標値を下回った。図 3に構造物

基礎に再利用した場合の構造物端からの距離(0, 1, 2,

5m)別における地下水中核種濃度の経時変化を示す。

Sr-90 濃度は離隔なしに全 の運用目標 5Bq/L以下と

なった。一方，Cs-137については道路端から 2mまでは

運用目標値 1Bq/Lを超える時間があるが，5m以上離隔

することにより最大で 1.1×10-7Bq/Lとなり，運用目標

値以下となった。なお，再利用による地下水濃度の上昇

は運用目標値すべて許容されるわけではなく，検出下限

値までの裕度分として見直される必要がある。

以上のように，①の評価からはめやす濃度を見直す必

要はないものの，②および③の妥当性確認のための評価

から，試算した用途別のめやす濃度での限定再利用を行

うためには上述のような離隔距離の必要性が示唆され

る。

Ⅴ．おわりに

東京電力福島第一原子力発電所における表面線量率

5Sv/h 未満のがれきの敷地内で用途を限定した再利用

を適切な安全規制の下で実施するため，作業者の被ばく

線量が管理された現存被ばく状況において構築した限定

再利用の考え方について解説するとともに，放射性セシ
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ウムめやす濃度の試算とその妥当性確認の一例を紹介し

た。

本報で紹介した用途で限定的な再利用を行うために

は，がれきから資源化物とするための処理施設を 1F 敷

地内で建設・運用するとともに，再利用先の技術基準を

満たす品質を確保する必要がある。また，資源化物の放

射能濃度は，もとの汚染がれきのホットスポットなど濃

度のばらつきの影響による不確かさを考慮して，放射能

測定・評価し，用途別に設定されためやす濃度以下であ

ることを確認する必要がある。核種組成比についても，

今回の検討では建屋外で採取されたがれきの分析結果に

基づいたが，再利用の対象となる表面線量率 5Sv/h 未

満のがれきについて分析を行い，設定することが必要と

考えられる。さらに，濃度確認した資源化物が指定され

た用途に適切に利用されていることの確認も必要とな

る。

今後こうした再利用の実現に向けた具体的な検討が行

われ，実施計画の変更認可を受けて，がれきの限定再利

用が適切に実施されることが期待される。

本検討は原子力規制委員会原子力規制庁｢平成 29年度

廃棄物の限定再利用に関する検討｣として実施したもの

である。
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解説

電力系統の安定運用のために

再生可能エネルギー大量導入時の基幹系統への影響

電力中央研究所 北内 義弘

電力系統の安定運用のためには，系統セキュリティの維持が重要である。本稿では，まず交

流送電と発電機および系統セキュリティを維持するために必要な三つの要素(周波数，電圧，系

統安定度)について概説し，大容量発電機の系統セキュリティへの貢献について述べる。さら

に大容量電源脱落時の周波数低下および再生可能エネルギー発電大量導入時の電力系統の系統

安定度に与える影響について，電力系統シミュレータを用いた試験結果について紹介する。

KEYWORDS: Bulk Power System, Synchronous Generator, Frequency Stability, Voltage Stability, Rotor Angle

Stability, Renewable Energy

Ⅰ．まえがき

太陽光発電(以下，PV)などの再生可能エネルギー(以

下，再エネ)の大量導入は，電力系統における配電系統か

ら基幹系統まで，その計画・運用・制御に様々な影響を

与えるため，数多くの技術課題が挙げられている。現

在，再エネ導入可能量は主に平常時の周波数を一定に保

つための需給バランスを考慮して決定されている。しか

しながら，多くの大規模停電は落雷などの自然災害によ

る基幹系統の事故により発生している。このため，再エ

ネ大量導入時の基幹系統の系統事故が電力系統の安定性

(周波数，電圧，系統安定度など)に与える影響の評価，

および安定性を保つための対策の開発が喫緊の課題と

なっている。

本稿では，まず交流送電と発電機および系統セキュリ

ティを維持するために必要な三つの要素(周波数，電圧，

系統安定度)について概説し，大容量発電機の系統セ

キュリティへの貢献について述べる。さらに，大容量電

源脱落時の周波数低下および再エネ大量導入時の電力系

統の系統安定度に与える影響について，電力系統シミュ

レータを用いた試験結果について紹介する。

Ⅱ．電力系統シミュレータの概要

電力系統シミュレータは，電力系統のミニチュア装置

であり，発電機，変圧器，送電線，PV用パワーコンディ

ショナ，PVパネル模擬電源，負荷設備，調相設備などの

小型のアナログ装置で構成されている。また，実際に回

転して発電する小形の発電機を 7台所有しており，総発

電機容量は 400kVA を超える(図 1，図 2)。さらに送電

線モデルで実際に地絡，つまり雷が送電線に落ちて，送

電線が一時的に使用できなくなる事故を模擬することが

可能である。

これまでに，本設備を用いた試験結果や知見を生か

し，主に電力広域的運営推進機関(OCCTO)や一般電気

事業者で日常的に使用されている当所が開発した系統解

Reliable Operation of Bulk Power System ; Impact on Bulk

Power System with Large-scale Penetration of Renewable

Energy：Yoshihiro Kitauchi.

(2018 年 12月 6日 受理)
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図 1 電力系統シミュレータの大容量原子力発電機模擬モデル

(100kVA×2 機)
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析ツールである電力系統解析プログラム(CPAT)用の数

値計算モデルを開発・改良してきた。なお，CPATは現

在，機能制限版(CPATFree)が無料で公開されている

(https://www.cpat.jp)。

Ⅲ．交流送電と発電機

直流は，図 3に示す乾電池と豆球のように，電圧の高

いところから低いところへ電流が流れる。一方，交流

は，発電機内部の磁石を回転させて，コイルを貫く磁界

を変化させることでコイルの端子に電圧が生じる現象

(ファラデーの電磁誘導の法則)を利用して発電してい

る。

商用の大容量発電機(以下，発電機)は，図 4に示すよ

うに回転する磁石のまわりに 120 度ずつずらしたコイル

が三つ設置されており，この中で磁石を 1秒間に 50 回

転させると，同図に示すように 50Hzの三相交流電圧が

発生する。原子力発電所の発電機は一般に磁石が 2 つ

(N 極が二つ，S 極が二つ)ある回転子を毎秒 25 回転

(50Hz)または毎秒 30 回転(60Hz)させている。送電線

を介して，この電圧を工場の同期電動機(以下，モータ)

に与えると，モータの中の磁石を回すことができる。

つまり，図 5に示すように発電機内部の磁石と工場の

モータ内部の磁石が，三相交流電圧・電流を介して結ば

れることにより，｢トルク｣の形で電力が伝えられる(送

電される)ことになる。たとえば，工場のモータのおも

りが無い場合(モータが空回りしている場合)は，発電機

の磁石とモータの磁石の N 極と S 極の接合部分はずれ

がない。モータのおもりが重くなるにつれて，両方の磁

石の間の角度のずれが大きくなり，これによってトルク

が伝えられることになる。このように交流では直流とは

大幅に異なるメカニズムにより送電されている。

なお，発電機は蒸気タービンや水車からの機械的なト

ルクを電気的なトルクへ変換するエネルギー変換装置で

ある。このため，発電機は入力される機械的なトルクと

出力される電気的なトルクが同じ大きさの場合に一定の

回転数，すなわち一定の周波数で運転が可能である。
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図 2 電力系統シミュレータの制御室

図 3 直流と交流の概念図

図 4 送電線を介して発電機から工場のモータへ電力を

送電するイメージ図

図 5 向かい合った磁石と伝達されるトルク
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Ⅳ．電力系統の安定運用に必要な三つの

条件

電力系統を安定に運用するために必要な条件として，

①周波数を一定に保つ，②電圧を一定に保つ，③系統安

定度を維持する，の三つが挙げられる。

図 6に示す交流送電の概念的模型を用いて，周波数，

電圧，系統安定度について説明する。

図 6の円盤と紐でできたカゴの左のハンドル部分が発

電機で，右側のおもりが工場のモータ負荷であり，これ

らが長距離送電線を介して接続されているというイメー

ジになっている。つまり，左側のハンドルを回すこと

で，左から右へトルクが伝わり，右側のおもりが巻き上

がっていく。実際には発電機の内部にある磁石と遠方に

ある工場のモータの内部の磁石が，磁石の力でつながっ

ていて，この磁石の力でできたカゴをねじって電力を伝

えるイメージとなる。ここで，紐の長さが｢送電距離と

変圧器｣を表す。また，紐が長くなると力が伝えにくく

なるため，遠方には電力を送りにくくなる。

1．電圧

このカゴの半径が｢電圧｣の大きさを表している。直流

の場合，電力は電圧が高い方から低い方へ送られるが，

交流の場合，送電端と受電端の電圧の大小には関係な

く，このカゴの｢ねじれ｣すなわち，｢トルク｣によって電

力が送られる。このため，交流の場合，電圧の低い方か

ら高い方へ電力を送ることが可能である。

この電力の事を正確には｢有効電力(Active Power)｣と

呼び，単位はワット(W)である。厳密には｢有効電力=

トルク×回転数｣であるが，平常時の周波数は一般電気

事業者により 50Hzまたは 60Hz ±0.2Hz以内に維持され

ており，カゴの回転数はほぼ一定であるとみなせるた

め，有効電力はほぼトルクを表していると考えてよい。

ここで，この電圧を支える力を｢無効電力(Reactive

Power)｣と呼び，単位はバール(var)で表す。この電圧

を支える無効電力は，文字通り｢無効｣ではなく，有効電

力を送電するために必ず必要となる電力である。実際に

は，送電線と地面の間にコンデンサを挿入すると無効電

力を発生して電圧が上がり，リアクトルすなわちコイル

を挿入すると電圧が下がる。つまり，コンデンサを挿入

すると無効電力が発生し，リアクトルを挿入すると無効

電力を消費することにより系統電圧を変更することがで

きる。また，(大容量)発電機は内部の電磁石の強さを調

整することにより無効電力出力を調整し，系統電圧を変

更することが可能である。

2．周波数

このカゴの回転数が｢周波数｣を表す。電力系統で消費

される有効電力の大きさ(ここではおもりの重さ)は時々

刻々変化するため，もし左側のハンドルを一定のトルク

で回しているとカゴの回転数，すなわち周波数が変動す

ることになる。このため，一般電気事業者は電力系統の

周波数を検出し，このハンドルを回す力(実際にはター

ビンへの蒸気量や水車への水量)，すなわち発電する有

効電力を時々刻々調整して，電力の消費量の合計と発電

量の合計を合わせることにより，周波数を一定に制御し

ている。

3．系統安定度

左側のハンドルを回して，左から右へ伝えるトルクを

増やしていくと，いずれこのカゴがねじ切れることにな

る。このため，この両端の円盤のねじれ角が 90 度まで

はトルク，すなわち有効電力を送電できるが，90 度以上

はこのカゴがねじ切れてしまい，有効電力を送電するこ

とができなくなる。この安定性のことを系統安定度(ま

たは単に｢安定度｣)という。

送電線に落雷が発生した場合，落雷した送電線は一時

的に電圧が低下し，電力を送電できなくなるため，発電

機が加速し，このカゴがねじ切れやすくなる。このた

め，落雷などにより送電線が一時的に使用できなくなる

場合も想定し，落雷などの系統事故時にもこのカゴがね

じ切れないように，平常時に送電できる最大の有効電力

の大きさに注意を払う必要がある。

また，より多くの有効電力を送電するためには系統事

故時にカゴの半径(電圧)が小さくならないように送電線

の中央部に無効電力を供給する装置を設置するか，送電

線を増強して紐を太くするか，両側の円盤の大きさ，つ

まり送電電圧を上げてこのカゴがねじれにくくする方法

がある。

Ⅴ．大容量発電機の電力系統の安定運用

への貢献

系統事故時の周波数，電圧，系統安定度を保つことを

｢系統セキュリティ｣と呼ぶ。ここでは，大容量発電機の

系統セキュリティへの貢献について説明する。
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図 6 交流送電の概念的模型
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1．周波数

大容量発電機は周波数に応じて，つまり発電機の軸の

回転速度に応じて蒸気タービンを回すための蒸気の量(ま

たは水車を回すための水の量)を制御することにより，有

効電力出力を調整することが可能である。これにより，

電力系統の周波数を一定に保つことに貢献している。

一方，発電機を駆動しているタービンには共振周波数

があるため，定格周波数よりおよそ-1.5Hz以下または

0.5Hz以上で回転数が維持されると，発電機のタービン

の振れ幅が増えて亀裂が生じたり，タービンが隔壁と接

触してタービンの羽根と隔壁を損傷したりする重大事故

を引き起こす恐れがある。このため，共振する恐れがあ

る回転数が継続した場合には，発電機を系統から解列

し，タービンを停止させて，電力機器を保護する必要が

ある。

発電機は水車やタービンなど慣性の大きなものと一緒

に回っているため，発電機とタービンを合わせて，大き

な慣性力(等価的に 10秒程度の時定数)を持っている。

この慣性力は，大地震発生時などの自然災害時に電力系

統の需給バランス(電力の発電量と消費量のバランス)が

大幅に崩れた場合，周波数が変化する速度に直接的に影

響するため，特に重要である。

2．系統安定度

また，慣性力は発電機の回転子の加速・減速を緩やか

にするため，系統安定度にも貢献している。さらに，電

力系統に接続されているすべての発電機は同期して同じ

速度で回ろうとする性質(この力を｢同期化力｣と呼ぶ)が

あり，周波数と系統安定度の維持に貢献している。

3．電圧

落雷などの系統事故時に一時的に電力系統の電圧が低

下する，いわゆる瞬時電圧低下が発生する。その場合で

も発電機は停止せずに運転継続し，さらに系統事故中お

よび事故後にも無効電力を出力し続けることにより系統

の電圧低下を抑制することができる。これにより，電圧

および系統安定度の維持に貢献している。

最後に，大容量発電機は大量な無効電力を瞬時に供給ま

たは吸収することにより，基幹系統の電圧調整が可能であ

るため，電圧および系統安定度の維持に貢献している。

以上のように大容量発電機は系統セキュリティに対し

て数々の貢献をしている。しかしながら，再エネ機器が

大量に導入された場合，その導入量が多くなると系統全

体の発電電力が余剰となり，大容量発電機を停止せざる

を得なくなる。その場合，これらの電力系統への貢献が

少なくなり，系統の安定運用が維持できなくなる恐れが

ある。表 1に大容量発電機の系統セキュリティへの貢献

についてまとめる。

Ⅵ．電力系統シミュレータにおける基本

的な試験結果

第 2章で概説した電力系統シミュレータにおいて実施

した基本的な試験およびその結果について以下に述べる。

1．大容量電源脱落時の周波数低下試験

大規模な地震発生時などに大容量発電機が突然脱落

(停止)することがありうる。総需要に対する脱落する電

源の割合が系統の周波数に与える影響を把握するための

試験を電力系統シミュレータにおいて実施した。図 7に

示す試験系統において，総需要(抵抗負荷)は 50kWであ

る。また，左側の発電機と右側の｢脱落させる電源｣の出

力の合計も 50kWであり，これにより周波数が 50Hzに

維持されている。この状態から図中の遮断器を開放する

ことにより，右側の電源を脱落させる。なお左側の発電

機には，発電機の回転数(周波数)が下がった場合に発電

機出力を増加させる調速機(ガバナ)が装備されており，

系統の総需要の 6％が失われた時に系統の周波数が 1Hz

低下する特性(系統特性が 6％MW/Hz)になるように設

定されている。

試験結果を図 8に示す。脱落させる電源の大きさに

よって周波数低下後の落ち着き先が異なることがわか

る。なお，周波数が低下する速度は，発電機と発電機を

回している原動機の持つ慣性力(時定数は約 8秒)により

決まるものであるため，太陽光発電などの｢発電機＋

タービン｣ではない電源の割合が増加した場合，この周
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表 1 大容量発電機の系統セキュリティへの貢献

図 7 大規模電源脱落時の周波数低下試験系統図
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波数の低下速度はより速くなる。

今回の試験系統には設置していないが，実系統におい

ては周波数低下が一定時間以上継続した場合，自動的に

発電機や需要を系統から自動的に切り離す，周波数低下

リレー(UFR)が備えられており，電力機器の保護や連鎖

的な周波数低下の防止が期待できる。しかしながら，脱

落する電源の容量が大きくなると，連鎖的な周波数低下

を防げない恐れもある。

2．PV 大量導入時の基幹系統の系統安定度への

基本的な影響の確認試験1)

系統事故時の挙動が従来の大容量発電機と異なる PV

が大量導入された場合の基本的な影響を電力系統シミュ

レータにおいて試験的に確認した(図 9)。本試験系統で

は，左側の発電機 1から右方向へ長距離送電線を介して

電力が送電されている。系統擾乱として中間母線に隣接

する遮断器 CB1 を開放して送電線を 1 回線開放する場

合に，｢中間母線(母線 2)に出力 20kWの発電機 2 が連

系され，PVが連系されていないケース｣と｢下位系統に

出力 20kWの PVが連系され，20kWの発電機 2を停止

させたケース｣の 2ケースについて，発電機 1 から安定

に送電できる有効電力の大きさを求めた。

送電線 1 回線開放時に，発電機 2 が連系されている

ケースでは，AVR(自動電圧調整器)と呼ばれる発電機

の端子電圧を一定に制御する機能により発電機 2から出

力される無効電力が増加し，中間母線の電圧が高めに維

持される。一方，PV が連系されるケースでは発電機 2

が連系されていないために中間母線の電圧が低下し，図

6で示したカゴのねじれ角が大きくなり，安定に送電で

きる有効電力が低下する。

この結果，発電機 2 を連系したケースでは，発電機 1

から安定に送電可能な電力が 84kWであったが，PVを

連系し，発電機 2を停止させたケースでは発電機 1から

55kWまでしか安定に送電できず，安定に送電できる電

力が 2/3 程度に減少することがわかった。

ここで PVから積極的に無効電力を出力することも考

えられるが，下位系統に接続されている PVの電圧は高

めになる傾向があるため，これ以上電圧を上げることが

難しいこと，また仮に PVから無効電力を出力しても途

中の変圧器や送電線で消費されてしまい，275kV 模擬送

電線まではそのほとんどが届かないことから，PVから

無効電力を出力して基幹系統の電圧を支えることは難し

いことが分かっている。

このことは，基幹系統の安定運用のためには基幹系統

に大容量発電機が必要であるということを示している。

ただし，実際の電力系統には多数の発電機が連系されて

いるため，この試験条件は，発電機とPVの系統安定度へ

の影響の違いが極端に出やすい。より一般的な再エネの

系統安定度への影響については文献 2)を参照されたい。
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図 8 大規模電源脱落時の周波数低下試験結果

図 9 電力系統シミュレータにおける試験系統1)

図 10 発電機 2と太陽光発電(PV)の置き換えによる

系統安定度への影響1)
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パンドラの箱はとっくに開いている

フリージャーナリスト 井内 千穂

環境問題から切り込んで物議を醸した原発ドキュメンタリー『パンドラの約束』(2013 年制作)の出演

者の一人マイケル・シェレンバーガー氏が，4月に東京で開催された第 52 回原産年次大会に登壇し警鐘

を鳴らした。｢核武装に値するほどの状況に対してもアメリカに守ってもらえるという幻想を抱いたま

ま無防備な日本の現状は，『安全神話』を信じる地域住民の不安感を怖れて津波対策を講じなかった東京

電力と福島第一原発の事故前の状況と同じではないか｣と。

2000 年代から気候変動問題に取り組み再生可能エネルギーを推進してきた彼が，世界有数の原子力支

持の環境保護活動家に変貌したのはなぜか？ ｢10 年にわたる再エネ推進で直面した現実の中で徐々に

考えが変わった｣と記者会見の席で語った彼のメッセージは，｢現実を見よ｣ということに尽きる。

全体への講演では触れなかった放射性廃棄物の問題についても，目から鱗の逆説的現実論を展開し

た。曰く，放射性廃棄物こそは，原子力が最善の発電方法である理由だ。なぜなら，それは完全に封じ

込められ，誰も傷つけず，量的にも非常に少ない。しかるに，メディアも一般市民も政府も産業界も，

放射性廃棄物をどこに埋めるかという話に囚われ続けている。日本に限らない。放射性廃棄物は｢悪霊｣

呼ばわりで，地層処分は｢埋葬の儀式｣のようだ。この悪霊をもう一度パンドラの箱に戻して押し込んで

おきたいという欲求だと。放射性廃棄物の最終処分場をめぐる現状認識さえも揺さぶられた。

原子力は既にこの世に存在し強大な力を持つテクノロジーである。なくなれば世界は良くなるのか？

恐怖心の克服という悪霊退治のためには核兵器を含めた｢タブーなき議論｣が必要であるというシェレン

バーガー氏の爆弾発言はショッキングだが，それはパンドラの箱に残った希望なのかもしれない。

ウラン探鉱とスロバキア
コメニウス大学

医学部英語コース
妹尾 優希

スロバキアよりこんにちは。IEAのレポート｢Slovak Republic Review 2018｣によると，2017年の原

子力による発電の割合は約 60％以上を占め，バイオ燃料が約 20％を占めています。その他に資源価値

のあるエネルギー源は，西カルパティア山脈周辺のバンスカー・ビストリツァ地方で採炭されている，

エネルギー効率が低い褐炭があげられます。

近年では，1990 年頃に，スロバキア東部に位置するコシツェ地方のヤホドナ市でウラン鉱山が確認さ

れました。この鉱山発掘は，各国のウラン鉱山開発の注目を集め，2005 年頃からカナダの European

Uranium Resources Ltd. との共同での探鉱が計画されました。しかし，探鉱計画地周辺の住民の反対は

強く，2009年にはスロバキアの環境活動保護関連の活動で，歴代最大の署名数を集めています。これを

受けて，ヤホドナ探鉱開発は国会で再検討され，一度は開発計画が続行されるも，その後の 2013 年に，

自治体に開発進行可否の権限を与える｢放射性鉱物の発掘調査の決議に関する法律｣を制定しています。

その翌年からは，ウラン探鉱は周辺の住民投票で承認されない限り禁止され，2018年 2月にヤホドナ市

の鉱山開発計画は最高裁判所によって否決されました。

この法律改定ですが，実際には住民の署名運動より，ウランの市場価格が大きく影響している事が考

えられます。カナダのウラン探鉱会社との共同開発が発案された，2005 年頃から上がり始めたウラン市

場価格は，その後，2007年にピークを迎えた後，徐々に下がり，2013 年には 2007年の市場価格の約 1/4

となっています。住民や環境活動保護団体による訴えが，国民の意見を取り入れた法律制定に繋がった

との報道もありましたが，必ずしも事実ではない事が伺えます。
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安くなるのかもしれないけれど……

児童文学作家 野間 美智子

電車に乗りながら，なんともなしに中吊り広告を，もとい，車内映像を眺めていると，人気のあるタ

レントがポップな振り付けで｢まだエネルギー，まとめてないの？｣と呼びかける姿が流れている。

｢うーむ｣と思いながら視線を上げると，今度は網棚の上に位置する別の会社の広告が｢エネルギーを

オール電化にするととってもお得｣と，これまたポップな色使いのポスターで目を引く。でも，やっぱり

｢うーむ｣と思ってしまうのである。

確かに，エネルギーを一つの会社にまとめてしまえば，料金は安くなるかもしれない。しかしそれこ

そ，3.11 の教訓が生かせていないような気がして，私は躊躇してしまう。電気やガス，水道のようなイ

ンフラは一つにまとめてしまうと，その会社が災害などで復旧不可能になった場合，なすすべなく過ご

さなくてはならなくなる。｢ガスは通るけど電気はまだ｣という状態であれば，とりあえずガスは使え

る。逆もしかり。オール電化になることで火の消し忘れを防げたり，ガス料金がまとまることで払い忘

れを防いだりできるのは，確かに魅力的だと思う。反面，インフラや社会サービスが利益重視になった

ことで，ずさんになったことも増えたのかもしれないな，とも思う。何事も一つのことに依存すると，

ろくな事が無いというのは，これまでの経験上，感じることだったりするし。選択肢が増えるのはいい

ことだけれど……いろんなケースを考えて，賢い消費者でいられたら，と思う。

過去を責めず，未来に臨む

フリーライター 服部 美咲

スギ花粉症に悩む国民は，人口の約 2割に上る。かつてスギ材は，日本の戦後復興を支えるため急速

に需要を増し，植林された。今やこのスギが，アレルギー源となる花粉を散らす。医療費の上昇や生産

力低下を招き，毎年植替えなどの対策にも予算が割かれている。フェーズが変わればニーズも変わる。

ニーズにあわせた柔軟な政策転換は，国民の健康な生活の保持に肝要である。

がんのスクリーニング検査は，利益と害とを比較し，利益が上回れば推奨される。甲状腺の超音波ス

クリーニング検査(以下甲状腺検査)は｢利益より害が大きい｣と判断され，国際的にも本邦でも一般に推

奨されていない。ただ，チェルノブイリ原発事故後の周辺地域で小児の甲状腺がんが増加したことか

ら，原子力災害後の甲状腺検査の是非には議論があった。結果，WHOの外部組織 IARC(国際がん研究

機関)は 2018年，原子力災害後であっても甲状腺検査を推奨しないと勧告するに至った。

福島では，東京電力福島第一原発事故後，甲状腺検査が継続されている。原発事故当時，子供たちの

健康と家族の不安に向き合い，開始に踏み切った検査だった。しかし，子供の初期被ばく線量が十分に

低かったことなど新たな知見も積まれ，国際的にも甲状腺検査非推奨の勧告がされた。かつての選択が

正しかったことと，その選択を修正することは両立する。福島の住民の健康な生活を保持するため，過

去の選択を悔いるのではなく，未来に臨むしなやかさを願う。
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粛々と働くだけでは，状況は変えられない

アジア太平洋エネルギー研究センター 渡辺 凜

3 月号で，｢これまでを振り返り，今後を展望する｣と題して業界内外の先生方の論考が並んだ。｢自主

的にイノベーティブな技術開発に取り組む｣｢より社会に開かれた意思決定を行う｣｢透明性の向上｣―ど

れもそのとおりだが，読み進めるに連れ，物足りなさと同時に胃もたれを感じた。こんなフレーズはも

う聞き飽きている。では，どうしたら良いのか。

一つには，今までやってきたことを本気で疑うことが有用だと思う。日本で今まで安全対策として進

めてきたことは，本当に原子力発電をより安全にしているのか。周辺住民を巻き込んだ大惨事を起こり

にくくすることに寄与しているだろうか。

日本の原子力発電所は今，誰に益をもたらしているか。存在することを望ましく思っている人はいる

のか。今後，発電以外の用途を含め，原子力にしか果たせない役割があるだろうか。その役割を経済的，

社会的な合理性を備えたやり方で果たしうるか。

原子力利用に関して，どのような意思決定を行う必要がこれから生じるか。事業者，規制主体，国民，

それぞれどのようにその意思決定に関わることになるか。判断するための材料はあるのか。それらの決

定は，どのような疑惑を巻き起こすだろうか。その疑惑は否定できるのか，できるとすればどのような

情報を用意すべきか。

偉い先生に口酸っぱく正論を言われることに辟易しているならば(していないとすれば，それこそ問

題だが)，原子力利用を推進したいと思っている側から，よりラディカルな議論を発信するほかない。

宇宙のロマン

NPO あいんしゅたいん 坂東 昌子

｢お星さまの話はどうかね｣，日本初のノーベル賞を背景に創設された基礎物理学研究所で武谷三男・

早川幸男を前にしてそういったのは湯川秀樹だった。林忠四郎にとって決定的な転機となったのは，こ

の基研の長期研究会｢天体核現象｣だった。地上の核融合と星の進化をつなぐ課題の戦略は，｢やる時は

徹底的に基礎から始める｣だった。林は素粒子論専攻で，南部陽一郎と同級だった。大学院生のころ，ガ

モフのビッグバンにつながる論文(PRL，ʼ41)に興味を持っていた。遡れば，宇宙の起源の探求はハッブ

ルの法則から始まった。彼は米国で大学卒業後，英国オックスフォード大学で法学の修士号をとり法律

の仕事をしていたが，天文学への思いが抑えきれずシカゴ大学で天文学の博士号を取得，ウィルソン天

文台に職を得た。1929年，ヒューメイソンと｢ハッブルの法則｣を発見した。ハッブルの法則は，宇宙が

膨張している証拠の一つだが，科学者の合意を得るには 1964 年のペンジアスとウィルソンによる宇宙

背景輻射の確認まで待たねばならなかった。しかし，ガモフをはじめ，この段階ですでに様々な考察を

していた。こうした物理学者たちの息吹は，1946年にソルベィ会議に出かけた湯川秀樹に刺激を与えた

のだ。原子核素粒子物理学と強く連携し，宇宙の謎に迫る天体核物理という新分野誕生だった。SFの

世界だった宇宙の創成期がビッグバン宇宙論となり，星の形成・進化と素粒子原子核理論というミクロ

とマクロがしっかりつながった。まさに日本の誇る新分野創生である。ちなみにヒューメイソンは天文

台の職員だったが観測技術の腕を認められハッブルの助手になった。ファラディもそうだが，庶民が得

た科学者になる機会には感銘を受ける。
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解説シリーズ

最先端の研究開発 量子科学技術研究開発機構

第 5回 核融合エネルギーの実用化に向けた

研究開発の進展(その 1)

量子科学技術研究開発機構 竹永 秀信，他

量研における核融合エネルギーの実用化に向けた研究開発の進展について，ITER 計画およ

び幅広いアプローチ活動を中心にシリーズ第 5回および第 6回にて解説する。第 5回では，発

電実証を行う原型炉の研究開発戦略について述べた後，大型国際研究協力プロジェクトである

ITER 計画について，量研が製作を担当する超伝導コイル，中性粒子入射加熱装置および高周

波加熱装置の開発状況とともに，ITER を用いて試験を行うテストブランケットモジュール試

験計画を紹介する。

KEYWORDS: Fusion Energy, ITER, BA, DEMO, Superconducting coil, NBI, ECH&CD, TBM

Ⅰ．原型炉研究開発戦略

太陽の輝きの源である核融合エネルギーを，地上で実

現するための研究開発を進めている。この�地上の太

陽�では，重水素とトリチウムが融合して，ヘリウムと

中性子に変わる DT 反応の際に放出されるエネルギー

を利用する。燃料資源(重水素および中性子を当ててト

リチウムを作るリチウム)が海水中に豊富に存在するこ

と，安全性に優れていること，二酸化炭素や高レベル放

射性廃棄物が発生しないことなどから，将来のエネル

ギー源の有力な候補とされている。核融合反応を起こす

ためには，燃料を 1億度以上の超高温プラズマ状態にす

る必要があり，磁場の力でプラズマを閉じ込めて効率的

に加熱する。これまで，日本原子力研究所(当時)の

JT-60 において，イオン温度 5.2 億度およびエネルギー

増倍率 1.25(DT換算値)を達成している。

我が国の核融合エネルギー研究開発の戦略は，文部科

学省 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 核融

合科学技術委員会および同委員会の下に設置された原型

炉開発総合戦略タスクフォースにて議論されており，平

成 29 年 12 月 18 日には，｢核融合原型炉研究開発の推進

に向けて｣1)が取りまとめられている。そこでは，今世紀

中葉に実用化の目処を得ることを目指し，科学的・技術

的実現性を実証する実験炉の段階から，技術的実証・経

済的実現性を実証する原型炉(DEMO)の段階へ移行す

るための戦略が示されている。原型炉に求められる基本

概念として，数十万 kWを超える定常かつ安定した電気

出力，実用に供し得る稼働率，燃料の自己充足性を満足

する総合的なトリチウム増殖を実現することとしてい

る。原型炉段階への移行判断は，国際協力で建設を進め

ている実験炉 ITER の核融合運転(核融合出力 50 万

kW，エネルギー増倍率 10)が見込まれる 2030 年代に行

うことになっており，それまでに，2回の中間チェック

アンドレビューを実施することになっている。1 回目

は，日欧による幅広いアプローチ(BA)活動で建設中の

JT-60SA(JT-60 後継機である先進超伝導トカマク装

置)が運転を開始する 2020 年頃，2 回目は ITER の

ファーストプラズマが予定される 2025 年から数年以内

となっている。さらに，核融合に対する国民の信頼が得

られ，選択され得るエネルギー源とするためには，アウ

トリーチ活動をはじめとした社会連携活動を戦略的に推

進することが必要であると述べられている。原型炉に向

けた技術課題に対しては，アクションプラン1)が策定さ

れており，全日本的にこのアクションプランに沿った研

究開発を推進していく体制を整えつつある。平成 30 年

Progress on Research and Development towards realization of

Fusion Energy：Hidenobu Takenaga, Yoshihiko Nunoya, Mio

Nakamoto, Junichi Hiratsuka, Ryosuke Ikeda, Takumi

Hayashi, Yoshinori Kawamura.

(2019 年 2 月 28 日 受理)

( 35 )日本原子力学会誌，Vol.61，No.7 (2019)
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7月 24日には，原型炉に向けた戦略をわかりやすく示す

ために，｢原型炉研究開発ロードマップについて(一次ま

とめ)｣1)がまとめられている。また，長期にわたる核融

合エネルギー研究開発には，人材育成が極めて重要であ

り，平成 30 年 3月 28 日には，｢核融合エネルギー開発の

推進に向けた人材の育成・確保について｣1)がまとめられ

ている。

量研は，文部科学大臣から ITER計画における国内機

関および BA活動における実施機関の指定を受けて，大

型国際研究協力プロジェクトである ITER計画および同

計画を支援・補完するために日欧協力で行う BA活動を

実施している。これらの活動により，我が国における核

融合エネルギーの実用化に向けた研究開発を，大学等や

産業界の協力を得つつ，主体的に推進している。

Ⅱ．ITER計画

ITER 計画は，日，欧，米，露，中，韓，印が参加し，

核融合実験炉 ITERの建設・運転を通じて，核融合エネ

ルギーの科学的・技術的実現可能性の実証を目的とし

た，大型国際研究協力プロジェクトである。2007年に

ITER協定が発効し，現在フランスのサン・ポール・レ・

デュランスの建設サイトでの ITER機構の建設作業と参

加極内での機器の製作活動が本格化している。量研は文

部科学大臣から国内機関(JADA)としての指定を受け

て，国際協定に基づき日本で分担する機器の製作を行っ

ている。日本は，超伝導導体，超伝導コイル，中性粒子

入射加熱装置，高周波加熱装置，ブランケット遠隔保守

装置，ダイバータターゲット，計測装置，トリチウム除

去設備の製作を担当している。

トロイダル磁場(TF)コイル用および中心ソレノイド

(CS)コイル用ニオブ・スズ製の超伝導導体については，

それぞれ 2015 年および 2018 年に製作を完了している。

全部で 9機製作担当する TFコイルの製作では，1機目

の超伝導コイル巻線部の製作が完了し，コイル全体を支

える巨大な構造物(コイル容器)と一体化する作業を行っ

ている。中性粒子入射加熱装置については，実機に先駆

け建設する実機試験施設用に日本が製作する高電圧電源

機器の製作を終え，建設サイトへの据付後の試験検査を

行っている。高周波加熱装置の製作では，全部で 8機製

作担当するマイクロ波を発生する真空管ジャイロトロン

の 1 号機と 2 号機の製作を終え，1 号機については，

ITER機構の要求性能を満足することを確認する完成監

査に合格し，ITERサイトに輸送できる状態となった。

その他の分担機器についても，設計と製作を進めてお

り，それぞれ国際的に定められた期日までに ITERサイ

トに納入を予定している。参加極で製作された機器は，

ITER機構が全体を統合し，据付け組立を行う。2025 年

から運転を開始するが，その後も段階的に機器の組上げ・

調整を重ね，2035 年から重水素とトリチウムを用いた核

融合エネルギーの実証を目的とした運転を予定している。

ここでは，開発製作が進んでいる，TFコイル，中性粒

子入射加熱装置および高周波加熱装置についてトピック

として取り上げ，その開発状況を紹介する。

また，ITER を用いて増殖ブランケットの科学技術的

成立性を実証するテストブランケットモジュール

(TBM)試験計画について，設計や機器開発が進んでお

り，その状況についても紹介する。

1．ITER トロイダル磁場コイルの開発

量研は，TFコイル全 19機のうち 9機の調達および全

19機のコイル容器の調達を担当している。10機のコイ

ル容器は TFコイル 10 機を担当する欧州に納入する。

ひとつのTFコイルは高さ 16m，幅 11m，重量 300 トン

の世界最大のニオブ・スズ超伝導コイルであり，その構

造を図 1に示す2)。

巻線部(WP)は D型の形状の 7つのダブル・パンケー

キ(DP)から構成される。それぞれの DPの製作は，1)

導体の巻線作業，2)冷媒入口配管の取付けと導体端部の

電気的接続部(ジョイント)の取付け，3)導体の熱処理作

業，4)ラジアル・プレート(RP)製作，5)導体のRP 溝へ

のトランスファ作業，6)導体絶縁作業，7)カバー・プ

レート(CP)溶接作業，8)DP 絶縁および含浸作業の順に

進められる。完成したDPを 7 枚積み重ねて対地絶縁を

施すことでWPを成型する。さらに，ジョイント接続，

冷媒配管組立および計測線の取付けを行うことでターミ

ナル部組立を完了し，完成検査を終えたところでWPが

完成する。1機目のWPの完成検査では，110 トンにも

及ぶWPを全体の平均温度のばらつきを 50K以内に収

めながら 80Kまで冷却し，冷却前後でヘリウム漏洩検

査を行い，漏洩がないことを確認した。冷却後の常温で

の電気試験をすべて完了したところで完成検査完了およ

びWP完成となった。

コイル容器は，ITER 中心側のインボード側の容器

(AU)およびその蓋(AP)，外側のアウトボード側の容器

(BU)およびその蓋(BP)の 4 個のサブ・アッセンブリか

ら構成される。各部品の長さは最大 16.5m，4 個のサ

ブ・アッセンブリの総重量は約 200 トンにも及ぶ3)。そ

れぞれのサブ・アッセンブリの製作は，1)メインボディ

( 36 ) 日本原子力学会誌，Vol.61，No.7 (2019)
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図 1 TFコイルの構造
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の製作，2)付属部品の製作，3)ベーシック・セグメント

の製作(メインボディと付属部品の溶接作業)，4)ベー

シック・セグメント同士の溶接作業，5)最終機械加工，

6)冷却配管埋設作業，7)仮組検査の順に進められる。

巻線部は 2機がターミナル組立までを完了しており，

DPの製作は，既に量産化している。コイル容器につい

ても欧州分 3 機と日本分 2機を完成させた。

完成したコイル容器とWPを一体化させることでTF

コイル完成となる。日本ではその一体化作業を AUの

背板を下に，BUの背板を上にした縦置きで実施する。

一体化作業は，1)AUの設置，2)WPの AU内への挿入，

3)BUの設置および AU-BU 間の溶接，4)WPの傾き調

整，5)AP，BPのはめ込みと AU，BUへの溶接(封止溶

接)，6)コイル容器とWPの隙間の含浸，7)最終機械加

工，8)最終検査の順に進められる。

AU-BU 間の溶接では ITER機構が求める溶接品質を

担保するために，コイル容器の赤道面から規定される寸

法約 6.6mに対して，1mmの精度で開先を合わせて組み

立てる必要がある。また，封止溶接でもコイル容器のサ

ブ・アッセンブリ同士を全長 16.5m の開先にわたり，

1mm程度の精度で組み合わせる必要がある。そのため，

サブ・アッセンブリ製作の最終ステップに仮組検査が実

施されており，完了済みの日本分コイル容器 1機目の仮

組検査においては，要求精度を満たして組み合わせるこ

とに成功している。また，欧州分では一体化作業を横置

き(AUおよび BUの側面を下にして設置)で行うため，

仮組検査も横置きで実施しており，欧州分コイル容器 2

機が仮組検査を完了している。

TF コイルの機能を担保するうえで必要な精度とし

て，TFコイル内の電流中心位置に対し，インボード側

で 2.6mm，アウトボード側ではトロイダル方向に±

3mmという厳しい要求が設けられている。また，一体

化含浸において，樹脂の注入可能なWPとコイル容器の

隙間 4mmを確保する必要がある。これまでの試作の結

果から，AU-BU 間の溶接や封止溶接による変形を予測

し，1号機目のWP，AUおよび BUの寸法測定結果か

ら，一体化作業後の電流中心位置および含浸隙間の事前

評価を行った結果，最終的なTFコイルの電流中心位置

を要求値に収めながら，全域で含浸隙間 4mmを確保す

ることが可能であることが分かっている(図 2)。この結

果はこれまでの試作や製作で得た知識と技術を集結させ

た大きな成果であると言える。この評価結果を反映し，

産業界と協力のもと，一体化作業を実現していく。

2．ITER 中性粒子入射加熱装置用高電圧機器の

開発

ITER プラズマの加熱・電流駆動の主要機器である中

性粒子入射加熱装置(Neutral beam injector: NBI)では，

エネルギー 1MeV，電流 40Aの負イオンビームを 3,600

秒間連続出力し，中性化して ITERプラズマ中に入射す

る。これは従来の NBI 装置に比べエネルギー 2 倍，電

流 2 倍，連続運転時間は 360 倍にもなる超高性能な要求

値であるため，実機に先立ち，実機と同一性能の NB実

機試験施設(NBTF)を建設し性能実証試験を行うための

機器の準備が進んでいる。日本は，この超高性能負イオ

ンビームの生成に必要な直流 1MV高電圧電源機器の調

達を担当し，機器製作，据付，現地試験を実施してき

た4〜6)。ここでは，機器開発の要となった高電圧絶縁技

術の開発および最新状況について報告する。

図 3にこの高電圧電源機器の全体図を示す。直流発生

( 37 )日本原子力学会誌，Vol.61，No.7 (2019)
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図 2 日本分 1号機の含浸隙間評価結果

図 3 直流 1MV高電圧電源機器 全体図
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器(DCG)は昇圧変圧器と整流器から構成され，直流 0.2

MV を出力するもので，これを 5 つ直列に繋ぐことで

0.2，0.4，0.6，0.8 および 1MVの 5種の電圧を発生する。

この 5種の電圧は直流フィルターコンデンサ(DCF)で平

滑化され，送電管を通って負イオンビーム源まで送電さ

れる。負イオンビーム源は 1MVの高電位から接地電位

に向けてビームを加速する構造であるため，負イオンの

生成・引出用電源は 1MV 電位上の高電位デッキ 1

(HVD1)内に設置される。この電源に 6.6kVの交流電源

を供給するため 1MVの絶縁変圧器が必要となる。

従来の技術では，直径約 1m，高さ約 5mの碍子製コン

デンサーブッシングを用いた JT-60U用の絶縁変圧器が

実現していたが，0.5MV，10秒間の出力が限界であっ

た。これと同様の構造で 1MV，3,600秒の絶縁を行うた

めには直径約 2m，高さ約 10mのこれまでにない大型セ

ラミックを用いたコンデンサーブッシングの開発が必要

となり，開発期間およびコストの面で困難が予想され

た。そこで，小型の碍子製コンデンサーブッシングに繊

維強化プラスチック(Fiber-Reinforced Plastics，FRP)

絶縁円筒を被せた碍子/FRPの 2重複合型ブッシングを

考案，開発した。FRPを被せた内側には絶縁ガスである

六フッ化硫黄(SF6)ガスを充填し，コンデンサーブッシ

ングで油-ガス絶縁，FRP 絶縁円筒でガス-大気絶縁を行

う 2段構造とすることで，必要な碍子製コンデンサー

ブッシングのサイズを直径 1m以下，高さ 4m以下に，

重量を 1/10程度に低減し，コストを大幅に抑えた。

さらに，DCG，HVD1 からの高電圧電力導体を負イオ

ンビーム源まで送電する 1MV送電管を開発した。この

送電管は電源のある屋外から建屋を貫通し，0.2〜1MV

の 5つの電位の電力導体を 100m先の負イオンビーム源

まで送電する必要がある。電位の異なる 5つの電力導体

を大気中で送電し，建屋を貫通させる場合，絶縁距離の

観点から送電管の直径は 10m程度必要となる。さらに，

100mの長距離において熱伸びや地震により約 40mmの

変位が見込まれ，導体破損や絶縁劣化が危惧された。そ

こで，SF6絶縁ガスを封入した一つの送電管内に，5つの

電力導体を収め，各電力導体の電界が一様になるよう配

置を工夫し，送電管の小型化を図った。さらに，熱伸び

や地震による変位に対応するため全長 100m の導体を

2m毎に分割して碍子で固定し，伸びや変位を吸収でき，

かつ導電性の高いソケットで接続した。また，変位吸収

ベローズ配管を適用し，送電管の支持脚にスライド機構

を設けた。これらの技術開発により，送電管の直径を約

2mにまで縮小し，熱伸びや地震への対策を完了した。

これまでに NBTF用高電圧電源機器の製作・据付は

すべて完了し，2018 年 11 月までに日本側の機器におい

て直流 1.2MV，1時間の耐電圧試験に合格した。2019 年

には欧州調達機器を接続して耐電圧試験を実施し，2020

年に電源出力試験を行う計画である。

3．ITER 高周波加熱装置の開発

ITER では，プラズマの生成，加熱・電流駆動，性能維

持を目的として，20MWの電子サイクロトロン加熱・電

流駆動(Electron Cyclotron Heating and Current Drive :

EC H&CD)装置を装備する。ITER 用 EC H&CD 装置

は，24 機のマイクロ波源(ジャイロトロン)，同数の伝送

系，5機の入射系(ランチャー)から構成される。量研は，

24 機中 8機のジャイロトロンとランチャー 1機を調達

するため，それらの研究開発を進めてきた。

ジャイロトロンは，電子銃，空胴，モード変換器，出力

窓，コレクターなどから構成され(図 4)，電子銃で生成さ

れた電子ビームは，超伝導マグネットの強磁場中で旋回

運動をしながら加速され，空胴にて電子の旋回エネル

ギーが高周波電磁界と相互作用するサイクロトロンメー

ザーの原理により誘導放射する。日本では，電子の加速

電圧を変化することなく，旋回速度を制御できる利点が

あるカソード・アノード・ボディの三つの電位を有する三

極管方式を採用し，ジャイロトロン開発を進めてきた。

ITERジャイロトロンの性能要求は，周波数 170GHz，

出力 1MW，電力効率 50％，定常動作，最大 5kHz の

ON/OFF動作(出力変調)などがあり，そのジャイロト

ロン実現に向けて，エネルギー回収技術による電力効率

の改善，大口径の空胴による高出力発振技術開発，人工

ダイヤモンドの出力窓への搭載などを経て，ITER の要

求を世界で初めて原理実証した7)。一方，ITERの 10 年

以上にわたる長期間運転に対して，出力 1MWの定常お

よび繰り返し動作を安定に実現するために，空胴におけ

る熱負荷を約 30％低減する設計改良を進めた。ところ

が，170GHzの発振を妨害する異周波数の発振により安

定性が阻害されることが確認された。この課題を克服す

るために三極管方式の特性を活かしたアノード電圧の時

間制御を導入し，電子の旋回速度をきめ細やかに制御す

ることで異周波数の発振を阻止し，ITER の長期運用に

最適なジャイロトロンを実現した。また，5kHzでの出

力変調性能においても，他のジャイロトロン調達極が電
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図 4 ITER ジャイロトロン及び電源回路の構成図
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源電圧を制御する方式で試みる中で，アノード部の半導

体スイッチのみを制御する独自方式を開発して，世界に

先駆けて原理実証することに成功した。2019 年 2 月現

在，ITER ジャイロトロンは 2機の製作と 1機の完成検

査を完了した(図 5)。以降，8機目までの製作と完成検

査を順次進め，2025 年のファーストプラズマ達成に向け

た ITERサイトでの統合試験も実施する計画である。

量研が調達するランチャーは，ITER の水平ポートに

接続され，ジャイロトロンから伝送された 24系統のマ

イクロ波を 8系統ごとに上中下段に分けて，プラズマへ

の入射角度を制御する(図 6)。伝送光学設計では，ラン

チャー内の伝送効率 99.4％と ITER機構が要求するプラ

ズマ電流駆動分布を同時達成することに成功し9)，中性

子遮蔽および構造解析を最終設計に向けて進めている。

4．テストブランケットモジュール試験計画

原型炉ではトリチウム増殖ブランケットが基幹技術と

なる。増殖ブランケットの科学技術的成立性について

ITER を用いて実証するのが，テストブランケットモ

ジュール(TBM)試験計画である。日本は，量研を実施

担当としてTBM試験計画に参画しており，水冷却固体

増殖 (WCCB)方式のテストブランケットシステム

(TBS)の開発を主導している。

TBS は TBM と遮蔽体を合わせた TBM セット，

TBMを冷却する水冷却システム(WCS)，TBM 内の生

成トリチウムを回収するトリチウム回収システム

(TES)，トリチウム生成量の推定に必要なTBMと周辺

の中性子データを取得する中性子放射化箔気送管システ

ム(NAS)，これらの運転制御，データ収集を行う計装制

御システムで構成され，TBMセットは真空容器内，そ

れ以外はトリチウム建屋等に設置される(図 7)。ITER

の構成機器や持込機器は，ITER機構による概念，詳細，

最終設計の 3 段階の設計レビューと承認を経て，製作へ

と進む。現在は詳細設計段階にあり，2029 年中頃までに

TBSを製作し ITERに持ち込む予定である。

詳細設計では，概念設計レビューで認識された ITER

との取合いについて条件を決定し，産業界の協力を得て，

具体化設計を進めている。未確定の取合い条件を仮定し

て一次設計した結果，割り当て区域に収めるには合理化

を要することが判明し，主要機器(TESの低温吸着塔の廃

止等)の最適化を図っている。また，最近ではTBM筐体

の設計変更が大きな作業である。従来の箱型筐体では，

耐圧性を維持しようとすると筐体の壁が厚肉となり，炉

内機器の重量制限を守るために筐体が小さくなり，トリ

チウム増殖性能が著しく低下する問題があった。燃料自

給に足る増殖性能をTBMで実証する必要はないが，そ

の能力の科学的検証にはトリチウム回収と定量性の観点

で生成量が多いことが有利である。そこで，耐圧性で有

利な円筒形状の導入を検討した結果，重量制限を満たし，

増殖性能も向上できることがわかった。議論の末，設計

変更が国内で承認されたため，ITER機構に設計変更を申

請し，筐体限定の設計レビューを受けることとなった。

その対応で設計詳細化を進めるなか，増殖性能をより向
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図 5 ITER ジャイロトロンの代表的な試験結果8)

図 6 水平ポートランチャーの概観図

図 7 テストブランケットシステムの設置場所



35-40_vol61_7-E_解説シリーズ_PK-1.smd  Page 6 19/06/13 09:19  v3.40

上する方法を考案した。具体的には，サブモジュール内

部の中性子の状況を分析したところ，トリチウム生成反

応に寄与せず構造材料に捕獲される中性子が多いことが

判明し，筐体内側にエンベロープと称する増殖材の単一

層を設けることを考案した10)。図 8は筐体内部のベリリ

ウム(Be)の割合とトリチウム増殖比(TBR)の関係で，筐

体内部の領域の 90％が機能材料で占められており，横軸

はそれを 100％とした時の Beの割合である。変数最適化

のため機能材，構造材，冷却水の混合材で計算した。Be

が多いと反応するリチウムが減るため TBR はピークを

持つ。エンベロープを設けるとピーク位置がずれるのは

エンベロープ分の増殖材が横軸の Be割合評価に含まれ

ていないからであるが，TBRの最大値が増加しているこ

とがわかる。この比率に基づき設計した内部構造を模擬

したモデルでの計算結果も図に示した。内部構造を模擬

すると，混合材と異なり均等に反応するわけではないの

でTBRは低下する。しかし，エンベロープを設けること

でその低下を防ぐことができた。現在，製作性を考慮し

た筐体設計を進めている。

TBSは ITERの調達設備ではないため，設計は取合い

条件を ITER機構と確認しながら進めている。しかし建

設が進んでいるため，既に交渉の余地が無いもの，ITER

の設計変更に伴い条件の変更が強いられる場合もある。

これらは，｢TBM でどのような試験を行い，どのような

データを得るか｣に大きく影響する。量研では，TBMの

安全実証試験を実施する施設・設備の整備も始まる。産

学との一層強固な協力体制を築いて進める必要がある。
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図 8 筐体内の Beの割合とTBRの関係
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核融合トリチウム研究最前線
―原型炉実現に向けて―連載

講座
連載
講座 第 11 回 トリチウム管理

富山大学 原 正憲，赤丸 悟士，中山 将人

トリチウム管理・測定では，トリチウムに特化した技術が使用されている。これは，トリチ

ウムから放出される 線のエネルギーが弱く測定が難しいことに起因する。これら技術がト

リチウム施設内での作業環境の維持にどのように使用されているか述べる。最後に，核融合炉

ではトリチウムだけでなく，様々な核反応生成物，X線が存在しておりその中でのトリチウム

の管理・測定の課題についても述べる。

KEYWORDS: Working environment, Ionization chamber, Liquid scintillation counter, limits the concentration

of a radionuclide in air, Smear, Internal dose

Ⅰ．トリチウムの測定

トリチウムから放出される 線のエネルギーは最大

で 18.6 keV と弱く，測定の難しい核種の一つである。

トリチウム使用施設でのトリチウム管理・測定技術は数

十年の間ほとんど変わっていない1)。

気相中のトリチウムの測定には，試料ガスを通気でき

る電離箱，または比例計数管が使用されている。ごく低

濃度の気相中のトリチウムを測定する場合には，気相中

よりトリチウム化合物を捕集し，液体シンチレーション

カウンタで測定する方法が用いられている2)。

液体中のトリチウム測定であれば，液体シンチレー

ションカウンタで直接測定が行われる。表面汚染の測定

では，ふき取り法(スミア法)と呼ばれる手法が広く利用

されている3, 4)。この方法は，ろ紙等で測定対象物の表

面をふき取り，ろ紙に付着したトリチウムを測定する手

法である。この方法とともに，超薄膜の窓を持つ比例計

数管のトリチウムサーベイメータも利用されている。

一方，トリチウムの放出する 線のエネルギーは弱い

ため，固体中のトリチウムを直接測定する手法はない。

固体中のトリチウムを測定するためには，試料を燃焼さ

せてトリチウム水としたのち，液体シンチレーションカ

ウンタで測定する5)。あるいは加熱により固体中よりト

リチウムを抽出し測定するなどの間接的な測定が用いら

れている。

これら手法は，長年にわたりトリチウム使用施設で利

用されてきた方法であり，多くの知見が蓄積されてい

る。

Ⅱ．トリチウムによる被ばく

トリチウムは放射性物質であり，法令によりその使用

は規制されている。トリチウムから放出される 線の

エネルギーは小さく，トリチウムによる外部被ばくは実

質上無視できる。実際，空気中でのトリチウムからの 

線の飛程は 5 mm程度である。一方，体内に取り込まれ

た場合，体内組織がトリチウムの 線にさらされるた

め，内部被ばくは無視できない。

トリチウムが体内に取り込まれる経路としては，主に

3つの経路があり，吸入，経口，吸収である。吸入は呼吸

による取り込みであり，空気中のトリチウムが体内に取

り込まれる。経口によるトリチウムの取り込みは，トリ

チウムで汚染された表面に触れた手などにより，口の付

近にトリチウムが運ばれ，体内に取り込まれる。吸収は

トリチウム水が皮膚等に付着し，皮膚を介して体内に取

り込まれるものである。これら経路を遮断することによ

りトリチウムの体内への取り込みを避けることができ

る。

トリチウムによる被ばくを考えるうえで体内に取り込

まれた化学形が重要となる。表 1に｢放射線を放出する

同位元素の数量等を定める件｣6)で定められているトリ

チウムの空気中濃度限度，排気中または空気中の濃度限

度，排液中または排水中の濃度限度の抜粋を示す。表 1

の第 4欄にある空気中濃度限度は元素状水素で 1×104

Bq/cm3であり，トリチウム水では 8×10-1 Bq/cm3であ

Research frontier of tritium for fusion reactor - toward the

DEMO reactor (11); Safety control of tritium in work area：

Masanori Hara, Satoshi Akamaru, Masato Nakayama.

(2019年 2月 18日 受理)

■前回タイトル

第 10 回 炉材料表面および内部のトリチウム分布
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る。トリチウム水の空気中濃度限度は元素状水素の

1/12500である。これはトリチウム水の吸入摂取による

内部被ばくの影響が元素状トリチウムの 1万倍以上大き

いことを反映している。人体への被ばく影響という観点

からみれば，水蒸気状トリチウムを 1 Bq取り込むこと

は 12.5 kBqの元素状トリチウムを取り込むことと対応

する。

Ⅲ．作業環境の管理

1．空気中のトリチウム

トリチウムの内部被ばくの経路に呼吸による吸入があ

る。通常，作業者は作業環境の空気を呼吸するため，作

業環境中のトリチウム濃度管理が被ばく低減に重要とな

る。表 1の第 4欄に示す空気中濃度限度以下とするよう

に，トリチウムを扱う作業室では作業中は常時換気が行

われる。換気量は作業室の気積(作業室の大きさ)と使用

するトリチウム量により設計される。さらに，作業室は

大気圧に対してわずかに陰圧に保たれ，使用施設内の空

気には廊下から作業室に向けての流れが作られる。これ

により，トリチウム濃度が高くなるおそれのある作業室

から廊下へのトリチウムの漏洩を軽減している。

大量のトリチウムを使用する施設では，異常時に室内

に放出されたトリチウムを除去する設備を設置してい

る。これは，環境へのトリチウムの放出の低減と作業者

の被ばくの軽減を目的にしている。室内へ漏洩したトリ

チウムの除去手法は，一般的に触媒酸化−吸着法であ

り，トリチウムの除去法として信頼性は高い。その原理

は，室内へ漏洩したトリチウム化合物を触媒により酸化

しトリチウム水へ変換する。このトリチウム水をモレ

キュラーシーブなどの吸着材により取り除くものであ

る。この方法の問題点として，内部被ばくの影響の小さ

な元素状トリチウムを影響の大きなトリチウム水へと変

換してしまうことである。室内に放出されたトリチウム

が元素状水素のみであることが明らかな場合，被ばくの

防止の観点よりトリチウム除去装置はトリチウム濃度を

1/12500 以下まで除去する能力を有する必要がある。

空気中のトリチウム濃度の測定には，二つの方式があ

る。(Ⅰ)室内空気を電離箱に直接導入し実時間測定を行

う直接方式，(Ⅱ)トリチウム化合物をコールドトラッ

プ，あるいは水バブラーなどに捕集し，捕集後のトリチ

ウムを液体シンチレーションカウンタなどで測定する間

接方式である。(Ⅰ)の方法に比べ(Ⅱ)の方法のほうが検

出下限は低い。

(Ⅰ)の電離箱を用いる方法では，室内空気をフィル

ターに通すことにより空気中の微細粒子を除いた後，電

離箱に導入する。電離箱の電離電流を連続的に測定する

ことにより実時間測定を行うことができる。その検出下

限値は電離箱の容積， 線補償の有無にもよるが 0.4

Bq/cm3から 0.04 Bq/cm3程度が得られる2)。この値は表

1の第 4欄に示すトリチウム水の空気中濃度限度を測定

できる程度である。電離箱ではトリチウム化合物の弁別

はできないが，水蒸気透過膜を利用することでトリチウ

ム水成分のみを測定する電離箱も開発され使用されてい

る。電離箱を利用する際の問題点として，①外部放射線

の影響，②ラドンの影響，③電離箱へのトリチウム吸着

によるメモリー効果があげられる。①は 線補償型の電

離箱により軽減される。あるいは電離箱を外部放射線の

影響の少ない場所に設置する。②はラドン補償の機能が

付いた電離箱が販売されている。③の問題を解決した電

離箱は開発されていない。

(Ⅱ)の間接方式は検出下限値が低いため，労働安全衛

生法にもとづく定期的なトリチウムの作業環境測定に使

用されている。作業環境測定では検出下限濃度が濃度限

度の 1/10 以下となる手法の利用を求めている。間接方

式は電離箱を用いる方法のように実時間での測定はでき

ないが低濃度トリチウムの測定が行え，捕集方法により

トリチウムの化学形を分けて測定できる利点がある。こ

こで利用される捕集方法として，(a)冷却凝縮捕集法，

(b)固体捕集法，(c)液体捕集法がある。測定方法と解析

の詳細は参考文献 2 に詳しい。ここでは簡単に実際の操

作について述べる。(a)冷却凝縮捕集法では，室内空気

をサンプリングポンプで吸引し，吸引された空気をドラ

イアイスなどにより冷却されたコールドトラップに導入
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表 1 日本国内でのトリチウムの濃度規制値

第 1欄 第 2欄 第 3欄 第 4欄 第 5欄 第 6欄

放射性同位元素の種類 吸入摂取した場合

の実効線量係数

(mSv/Bq)

経口摂取した場合

の実効線量係数

(mSv/Bq)

空気中濃度限度

(Bq/cm3)

排気中又は空気中

の濃度限度

(Bq/cm3)

排液中又は排水中

の濃度限度

(Bq/cm3)核種 化学形等

3H 元素状水素 1.8×10-12 ---- 1×104 7×101 ----

3H メタン 1.8×10-10 ---- 1×102 7×10-1 ----

3H 水 1.8×10-8 1.8×10-8 8×10-1 5×10-3 6×101

3H 有機物(メタンを除く) 4.1×10-8 4.2×10-8 5×10-1 3×10-3 2×101

3H 上記を除く化合物 2.8×10-8 1.9×10-8 7×10-1 2×10-3 4×101
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し，空気中の水蒸気を凝縮させる。所定量のガスを流通

後，コールドトラップ内に捕集されたトリチウムを液体

シンチレーションカウンタで測定する。(b)固体捕集法

は冷却凝縮捕集法のコールドトラップをシリカゲル等の

吸着材を充てんしたカラムに置き換えたものである。サ

ンプリング後，カラムに捕集された水は加熱により抽出

され，液体シンチレーションカウンタで測定される。

(c)液体捕集法では，コールドトラップに代わり液体バ

ブラーを用いる方法である。この方法ではドライアイス

の準備，あるいはカラムを加熱する装置が必要ない利点

がある。また，バブラーに入れる液体はトリチウム水を

対象とするのであれば，短期間の捕集では水，長期間の

捕集ではエチレングリコールを利用する7)。いずれの捕

集方法においても，酸化触媒を利用することによりトリ

チウムの化学形の弁別を行うことができる。例えば，元

素状トリチウムとトリチウム水を弁別する際には，上流

のバブラーと下流のバブラーの間に酸化触媒を設置す

る。酸化触媒を加熱し，試料空気を流通することによ

り，上流のバブラーには試料空気中のトリチウム水が捕

集される。一方，元素状トリチウムは酸化触媒上でトリ

チウム水へと変換される。このトリチウム水は下流のバ

ブラーにより捕集される。所定量のガスを流通後，上

流，および下流のバブラー中のトリチウム濃度を液体シ

ンチレーションカウンタで測定することにより，試料空

気中の元素状トリチウム，トリチウム水を弁別して知る

ことができる。

冷却凝縮捕集法，固体捕集法，液体捕集法のいずれの

方法でも，自動化された装置が販売されている。最近で

は，吸引した試料空気中に吸収液を噴霧し，トリチウム

水を吸収させ，吸収液を気液分離筒で捕集する方法も利

用されている。簡便に，長期の空気中トリチウム水の濃

度の平均を求める際には，市販の除湿器がトリチウム水

の捕集装置として使用できる。

2．液体中のトリチウム

表 1の第 4欄に示すようにトリチウム水の空気中管理

基準は元素状トリチウムに比べ極めて低い。このため，

使用する液体状のトリチウム水の作業環境への拡散を低

減することが重要である。

高濃度かつ大量のトリチウム水の取り扱いは，極力避

けるべきであるが，取り扱いが必要な場合には，グロー

ブボックス等の目的に適合した設備内で使用を行い，作

業環境への漏洩を低減する。高濃度トリチウム水は自己

の放出する 線により放射線分解を起こし，元素状トリ

チウム(水素ガス)と酸素ガスに分解する8)。トリチウム

の化学的性質は水素と同様であり，可燃性の気体である

ことを忘れてはいけない。

低濃度のトリチウム水は放射性試薬として広く利用さ

れており，トリチウム使用施設内の作業室で使用されて

いる。被ばく低減の観点から，トリチウム水を取り扱う

容器からの蒸発を少なくする方策が必要である。トリチ

ウム水の温度を低くするのは，簡便で効果的な方法であ

る。273 K の水の蒸気圧は 610 Pa であり，298 K では

3,200 Paである。つまり，273Kでの取り扱いでは，298

Kの場合に比べトリチウム水の飛散は 1/5 に抑えるこ

とができる。化学反応に伴う発熱はトリチウム水の温度

を上昇させるため，トリチウム水の蒸気圧は上昇する。

また，トリチウム水の入った容器にはふたをすることが

重要である。比較的濃度の高いトリチウム水を使用する

際には，トリチウム水の有機膜を透過する性質を考慮に

入れる必要がある。これはゴム手袋でも同様である。ゴ

ム手袋を透過したトリチウム水蒸気は皮膚から吸収され

内部被ばくの一因となる。トリチウム水の濃度，溶液の

化学的性質にもよるが，作業中の定期的な手袋の交換に

心がける。

3．トリチウムの表面汚染

日本の国内法令で定められた管理区域内の表面汚染は

40 Bq/cm2以下にすることが定められている。管理区域

外に持ち出すものについては 1/10の 4 Bq/cm2以下にす

る必要がある。

表面汚染の測定方法として，トリチウム測定用のごく

薄い検出窓を持つ大面積サーベイメータにより直接測定

する方法，間接的な方法であるスミア法がある。

スミア法では，測定対象物の表面をろ紙でふき取り，

このろ紙を液体シンチレーションカウンタで測定するこ

とにより表面汚染の有無を判定する。広い面積をろ紙で

ふき取ることにより，一度に広い面積の汚染の有無を知

ることができ，施設のトリチウム汚染の判定に広く使用

されている。しかし，ろ紙でのふき取り効率は，対象と

する物質，その表面形状，測定者により異なるため定量

的な評価は難しい。さらに，ふき取ったろ紙を液体シン

チレーションカウンタで測定する際には，ふき取り面を

上側にしてシンチレーションバイアルに入れる。このた

め，測定は 2測定の配置となり，ろ紙に付着している

トリチウムの半分が測定されることとなる。

スミア法により判定できるトリチウム汚染の有無は，

ふき取りにより表面から除かれるトリチウムに対してで

あり，表面に強く付着したトリチウムは測定することが

できない。一方，トリチウムサーベイメータでは弱く付

着したトリチウムと強く付着したトリチウムの両方を測

定できる。弱く付着したトリチウムは表面から脱離し，

室内空気の汚染，他の物質との接触により他を汚染す

る。一方，強く付着したトリチウムでは，そのおそれは

少ない。弱く付着したトリチウムの表面汚染の管理がよ

り重要である。
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4．固体中のトリチウム

トリチウムの 線のエネルギーは弱く，固体内部から

外部に 線は脱出できないため，固体内部に存在するト

リチウムを非破壊で直接測定することはできない。この

ため，(a)加熱により固体内のトリチウムを放出させる，

(b)酸素気流中で試料を燃焼させる，(c)酸あるいはアル

カリで試料を溶解させるなどして固体中のトリチウムを

外部に取り出し測定を行う。取り出したトリチウムは通

気型電離箱，比例計数管で測定するほかに，液体バブ

ラー等で捕集したのちに液体シンチレーションカウンタ

で測定を行う。捕集したトリチウムの液体が有色の場

合，液体シンチレーションカウンタでの測定ではカラー

クエンチングの影響が表れる。これを避けるためには捕

集した試料を純水で薄める，あるいは蒸留する等の前処

理が必要となる。また，試料を溶解させて測定する場合

では，溶解液中のイオン濃度が高く，酸性・アルカリ性

になっていることから，イオン濃度の高い液体用の液体

シンチレータを選定し，測定試料の 2相分離や白濁を避

ける。

気相中のトリチウム水蒸気の吸着材として，モレキュ

ラーシーブが広く使用されている。モレキュラーシーブ

に吸着したトリチウムを含む水蒸気は，乾燥した気体の

流通下で加熱することにより回収することができる。し

かし，モレキュラーシーブ中にトリチウムがどれだけ残

留しているかの評価は難しい。このため，気相中のトリ

チウム水蒸気を除去するためにモレキュラーシーブを使

用すると，管理が必要なトリチウムに汚染されたモレ

キュラーシーブが排出される。トリチウム除去にモレ

キュラーシーブを使用する際には，トリチウム水を取り

出しモレキュラーシーブを再利用できるように方策を立

て，固体の廃棄物を増加させないようにしておく必要が

ある。

トリチウムの表面汚染でも述べたが，固体中に強固に

捕捉されたトリチウムは空気中のトリチウム汚染を引き

起こすおそれは少ない。トリチウムが固体中に強固に捕

捉されているのであれば，除染をせずに保管するほうが

好ましいこともある。

Ⅳ．内部被ばく管理

トリチウムの内部被ばくの算定には，体内に取り込ま

れたトリチウム量を知る必要がある。しかし，体内のト

リチウムを外部からの測定で知ることは難しいため，空

気中のトリチウム濃度からの計算，あるいは呼気や尿を

用いたバイオアッセイにより行われている。

定置式のトリチウムルームモニタを用いての内部被ば

くの評価では，以下の式を使用する9)。

I=C×b×t (1)

ここで，I は呼吸により取り込まれたトリチウム量

(Bq)，Cは空気中のトリチウム濃度(Bq/cm3)，bは単位

時間当たりの作業者の呼吸量(おおよそ，1.2×106cm3

/h)，tは作業時間(h)である。得られた値に表 1 の第 2

欄の実効線量係数をかけることにより，内部被ばく量を

算定できる。ルームモニタの指示値と作業時間が電子

データとして把握できるのであれば，コンピュータによ

り自動で作業者の内部被ばく量をリアルタイムで算定で

きる。先に述べた空気中のトリチウム捕集法で評価した

トリチウム濃度を使用すればより小さなトリチウムの取

り込み量も評価できる。

迅速性は劣るが体内のトリチウム量はバイオアッセイ

法により知ることができる9)。体内に取り込まれたトリ

チウムは，取り込まれて 2時間程度が経過した後には，

体内で均質となる。均質となる時間が経過した後に，尿

あるいは呼気中の水蒸気を採取する。採取した試料中の

トリチウム量は液体シンチレーションカウンタで測定す

る。所定量の呼気を液体バブラーに通気させ自動で測定

試料を調製する装置もある。最も簡便な方法として，ド

ライアイスで冷却した試験管にストローで呼気を吹き込

み，呼気中の水蒸気を採取する方法がある。試験管に採

取された水を液体シンチレーションカウンタで測定し，

体内に取り込まれたトリチウム量を評価する。おおよ

そ，成人の体重の 60％は水分であるので，体の水分の重

さと測定されたトリチウム濃度より摂取されたトリチウ

ム量がわかる。この値にトリチウム水の実効線量係数を

適用すれば内部被ばくを評価できる。

Ⅴ．核融合炉でのトリチウム管理の問題

ここまでは，施設内の放射性物質としてトリチウムの

みの場合を想定して述べてきた。しかし，核融合炉では

中性子線，X線，核反応により生じた放射性同位元素よ

り発生する様々な電離放射線も共存する。これらは，ト

リチウム測定用の放射線検出器で検出され，放射線発生

事象中の指示値の増加，バックグラウンドの上昇を引き

起こす。線補償型の電離箱ではトリチウム計測用の電

離箱と同形の 線補償用の電離箱を備えるものとなり，

測定装置が大型化する。

核融合炉の社会受容性を高めるために，トリチウムモ

ニタの検出下限の改善が要請されると考えられる。しか

し，現在の電離箱の検出下限は，環境中に存在するラド

ンによる寄与とほぼ同程度となっている。これまでのよ

うに室内の空気をフィルターでこした後，電離箱に直接

流通させるのではなく，ラドン等の放射性核種を除去し

たのち電離箱に流通させる機構，あるいは 線と 線に

より作られる電離電流パルスの波形を弁別する電子回路

の付加などが必要であろう。

作業者の内部被ばく低減の観点から，大量かつ高濃度

のトリチウムが使用される区画では吸入によるトリチウ
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ムからの被ばく防止のためにエアーラインスーツの使用

も多くなると想定される。さらに環境によっては，エ

アーラインスーツを用いた吸入の防止のほかにも，皮膚

からのトリチウム水蒸気の吸収を避けるために不透湿性

の作業性に優れたスーツの開発も必要になると考えられ

る。

大型のトリチウムに汚染された機器の廃棄も問題にな

ると想定される。トリチウムから放出される 線のエ

ネルギーは低いため機器の材料中に保持されたトリチウ

ムの測定を非破壊で行うことはできない。表面汚染密度

の管理は当然行われると思うが，内部のトリチウム量を

どのように評価し，空気中へのトリチウム放出率をいか

に見積もるかが重要となる。廃棄物軽減の観点から，強

固に固体中に捕捉されたトリチウムは除染せずに保管と

するなどの廃棄物管理の運用指針の策定が必要と考えら

れる。

− 参 考 資 料 −

1)佐久間 洋一，V-3 施設内モニタリング技術，トリチウム

の影響と安全管理，日本原子力学会誌，39(1997)26.

2)労働省安全衛生部環境改善室編，1-5 冷却凝縮方法，液体

捕集方法および固体捕集方法によるトリチウム化水蒸気な

どの空気中濃度測定方法，作業環境測定ブック，(社)日本作

業環境測定協会，2000年．

3) C. Passo, R. Edler, Improve results obtained from swipe

assays, application note, perkinelmer.

4)杉浦 紳之，平 純一，竹中 圭介，山中 和夫，菅井 研

自，小佐古 敏荘，表面汚染密度測定におけるスミア法のふ

き取り効率に影響する要因分析，保健物理，42(2007)214-

220.

5)M. Hara, Y. Kawamura, T. Tanabe, Tritiummeasurement I -

tritium in gas, liquid and solid, Chapt. 7 in Tritium: fuel of

fusion reactors, editor T. Tanabe, Springer, 2017.

6) 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件，平成 12 年

10 月 23日 科学技術庁告示第 5号．

7)W. J. Munyon, D. W. Reilly, J. Webb, AGHCF gaseous-

effluent tritium sampling system: design considerations and

performance testing results, Health Phys., 94(2008)75-85.

8) T. Itoh, T. Hayashi, K. Isobe, K. Kobayashi, T. Yamanishi,

Self-decomposition behavior of high concentration tritiated

water, Fusion Sci. Technol., 52(2007)701-705.

9) 被ばく線量の測定・評価方法のマニュアル策定調査委員会，

第 3章および第 4章，被ばく線量の測定・評価マニュアル，

原子力安全技術センター，2000．

著者紹介

原 正憲 (はら・まさのり)

富山大学

(専門分野/関心分野)

トリチウムの安全取り扱い技術

赤丸悟士 (あかまる・さとし)

富山大学

(専門分野/関心分野)

水素安全取り扱い，水素機能材料

中山将人 (なかやま・まさと)

富山大学

(専門分野/関心分野)放射線管理

( 45 )日本原子力学会誌，Vol.61，No.7 (2019)

553



46-49_vol61_7-O_報告_PK.smd  Page 1 19/06/07 16:31  v3.40

報 告

災害に備えるために必要となる原子力関係者の倫理
その 2 原子力安全のための組織文化と倫理

倫理委員会

日本原子力学会倫理委員会(以下，｢倫理委員会｣)では，東京電力福島第一原子力発電所事故

を契機として，年会・大会での企画セッションや倫理研究会において，｢災害に備えるために必

要となる原子力関係者の倫理｣と題して｢組織文化｣や｢技術者・研究者倫理｣に関わる議論を深

めている。これらの場においては，会員や原子力関係者だけでなく，他学会や他産業等の方々

の参加も得て，意見交換や交流を行っている。本稿では，近年のこれら活動の概要について紹

介する。

KEYWORDS: Ethics committee, Code of Ethics, Safety Culture

Ⅰ．災害に備える安全文化

倫理委員会では，東京電力福島第一原子力発電所事故

(以下，｢1F 事故｣)の反省や教訓等を踏まえ，倫理の実務

への実装，実務を行う個人と組織の関係，安全のための

組織文化等に着目して倫理規程改定の検討を行い，2014

年 5 月に，倫理規程の改定が理事会で承認され，発行さ

れた。また，前稿で記したとおり，2018 年 1 月にも倫理

規程の改定を行っている。

これら改定の内容については，年会・大会の企画セッ

ションや倫理研究会の開催，事例集の発行を通して，会

員をはじめとした関係者に浸透するように努めている。

また，年会・大会の企画セッションや倫理研究会にお

いては，継続的に｢組織文化｣や｢技術者・研究者倫理｣に

関わる議論を深めている。本稿では，2014 年の倫理規程

改定以降に実施した倫理委員会の活動について概括す

る。

1．災害への備えと倫理

事業者や関係者から 2011 年東北地方太平洋沖地震時

(以下，｢震災時｣)の経験を講演いただき，災害にどのよ

うに備え，どのように行動すべきかについて倫理的な側

面からの検討を行った。

(1)第 18 回倫理研究会(2015 年 1 月 8 日：北海道大)

｢より高い安全性を目指して組織は何をなすべきか｣を

テーマに，北海道電力の小林俊広氏から 1F 事故後に実

施した泊発電所の安全対策，JR 東日本の片方喜信氏か

ら安全文化醸成への取組みを紹介いただいた。また，1F

事故時に事故対応にあたった吉澤厚文氏(事故時は東京

電力，講演時の所属は原燃輸送)から，事故の教訓と海運

業における安全文化について講演いただいた。

片方氏からは，被災した列車の避難誘導の経験を通し

て，最終的には現場の判断を最優先にするという組織風

土の醸成と現場対応能力の強化の重要性が指摘された。

吉澤氏からは，事故対応の経験から，情報伝達と相互

コミュニケーションの重要性が指摘された。

(2)2015 年春の年会 企画セッション(茨大)

震災時に日本原子力発電の東海第二発電所には高さ

5.4mの津波が襲来したが，事前の津波対策が奏功し，原

子炉の冷温停止がなされ，周辺環境への被害を食い止め

ることができた。

講演では，震災前の茨城県の想定津波の策定経緯が茨

城県土木部の松浦健郎氏から，この知見を踏まえて東海

第二発電所で実施された非常用海水ポンプ室の防護壁の

追設等の津波対策について日本原子力発電の剱田裕史氏

から説明された。

松浦氏からは事例に学ぶ謙虚さの重要性が指摘される

とともに，剱田氏からは当事者として事前に対策をする

｢備えの重要性｣が指摘された。

これら講演を受け，倫理委員の宇奈手一之氏より｢本

津波対策に見る倫理的側面の考察｣と題したコメントが

あり，東海第二発電所のような良好事例はとかく忘れ去

られてしまうので，対策に携わった人達の事前の備え，

あるいは事故時の臨機応変な行動などの積極的な対応を

伝承していくことの重要性が指摘された。

(3)第 19 回倫理研究会(2016 年 2 月 22 日：東工大)

原子力技術者が技術者倫理を問われる局面においてど

のように行動すべきかをテーマに，倫理規程制定時の委

員でその後も倫理委員会幹事を担われ，1F 事故当時の

Ethics for individuals and organizations working for nuclear

field, which is needed to prepare for disasters; (2) Safety culture

and ethics for nuclear safety：The AESJ Ethics Committee.

(2019年 4月 1日 受理)
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原子力安全委員会委員長であった班目春樹氏を迎え，使

用済燃料輸送容器データ改ざん事例をテーマとしたパネ

ルディスカッションと，1F 事故の経験をもとにした原

子力技術者の倫理に関わる講演を通じて，参加者による

意見交換を行った。

班目氏からは，データ改ざん事例の要因として，個人

の倫理観，技術力，管理の仕組みに着目した議論がなさ

れた。個人の倫理観はチェックしづらく，PDCAを回す

ことが難しいこと，並びに個人の倫理観が組織文化に反

映され，それがまた個人の倫理観に影響するため負のス

パイラルに陥るリスクがある点が指摘された。また，1F

事故対応時の経験を踏まえ，各組織の倫理面での反省点

について講演いただいた。この中で，規制側が過酷事故

対策には詳しくなかったこと，東電社員が消防車(原子

炉注水)や重機(瓦礫除去)の操作ができなかった等の例

を挙げ，①専門以外の知識についても可能な限り幅広に

習得すべきこと，②決められた責務だけでなく，何が起

こり得るかを考えその対処ができるように対応すべきこ

と，そしてその実現のためには自己研鑽だけでなく，周

囲にも気を配り所属組織の改革に努める必要のあること

が指摘された。また，個人の倫理観育成と健全な組織文

化醸成に地道に取り組むことが最善策であるとの指摘も

なされた。

(4)2016 年春の年会 企画セッション(東北大)

震災時の貴重な経験を風化・形骸化させないため，｢東

日本大震災における技術者としての矜持とリーダーシッ

プ｣をテーマに，東北電力配電部門の工藤英明氏と女川

原子力発電所の菅原勳氏から，東北電力における経験を

伺った。

同社では創業以来，｢東北の繁栄なくして当社の発展

なし｣を旗印に，地域社会への貢献が受け継がれている。

配電の供給域は国土の 20％，総延長は地球 14.5周分

と長大な上，台風や暴風雨雪，巨大な地震や津波に幾度

も襲われ，自然災害への備えと停電復旧体制が整えられ

てきた。事態の重篤度に応じて社内体制が，警戒，第一

非常，第二非常に三区分され，被災後の自主的復旧に向

けた支店内対応，支店間応援など全社対応が図られ，自

衛隊や自治体等，外部との連絡・連携の協定が結ばれて

いる。これは原子力防災の組立てと類似であり，自然災

害の度にその対応力が試されて向上し，災害復旧支援シ

ステム，地震被害推定システムなど，ロバストなハード

とソフト(人)との連携ネットワークが構築されてきた。

年 2回の訓練や競技大会により対応力とモチベーション

の向上が図られ，震災直後には 7 割に及んだ停電域を 3

日で 70％，7日で 94％まで復旧。日頃の鍛錬が存分に活

かされた。

女川原子力発電所では敷地全体が地震によって 1m沈

下し，海抜 13.8 mとなったが，襲来した津波は高さ 13

mであり，被害は一部建屋への浸水に止まった。これ

は，4 m弱の津波評価に対して，貞観津波など歴史的津

波災害の教訓を重く見る意見を尊重して敷地高さを

14.8mに設定した立地時の判断が確実な安全確保をもた

らした結果といえる。また，地震により 1号機タービン

建屋の常用電気盤で火災が生じたが，即座に非常用へ切

替えられ，電源は確保されて全 3機を地震後約 10 時間

以内に冷温停止できた。菅原氏は，｢災害対応が社の危

機管理の一丁目一番地，最優先｣であるとし，震災前の約

6,600ケ所の耐震補強をはじめ，電源の重要性の認識と

対策等，備えを尽くす重要性・有効性を強調された。

さらに，近隣の被災住民の方々が自主的に発電所に避

難され，最大 364名が 3ヶ月間女川原子力発電所の体育

館で過ごされた。発電所ではその間，集落毎のまとまり

への配慮，社員用の備蓄食料 4,500食の 2/3の提供等が

行われた。これは，地域住民の方々との日頃の緊密な関

係作りやそれによる信頼感・親密感が，自然に行動とし

て現れた結果といえる。原子力発電所は自然災害時に逃

げ出す対象なのか，安全と安心を求めて逃げ込める施設

なのか，日頃の十分な備えと住民の方々からの信頼がそ

れを決めるのではないかと印象付けられた。

(5)2016 年秋の大会 企画セッション

(久留米シティプラザ)

長崎大学副学長の山下俊一氏から，｢原子力の専門家

としての使命と社会との係わり方｣をテーマに講演いた

だいた。ご自身も被爆二世であり，チェルノブイリ発電

所の事故後に何度も現地に足を運ばれ，小児甲状腺癌の

調査および治療に当たられた経験を有している。1F 事

故後，国民の関心は放出された放射能や放射線がどの程

度，健康に影響を及ぼすかということであったが，山下

氏は豊富な経験と研究者としての信念に基づき，一部の

国民からの反発にも怯むことなく，福島での活動を続け

られた。講演では，1F 事故の非常事態とその後の対応

について，原子力災害専門家としての反省を交えたお話

をいただいた。

ディスカッションでは，①研究者の責任感，②強い使

命感を支えたもの，③今後への教訓と期待などについて

質疑応答が行われ，説明責任は全て自分にあるとの覚

悟，見返りがないことへの価値観，人類の安全と幸せに

対する責任感，弛まぬ教育実践と指導者育成の必要性，

現場で汗をかき続けることでの人間関係構築など，倫理

観や矜持に関して，多くのご示唆をいただいた。

(6)第 20 回倫理研究会(2017 年 2 月 21 日：東大)

会員以外の方々も含めて，事例集によるグループ討議

を通して倫理規程の理解を深めた。討議の中で，安全を

向上させる様々な施策は各事業者で取り組まれているも

のの，それが本当に機能し得るのか，課題はないのかと

いう問題提起があった。これを受けて，倫理委員会では

事業者の取組みと各組織で抱える課題について検討を深

めていくこととした。
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2．事業者の取組みと課題

(1) 2017 年春の年会 企画セッション(東海大)

1F 事故によって失われた社会からの信頼を取り戻せ

るのか，即ち原子力の社会的受容性向上のために技術者

倫理の視点では何が課題かという問題意識に基づき，日

本学術振興会先導的研究開発委員会｢原子力は未来技術

たりえるか｣の芹澤昭示委員長と斎藤泰司氏(京都大学)

をお迎えして講演いただき，意見交換を行った。

講演では，原子力が社会からの受容性を下げている要

因として①原子力事故に対する不安，②原子力技術者へ

の不信，③エネルギー(環境)問題に対する情報の錯綜，

④放射性廃棄物に対する不安が挙げられた。特に，社会

からの受容性の観点では，深層防護の第 1層の異常発生

の防止から第 4層の過酷事故の進展防止までを理解して

もらうことは難しく，第 5層の放射性物質の影響から人

と環境を守ること，並びに深層防護ではないが環境を復

旧すること(除染，補償など)が受容性確保に寄与すると

して，以下の提言があった。

1)一般市民の技術に対する知識不足よりも，原子力技

術者への不信の方が受容性を妨げていると考えられ

ることから，技術者と市民とを仲介する専門のコ

ミュニケータを育成するべき

2)万一の事故時に放射線の影響を受けないこと，事故

後も速やかに元の生活に戻れることが重要。このた

め，安全な小型炉の検討や自衛隊と連携した原子炉

事故時即応部隊の設置検討を行うべき

3)低放射線の生物への影響に関して，細分化された研

究の体系化，物理モデル化により研究を推進し，社

会への理解を深めるべき

4)人類の根本問題(資源，食料問題)に原子力技術を応

用させ，技術者の育成・確保を図るべき

このような課題への倫理からの向き合い方に関して考

える機会となった。

(2)2017 年秋の大会 企画セッション(北海道大)

北海道大学の奈良林直氏より 1F 事故の教訓と日米の

原子力規制の比較を，北海道電力の山田篤氏より新規制

基準に基づく泊発電所の安全性向上への取組みについて

講演いただいた。

山田氏からは経営層とのコミュニケーションが重要な

のはもちろん，普段の業務でコミュニケーションが円滑

に図れる風通しの良い職場作りの重要性が指摘された。

会場からは，｢倫理を語る場合，金のことを言ってはダ

メという人がいるが，対策費が少なければ実現性は高ま

るので，次善策であっても少しずつでも対策を重ねてい

くことが大切ではないか｣との指摘があった。

災害に備えるために原子力関係者がもつべき倫理感と

して，すでに多くの対策を行っていることに安住せず，

更なる原子力安全の実現に向けて個々のモチベーション

を高めていく必要があることが認識された。

(3) 第 21 回倫理研究会(2018 年 2 月 19 日：東大)

1F 事故の前にも安全文化の醸成は行われていたもの

の，なぜ事故を防げなかったのか，倫理の視点でさらに

議論を深めることを目的に開催した。

東京電力 HD(川村慎一氏)，東北電力(阿部正信氏)，

中部電力(石田卓久氏)，北陸電力(上野晋介氏)，九州電

力(永倉太一郎氏)の各事業者から安全文化への現状の取

組み状況を報告いただき，また，安全文化醸成を推進し

ている JR 東日本の片方喜信氏をお招きし，以下のテー

マを議論した。

・1F事故前後での会社の変化を実感しているか

・会社の意思決定の方法は変わったか

・個人が自主的に改善しているか，阻害要因はないか

・関係者のモチベーションについて

・海外や他産業との人材交流の取組み

・安全文化や倫理活動のマニュアル化による形骸化

・安全文化の劣化兆候に気付けるか

・規制や経営が安全文化を阻害する場合の対応

JR 東日本では｢挑戦する安全文化｣という概念があり，

顧客を安全に輸送するサービスを提供することが事業そ

のものであり，設備維持等の安全の維持のために多額の

資金が投じられていることが紹介された。

安全文化を広くとらえて挑戦し，日常業務に落とし込

むことの重要性を再認識するとともに，徐々に劣化して

いく文化や不適合をどう検知し対処していくかがリスク

低減の課題であることを共有した。

(4) 2018 年春の年会 企画セッション(阪大)

再稼働を果たした事業者や大学研究炉の現場の経験

を，倫理や安全文化，地域のステークホルダーとのコ

ミュニケーションの切り口も含めて共有し，講演と総合

討論を行った。

関西電力高浜発電所の原子力安全統括である古田泰氏

からは，美浜発電所 3 号機二次系配管破断事故などを踏

まえた安全文化再構築の取組みとして，組織内の安全文

化劣化の兆候や組織・人の気がかり事項を早期に把握

し，経営層に意見具申する仕組み，｢問題｣，｢気がかり｣

を敢えて抽出してそこに手を打つ対応など，現場での継

続的な実践について報告があった。また，現場のモチ

ベーション維持には，トップから原子力の価値や安全に

ついて明確なメッセージがあること，協力会社も含めた

組織内部で不安を聞き取るためのコミュニケーションな

どの重要性が指摘された。

京都大学複合原子力科学研究所の中島健氏からは，京

大炉(KUR，KUCA)における 1F事故後の安全対策，新

規制基準に基づく審査対応の労苦(発電炉と同様な対応

を求められた例など)，所内での自主的な検査体制によ

る施設チェックへの取組みなどについて報告があった。

また，地元自治体との信頼関係の構築や学校への出前授

業などの活動への取組みや，KUR の医療照射の早期再
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開を求める声も励みにつながったと紹介があった。

近畿大学原子力研究所の伊藤哲夫氏からは，近大炉の

新規制基準対応に際し，産業界OBの協力を得て対応し

たこと，所員が真摯に審査対応したこと，大学本部の強

い後押しがあったことなどについて報告があった。ま

た，メディアによる原子力人材育成の観点からのこまめ

な近大炉に関わる報道が，所員のモチベーションや地域

の理解にもつながったと紹介された。また，規制当局に

は，グレーデッド・アプローチに基づく審査や規制要求

の丁寧な説明が欲しいとの要望が述べられた。

これら再稼働を実現した現場の報告を踏まえて，倫理

や安全文化の観点から，トップの明確なコミットメン

ト，リソースをフルに活用した組織的な取組み，さらに

は，地域やメディアとの良好なコミュニケーションや連

携が現場のモチベーションの維持・向上につながり，安

全向上の良い循環を生み出している等の議論がなされ

た。

(5) 2018 年秋の大会 企画セッション(岡山大)

研究開発機関における安全文化について取り上げるこ

ととし，話題提供と意見交換を行った。

多くの学会員を擁する日本原子力研究開発機構(以下，

｢JAEA｣)の伊藤公雄氏と野村紀男氏から，JAEAの施

設の多様性などとともに安全文化醸成に係る取組みや，

大洗研究所燃料研究棟における汚染・被ばく事故に関す

る再発防止対策等について説明をいただいた。JAEA

では，役員による巡視・意見交換による課題の共有や安

全担当課長とのトラブル情報の共有，職員の意識調査と

いった活動により継続的改善に努めていることが紹介さ

れた。

続いて，原子力安全推進協会の久郷明秀氏から，｢組織

文化について｣と題して，組織文化を特徴づける要因や

国際比較から見た日本の組織の特徴などが紹介され，自

らの評価軸を探し，自己評価をすることが組織文化の向

上に重要であるとの意見が示された。

東京大学の飯本武志氏からは，｢放射線安全文化につ

いて，他｣と題し，東京大学における放射線安全推進体制

の改革，放射線施設における安全文化への取組みとして

施設管理者アンケートに基づく考察について紹介があっ

た。安全文化の醸成には，問題の解決により業務が合理

化されることを理解してもらう必要があるなどのポイン

トが示された。

総合討論では，一体感を持った取組みが必要とのコメ

ントがなされ，組織の縦横の連携が必要といった議論が

なされた。また，研究機関の業務は多種多様であり，現

場に寄り添った取組みが必要との指摘があった。

Ⅱ．原子力安全のための組織文化と倫理

1F 事故を踏まえた規制の見直しや安全対策強化，継

続的安全性向上の指向，安全文化醸成などが取り組ま

れ，再稼働を果たした施設もある。今後，原子力技術の

担い手はどのような倫理観を持つべきかについて，｢災

害に備えるために必要となる原子力関係者の倫理｣等を

テーマとして，さまざまな角度から議論を重ねてきた。

一方で，企業の品質問題や不祥事が後を絶たず，改め

て倫理的側面から，文化，組織，個人の関係を考える必

要がある。

(1)第 22 回倫理研究会(2018 年 9 月 21 日：東大)

原子力従事者が安全の追究や災害に備える際に求めら

れる倫理観に関し，個人および組織の文化の視点をテー

マとした議論を深めた。

原子力安全推進協会の久郷明秀氏からは｢安全に向け

た組織文化構築｣と題し，安全文化という西洋文化を

我々がどのように取り扱うかという視点で講演をいただ

いた。各国の文化的特徴を図る評価軸として，コミュニ

ケーション，リーダーシップ，意思決定等，個人や組織

の文化を考える視点について，我が国と諸外国との類似

点や相違点が示された。

電力中央研究所の長谷川尚子氏からは｢安全文化再考｣

というテーマで，安全文化は｢守る｣ものではなく，学習

のプロセスであり産物である等の講演をいただいた。変

化する環境に合わせて，旧来のやり方や価値観を変える

にはアンラーニング(学習棄却)が必要であり，それを新

しい行動への試行と繋げ，良い結果を生むという因果関

係を認識させることの重要性が指摘された。

パネル討議では，｢日本ではプロセスよりも結果が重

視されるので，安全文化醸成を規制の中に取り入れて浸

透を促進させる｣ことへの是非について議論があり，

ルールを作って守ることで安心し，考えないようになる

ことを危惧するなどのコメントがあった。

Ⅲ．さいごに

倫理委員会では，これまでも倫理規程の浸透ととも

に，倫理について考える機会を継続的に提供してきた。

｢倫理｣に完璧な解はないが，｢より良い解が何なのか｣を

考えることはできる。倫理規程は，日本原子力学会が，

そしてその会員がより良い解を導くための規範として策

定しているものだが，どんなに倫理規程を作りこんで

も，それで全てが解決できるわけではなく，常に各自が

考え，行動に繋げることが重要だと考えている。

引き続き，倫理委員会の役割と責務を果たしていく。

会員各位のご支援，ご協力をお願いする。

なお，文中の所属・肩書きは企画セッションや研究会

が開催された当時のものである。

執筆担当：

福家 賢(倫理委員会)，中野 智仁(倫理委員会)
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国内外の原子力教育事情（5）FocusFocus
日米大学・大学院比較

(北海道大学 vs．Purdue 大学)

北海道大学 三輪 修一郎

KEYWORDS: Engineering Education, Engineering Curriculum, Knowledge Transfer

Ⅰ．はじめに

札幌市を縦断する地下鉄南北線北 12 条駅を下車し，5

分ほど西へ歩くと 13 条門が姿を現す。この門をくぐり

抜けると観光スポットとしても知られる銀杏並木が工学

部建物まで続き，四季の色が人々を迎える。ここはフロ

ンティア精神が基本理念として掲げられ，クラーク博士

の名言｢Boys be ambitious｣が生まれた北海道大学であ

る。感慨深いものを感じながら北海道大学の地を踏んだ

のが，23 年ぶりに本帰国した 2013 年春ごろ。｢はじめま

して｣の挨拶で握手の手を躊躇なく差し出し失笑された

ことにはじまり，様々な｢逆カルチャーショック｣を体験

してきた。本稿執筆にあたっては，日本の大学(＝北海

道大学)について筆者が感じた客観的感想を綴りたいと

思う。筆者の願いは日本の大学を少しでも良くしたい，

という想いからである。世界における日本の相対的地位

低下が騒がれる昨今，本稿が少しでもポジティブな刺激

となれば幸いである。

Ⅱ．｢釣り方｣を教える教育とは？

Give a man a fish and you feed him for a day, teach

him how to fish and you feed him for a lifetime

｢魚を一匹やれば一日食いつなぐが，魚の取り方を教

えてやれば一生食いはぐれることはない。｣ 教育のある

べき理念が簡潔に表された言葉であるかと考える。暗記

ベースによる答え(魚)重視の日本の教育と，答えを得る

までの論理(釣り方)を重要視する米国との根本的な違い

がこの言葉に集約されていると考える。ただ，日米大学

が置かれている文化や社会システムが違う点についても

留意する必要がある。即戦力を育成する米国大学とは異

なり，学力によるフィルタが既にかかった日本の大学の

実質は就職予備校に近く，教育機関としての体をなして

いると自信を持って言える大学教員は少ないのではない

だろうか。日本の大学と米国の大学を比べること自体

が，英語で言う Apple(リンゴ)と Orange(オレンジ)な

のである。従って，米国の教育方針をそのまま国内大学

に当てはめる考えはナンセンスだ。日本の大学の場合，

(新卒一括採用等に見られる)凝り固まった古き良き時代

の制度が改まらない限り，抜本的改革は困難であると感

じる。

米国大学では所属学科以外の講義を受講することはご

く当たり前のことである。筆者は Purdue 大学学部時代

に環境工学を専攻していたが，土木工学系の必修科目に

加え，物理学科で量子力学(単純に興味があった)，理学

部で生化学(研究インターン先で浄水に興味を持ったた

め)，原子力工学科で燃料電池特論(修士課程の指導教官

と出会うこととなる)を受講した。文学部で近代文学に

も挑戦したが，ネイティブの文系 4年生に混じっての読

書量があまりに厳しく途中で泣く泣く履修を断念した経

験もある。さっさと単位を取り終わるというよりは知の

ピラミッドの底辺部を広く構築し，挑戦したいという思

いからであった。これは，筆者に特別な知的好奇心が

あった訳ではなく，Purdue 大学全体がそのような空気

で包まれていた。大学とは純粋にそのような場所だと

思っていた。それは原子力工学科における修士・博士課

程でも同様で，筆者の専門科目である熱流動の知識を深

めるため，原子力工学科のみならず機械工学科，化学工

学科，数学科，等幅広い学科における受講が許されてい

た。米国大学の成績評価は厳しく，C 評価に到達しない

学生は容赦無く落第させられる。比較的難関な流体力学

の授業になると，普段見慣れない学生が再受講のため突

然現れたりもする。日本式に言う，｢単位を取る｣｢落と

す｣とはアメリカでは合格(Pass)・落第(Fail)と同等であ

るが，そのようなレベルの話は Purdue 大学工学部の学

生間では殆ど無い(1, 2 年目でフィルタされる)。むし

ろ，就職活動，大学院進学，奨学金申請時に重要となる

GPA(学生の成績評価値)が頻繁に話題となり，少しでも

数値をあげるために勉学に励むのである。これだけを見

ても，学業に対する日米学生の温度差は大きいかと考え

Comparison of Japanese and American Universities (Hokudai

vs. Purdue)：Shuichiro Miwa.

(2018年 12月 17日 受理)
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るが，如何にしてそれを縮めるべきなのか？ Apple と

Orange であるため縮める必要は無いという意見もある

が，技術者としての基礎を養う上で重要となる学部・大

学院のカリキュラムに関しては，米国方式を有効に活用

することで，国内大学の質的向上を図ることが可能と筆

者は考える。

Ⅲ．一通のメール

年度末の慌ただしいある日に，一通のメールが熱力学

担当の教員より届く(以下，三輪以外の名前は全て仮

名)。

件名：不合格：熱力学 1(山田君)

山田君，こんにちは。田中です。

中間テスト 1，2，定期試験を採点し，集計したとこ

ろ，60 点に到達せず，不合格になりました。

このままでは，熱力学 1の単位を出すことはできま

せん。対応を相談したいので，私の研究室まで来て

下さい。

＞三輪先生

こんにちは。田中です。

私の力不足で，山田君を合格にすることができませ

んでした。申し訳ありません。山田君にこの件を，

お伝えいただけるととても助かります。

山田君とは当研究室所属の学部 4年生で，卒論研究で沸

騰伝熱に取り組んでいる学生である。大学院入試にも合

格しており，春からは修士 1年生になることが決まって

いる。この短いメールに国内大学の多くの問題点が集約

されている。

① 2 年次の必修科目であるはずの熱力学 Iを何故 4

年生が受講しており，卒論研究(しかも熱力学を

基礎とする沸騰伝熱)を行っているのか？

② 力不足で不合格，対応を相談するとは具体的にど

ういうことか？

③ 本メールが何故研究室教員にも送信されたのか？

という 3点である。本稿においてはこれらの疑問点を日

米大学・大学院比較と絡め，米国 Purdue 大学と北海道

大学の事例を基に考えてみることにする。

Ⅳ．カリキュラムの違い

Purdue 大学においても機械工学科の熱力学Ⅰ(全ての

工学部学生が機械工学科の熱力学を受講)は難関授業の

一つであり，多くの学生が落第することで知られる。こ

の授業を落とすと，熱力学が事前必須科目(Prerequisite)

となっている伝熱工学や流体力学の受講は認められず，

自動的に卒業が遅れることになる。米国大学の卒業が厳

しい理由の一つかと思われるが，エンジニアとしての基

礎力を確実に育む上では重要な過程であり，熱力学を落

としても流体力学や伝熱工学の受講が許され，沸騰伝熱

の研究が行えてしまう国内大学が不思議でならない。

Purdue 大学原子力工学科のカリキュラムマップを図 1

に示す。1 年次は初年度の工学カリキュラム(Freshman

Engineeringと呼ばれる)から開始し，2 年次に専門分野

(航空宇宙，機械，電気，土木等)を選択するため，原子力

工学者として必要な授業履修が日本よりも早い段階で始

まることになる。2 年，3 年次では基礎科目に重点を置

き，3 年次後半からは個人の選択で幅広く(breadth)或

は，奥深く(in-depth)カリキュラムを設定することが可

能な選択科目(Technical Elective)の受講が可能となる。

大学院進学を考えている学生は自身の専門知見を深める

ために他学科の授業を履修することも可能だ。筆者の経

験から，他学科の学生と学び合える横断的な授業編成が

可能な米国カリキュラムは｢総合大学(University)｣の象

徴であり，理想とすべき大学の姿であるかと考える。

これに対して，北海道大学では機械知能工学科のカリ

キュラム内に原子力工学が含まれている。学生の専門分

野は 4年次の研究室配属で決まるが，成績順位や定員数

の調整によって配属が決定するため，早い段階で自身の

専門を絞ることができない。従って，制御から材料，内

燃機関，原子力，プラズマ物理等，幅広い分野の単位を研

究室配属に備えるため詰め込むことになる。表面的には

広範囲の科目が網羅されているカリキュラムのように見

えるが，理念が無い。結果，消化不良に陥る学生が多

く，方向性の見えない授業の山を同期の学生同士でレー

ルに沿うように受講する流れとなる。

授業の課題として課せられるレポートの違いについて

も述べたい。米国の課題は結論を得るまでのプロセスに

重点を置く傾向にある。実世界においては正しい答えが

存在するとは限らず，科学的な仮定や論拠を基に最適な

解を求める論理と思考力が重要視される。従って，演習

問題では講義で指定された方眼紙用紙に(この紙が意外

と高価なため，情報量を削らず如何にシンプルに纏める

か工夫が必要となる。) Given - Find -Assumption -

Schematic-Calculation-Solutionという構成で，答えを

得るまでの流れを分かりやすく説明しなければ満点とな

らない。実験レポートも同様であり，Introduction-

Assumption - Procedure - Discussion and Results -

Conclusionのフォーマットでワープロ入力し，第三者が

実験を再現できるレベルでなければ受理されない。この

やり方を 1年次の実験レポートから大学院レベルの演習

に至るまで徹底的に叩き込まれるため，研究を遂行する

ための考え方や科学論文を執筆する基礎が自然と身につ

いていくのである。エンジニアや研究者ほど国語力とス

ピーチ力，論理的思考能力が重要となる職業は無いと筆
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者は考える。国内大学においても 1 年次の早い段階で，

日本語によるレポート執筆や，(文系・理系学生を交え

た)スピーチの授業に力を入れるべきかと考える。

Ⅴ．｢就職予備校｣

第二に挙げた｢対応を相談｣はおそらく追試等により点

数を上げてやる救済措置のことと示唆される。このよう

な措置は米国大学では皆無であり，授業初日に説明され

る採点基準(Grading Policy)が全てである。ここまで甘

やかして大丈夫かと心配になるが，｢就活予備校｣である

ためともかく単位を与え，さっさと卒業させてやる必要

があるようだ。学生も当然そのことは理解しており，

｢あの先生，土下座したら単位くれた。｣と平然と語る姿

も目にする。｢教員の力不足｣で学生が不合格とは論じる

ことも馬鹿馬鹿しい。結局のところ，就職予備校の日本

では，雇用主目線で全てが決まる。終身雇用で採用する

新卒時には専門知識を特に求めず，研修時にじっくり叩

き込めれば良い。従って，就職活動中の学部生，大学院

生にはある程度の常識と忍耐力，敷かれたレールを言わ

れた通りに歩む従順さが備わっていれば良いのである。

そのような素質は学歴とほぼ比例関係にあるため，就活

面接では人格やコミュニケーション能力のみを見れば良

い。企業の視点からすると学歴フィルタは意外と理に

適っているものなのかもしれない。

それに対し，Purdue 大学で修士号を取得するには修

士論文をもとに口頭試問を行う必要があり，博士論文と

ほぼ同等の手続きが必要となる。論文の出来が修士獲得

を左右するため，2 年以内で卒業できる保証等どこにも

ない。修士論文は通ったが，授業を落としてしまったた

めに留年，もしくは，サマースクールを受講する等の例

も目にしたことがある。日本の場合，事前の論文提出も

無く，配布されるアブストラクトと修士論文発表会とい

う一日がかりのイベントで部門の全学生がそれぞれ 15

分程度の発表を行う言わばセレモニーのようなフォー

マットで合否が下される。合否といっても，就職が決

まっている学生が｢否｣となるケースはゼロに近く，発表

会はセレモニーのようなものだ。修士号や学位が品質保

証になっていたいのが日本の現状である。及第点に到達

するために必死に勉学に励み，専門家により構成される

コミッティメンバーから研究内容を評価されるために日

夜研究に励む米国の大学院生との差が生じるのは当然の

ように思える。

Ⅵ．研究室配属

メールの第三の点についても論じたい。教員へのメー

ル送信からもわかるように，学生が研究室へ配属される

ことにより，教員も連帯責任を一部負わされる。米国に

おいて卒業要件を満たすことは完全に学生個人の問題で

ある。また，定員の定めのある研究室配属というシステ

ムが存在することで，原子力分野に一切興味が無く，希

望する研究室への配属が適わなかったモチベーションの

低い学生の面倒を見る羽目になる。ここ最近の北海道大

学では，不登校の学生に対するメンタルケアも教員の役

割となっているが，研究室配属制度も一因となっている

のではないか。言わば，誰も得をしないシステムなので

ある。勿論，教員の立場からすれば，研究費の有無に関

係なく学生が配属されるのはプラスの側面もある。た

だ，米国の場合は学生が研究室に配属されるのは大学院

生からであり，RA(Research Assistant)の形で雇用され

るのが一般である。教授・大学院生は雇用者・被雇用者

の関係なのだ。従って，研究を進めるスピード感がまる

で違う。国内大学においても，まずは研究のスタンダー

ドを上げ，それを維持する仕組み作りが必要であるかと

考える。学生に主体性を持たせた上で研究課題を与え，

在学年数では無く卒論・修論のクオリティで評価され，

学生自身で卒業要件を勝ち取る仕組みに変革されるべき

では無いだろうか。
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図 1 Purdue 大学原子力工学科カリキュラムマップ
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Ⅶ．最後に

以上，乱雑ながら筆者が感じた日米比較を簡単に述べ

させて頂いた。残念ながら早急なマクロ的変化をこの国

に期待するのは困難だ。これから原子力技術者を目指す

国内の若手(学部生・大学院生)はどうするべきか？ 日

本は世界的に見ても安全で暮らしやすい快適な

(Comfort な)国であるが，学生時代にこの領域(Comfort

Zone)から踏み出し，成長する機会を自らの手で掴まな

ければならない。多国籍の留学生からなる米国大学工学

部には将来のライバルとなる技術者・研究者が今もこの

時に昼夜勉学に励んでいる。まずはライバルと同じ土俵

に立つことから始めてみてはどうか。海外インターンで

も交換留学でも何でも良い。トップレベルの留学生が集

まる欧米大学への留学を勧める。留学のタイミングとし

ては肩書きが無く，身軽に動ける学生時代がベストだ。

何かしらのカルチャーショックを受けるはずだ。そし

て，海の向こうから映る日本を見て欲しい。国内学生が

部活やサークル活動，バイトに明け暮れている間，将来

のライバル達は切磋琢磨し勉学・研究に励んでいる。母

国語でない英語で必死にやりあっている留学生も沢山い

る。果たして次世代の日本人技術者はグローバル市場で

彼らと競い合っていけるのだろうか？ 手遅れになる前

にオールジャパンで国内大学改革に取り組むべきではな

いだろうか。

著者紹介

三輪修一郎 (みわ・しゅういちろう)

北海道大学

(専門分野)原子炉熱流動，気液二相流
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From Editors 編集委員会からのお知らせ

−最近の編集委員会の話題より−

(6月 7日第 11回論文誌編集幹事会)

・4月 16日から 5月 15 日までに英文論文誌に 25報，和文論文誌に 3報の

新規投稿が有った。

・第 7分野を主とした論文審査分野の見直し案に対するコメントを反映し

て，最終案を仮決定した。再度意見聴取する。

・英文誌投稿論文の Pre-Screeningの手順書の内容を確認した。

・英文化WGの進捗が報告された。Vol.2 と 3 の見積もりを依頼中。

・各グループの H30 年度活動報告と 2019年度活動予定が報告された。

・廃炉関係特集号の入稿状況が報告された。英文誌は 9/10月号，和文誌は

9月号印刷の予定。

・英文誌特集号刊行に関する手順書改定案を検討した。

・今年度で退任する委員長，委員から挨拶があった。

(6月 7日第 12回学会誌編集幹事会)

・委員長から学会誌アンケート結果のうち，学会の今後の方針など理事会

で検討することが望ましい事項について理事会に紹介したと報告があっ

た。

今後も引き続き，年 1〜2回のペースで同様の報告を行うことになった。

・現在，学会誌HPに掲載している記事 PDFはモノクロ版を掲載している

が，9月号からカラー版が掲載される予定と事務局から報告があった。

・巻頭言，時論，その他の記事企画の進捗状況を確認し，掲載予定について

検討した。

編集委員会連絡先≪hensyu@aesj.or.jp≫
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談話室
教えて！専門家の皆さん 統計分析のイロハ

〜ビュフォンの針〜

福島県立安達高等学校 1年 服部 杏菜，

福島県立安達高等学校 石井 伸弥

Ⅰ．動機および目的

テレビを見ていたり資料を読んでいたりする中で，

｢誤差｣という言葉を目にする。意識をしないと流してし

まいそうな言葉だ。しかし一度立ち止まって考えてみる

と，｢なぜ誤差が生じるのか｣｢誤差をなくすことはでき

ないのか｣｢そもそも誤差とは何者なのか｣などさまざま

な疑問が浮かぶ。そんな｢誤差｣に魅力を感じた私は，よ

り多くの疑問を解決すべくビュフォンの針の実験を通し

て，試行の方法と誤差の関係の考察を行った。

確率的影響が主となった現在の東京電力福島第一原子

力発電所事故による健康被害や風評被害を議論する時

に，我々は統計の考え方を理解する必要があると考えて

いる。この実験をきっかけとし，誤差や確率の概念を

人々にどのように伝えていけば良いか考えていきたい。

前回の実験では爪楊枝を，20 本を 80 回，80 本を 20

回，160 本を 10 回，320 本を 5回それぞれまとめて投げ

たときの，平行線と交わる確率を求めた。まとめる本数

と平行線の間隔を変えそれぞれ試行を行ったところ，確

率は平行線の間隔が広いほど低くなり，1度に投げる本

数が少ないほど高くなった(表 1)。1 度に投げた本数に

よって確率が変わってしまった原因は，爪楊枝がまと

まったまま落下しているところにあると考えた(図 1)。

そのため今回は爪楊枝を 1本ずつ投げ，解析時に前回ま

とめた本数分でくくり，確率がどのように変わるのか調

べた。

Ⅱ．ビュフォンの針とは

18 世紀の数学者ジョルジュ＝ルイ・ルクレール，コン

ト・ド・ビュフォンが提起した確率論に関する問題であ

る。床に平行線を引き，そこに針を落とした場合，線と

針が交差する確率は理論上 を含むある一定の値に定

まるというものである。

図 2のように幅 dの平行線に長さ Lの針を落とした

とき，針が落ちる範囲を定義する。

平行線に垂直な y座標を設定し，針の中心座標 yを考

える。針がランダムに落ちると仮定し，針の中心が落ち

る y座標の範囲を-d/2≦y≦d/2 と定義する(図 2 のよう

に，y=d/4 と y=-3d/4 は，平行線に対して +d/4 に位

置するということで，2 点は同じ位置と見なす)。また，

図 3のように，針は角度 を持ち，その範囲を 0≦≦

/2 とする。

また，平行線と針が交わる場合は，図 4のように針の

中心座標 yが，

y≦L/2sin

のときとなる。

理論上平行線と針が交わる確率は

針と平行線が交わる範囲
針が落ちる全範囲

となるのだが，針が落ちる全範囲，針と平行線が交わる
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図 1 1 度に 150 本の爪楊枝を投げたときの様子(右)

1 度に 20 本の爪楊枝を投げたときの様子(左)

図 2 幅 dの平行線に長さ Lの針を落としたときの針の

中心点の y座標の様子

図 3 幅 dの平行線に長さ Lの針を落としたときの針の角度
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範囲の場合の数は，針の中心の y座標と針の角度 の組

み合わせとなり，その値は無限に現れる。このような際

は場合の数を面積で表現する。

針が落ちる全範囲の面積は，-d/2≦y≦d/2，つまり幅

dと，0≦≦/2，つまり面積は d/2 となる。また，針

が平行線と交わる領域(y≦L/2sin)の面積は






 L

2
sin θdθ×2=l

上記の式で 2をかけているのは負の領域を考慮する必要

があるためである。以上より平行線と針が交わる確率は

L

d
π

2

=
2L

dπ

となる。平行線の幅が針の 1倍(L=d)，2倍(L=2d)，3

倍(L=3d)のとき，平行線と針が交差する確率はそれぞ

れ，2/(0.637)，1/(0.318)，2/3(0.212)となる。

Ⅲ．実験

模造紙に幅が爪楊枝の 1倍，2倍，3倍となるような平

行線を引き，それぞれの幅に 1本ずつ計 1,600 本の爪楊

枝を投げた。1,600 本分のデータを解析するにあたり，

20 本を 80 回，80 本を 20 回，160 本を 10 回，320 本を 5

回投げた時と比較できるよう同じ数でくくり，それぞれ

の確率と標準偏差を求めた。

Ⅳ．結果

以前の実験の結果を表 1に示し，今回の実験結果を表

2に示す。前回の実験では，1 回あたりの投擲本数を増

やし，投擲回数を減らした場合平均値±標準偏差の範囲

内に理論値が含まれていなかった。一方で今回の実験で

は，いずれの結果でも平均値±標準偏差において小数

点第三位単位のずれ内に理論値が含まれていた。

Ⅴ．考察

今回の実験結果より，まとめて投げた場合，お互いの

爪楊枝が干渉し合い，ばらつきがおさえられてまとまっ

て線の間に落ちたことにより，理論値より低い確率と

なっていた可能性が示唆された。1試行あたりの投擲回

数が多いほど標準偏差が小さくなっていることからサン

プル数は多いに越したことはないのだが，前回の実験で

あるとおり，平均値と標準偏差から本当の値(理論値)が

導けているかどうかの判断はつかないということを実感

した。この問題を見抜く手法は存在するのだろうか。

この実験を行う前，ある確率を見た際，それに対して

｢高い｣｢低い｣という観点でしか見ていなかった。しか

し，この実験を通し，データをどのような方法で集め，

解析し，どの部分を公開するのかによって，値やそこか

ら読み取れることが変化することを知った。さらに，こ

の実験における｢確率｣とは爪楊枝 1,600 本の集団が集

まったときにそのような傾向がある，というものであ

り，投げる時点で爪楊枝 1本が持っているのは 0か 1で

ある。これは，例えば病気にかかる確率を考えることに

通じるものがあるのではないだろうか。これからなんら

かの確率を見た時，その数値だけで判断するのではな

く，それが導かれる過程を踏まえて判断したい。

本実験において得られた値を表にまとめ，全体の傾向

をおおまかにまとめるまでにとどまっている。今後，得

られた値をさらに解析したいと考えている。そのための

有効な手立てを探る必要がある。

− 参 考 文 献 −

1) 数学のおもしろいこと，役に立つことをまとめたサイト

https://analytics-notty.tech/buffon-needle-experiment/

2) ｢数学Ⅲ｣数研出版．

3) 平成 30 年度福島県生徒理科研究発表大会．

(2019年 2月 13日 記)
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図 4 針と平行線が交わるときと交わらないときの条件

表 1 まとめて投げたときの確率(前回の実験)

L=d L=2d L=3d

20-80
0.638 0.348 0.206

±0.112 ±0.103 ±0.094

80-20
0.627 0.315 0.18

±0.073 ±0.048 ±0.058

160-10
0.596 0.286 0.162

±0.072 ±0.033 ±0.026

320-5
0.549 0.298 0.156

±0.038 ±0.024 ±0.034

理論値 0.637 0.318 0.212

表 2 1 本ずつ爪楊枝を投げたときの確率

L=d L=2d L=3d

20-80 0.659 0.347 0.234

±0.110 ±0.112 ±0.091

80-20 0.659 0.347 0.234

±0.058 ±0.052 ±0.042

160-10 0.659 0.347 0.234

±0.049 ±0.030 ±0.026

320-5 0.659 0.347 0.234

±0.047 ±0.020 ±0.022

理論値 0.637 0.318 0.212
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談話室
リケジョの思い(5)

もうひとりの自分

夏の夜です。部屋は少し蒸し暑く，落ち着かなげに首

を振る扇風機の音。夜風にあたれば少しは涼しかろう

と，アイスを片手に窓を少し開ける。月が見えます。す

こしぼやけていますが，明るくて，近くにたなびく雲を

照らしています。

窓に体を預けて月を眺めながら，心の中ではふたりの

自分が話し始めます。ひとりは｢ああ，きれいだ。夏は

こういうところも好きだ。｣と，月を五感で味わう私。も

う一人は，｢月のあの部分が明るいのか。太陽はあっち

側だな。｣と科学の知識を使って考える私です。

こんな，科学のことを考える自分は前にはいなかった

のです。ただ感じたことを感じたまま，きれいだと思う

自分だけがいて，それをごく親しいひとにだけわかって

もらえたらいいと思っていました。そのうち理科で天体

のことを習ったり，高校で力学にふれたり，大学で学ん

だりして，いわゆる科学的な知識を知り，価値観の異な

る人と論理を通じて議論をするようになりました。それ

から月というものの科学的な側面に思いをはせる，もう

一人の自分ができてきました。

その間，15 年ほど。ふりかえると長い時間をかけて科

学の視点，科学の自分ができてきたのだと思います。

ところが最近，科学の自分が科学的知識を｢当たり前｣

と捉えるようになっているのを感じます。科学

と縁遠い人，自分のもっている知識をもたない

人，｢ああ，きれいだ。｣という自分は，その当た

り前に疑問をもつかもしれない。月は地球の周

りを公転している。なぜそれが正しいといえる

のか。どうやって確かめたのか。どのようにし

てその発想が出てくるのか…。実際に，科学的

な知識を学ぶとき私はいつも疑問だらけになっ

てきました。その感覚を忘れかけている気がす

るのです。

なぜこんなことが気になっているかという

と，学部 2〜3 年生の演習授業を担当すること

になりそうだからです。2〜3 年生に｢この考え

方は当たり前｣と思って，力学や熱力学のこと

を話してしまいそうな気がします。しかし，私

がわずかでも科学のことを学んでこれたのは，

私の目線に立ってくれて，その人自身が問い続

けながら，教えてくれた人がいたからだと思う

のです。私もそんな風に後輩に接したい。科学

の自分よ，わかった気にはなっていないか。演

習者の目線で，伴走できているだろうか。自問

自答しつつ，やっていこうと思います。

著者紹介

口町和香 (くちまち・わか)

北海道大学理学院物性物理学

専攻，修士 1 年です。統計物

理学と研究を学ぶ傍ら，科学

コミュニケーションを手掛け

ています。
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〜福島浜通りだより〜(2)

おすそ分けの連鎖

一般社団法人AFW浩 吉川 彰浩

土曜日の昼，｢吉川さん，今日は家にいますか｣携帯に

このメッセージが届くと，きたぞ！と思う習慣がついて

きた。

私が住んでいる場所は福島県いわき市，自宅の庭先か

ら太平洋までは 10m もない。犬の散歩でぷらっと行け

る場所には漁港がある。土日ともなれば遊漁船と呼ばれ

る釣り舟が沖合に出ていることは良く知っている。

｢家にいますか｣は魚要りませんか？の隠語だ。今日も

大漁に違いない，持って帰れぬほど釣りの楽しさに興じ

てしまった釣り人達の笑顔と困り顔が浮かんでくる。

｢ええ！行きますね！｣とメッセージを返した。

漁港に着き見渡すと船はまだ沖合にいるようだ。見知

らぬ釣り人達がめいめいに釣りをしている。とても長閑

だ。この時期はメバルやアイナメだろう，近寄り耳をす

ませば｢ヒュっ｣と竿を振る音が聞こえる。

しばらくすると白波を上げながら漁船が帰ってきた。

船上へ向かって手を振る。船長や乗船員の人達は見知っ

た関係，挨拶を交わし，早速今日釣り上げたばかりの魚

たちを見せてもらう。常磐沖と呼ばれる眼前の海は，海

の幸に毎度溢れている。色とりどりの魚たちでクーラー

ボックスが溢れていた。

この日は友人が経営する古民家に 10 人ほどお客さん

が泊まることを知っていたこともあり，メバル・アジ・

ソイを 30 匹ほど貰って帰ることにした。この日はメバ

ルが大漁であった。メバルは煮つけにし，他は刺にしよ

う。皆の喜ぶ顔が浮かんだ。

おすそ分けで頂いたものをまたおすそ分けに行く。海

が目の前にあるとは言え，普段はスーパーで刺身・切り

身になったものを買う。つい先ほどまで泳いでいた魚を

おすそ分けに行くのは，海の豊かさだけでなく，普段触

れない感動を伝えに行くような誇らしさと楽しさがあ

る。

古民家の友人にクーラーボックスの中を見せると，

｢常磐ものはやっぱり凄いですね！今日のお客さんに振

る舞いましょう！｣と嬉しそうに返ってきた。

早速，二人で捌きにかかる。このおすそ分けの連鎖は

土曜日の恒例にもなっている。二人とも大分慣れたもの

で，手際良く鱗をとり，頭を落とし，内蔵を綺麗にとっ

ていく。メバルからは黄色い袋が出てきた。魚卵だ。今

時期，メバルは赤ちゃんを抱えていると知る。卵が見つ

かるたびにこれは当たりだ！と友人とはしゃいだ。

宿に早めについたお客さんが台所に顔を出した。

｢えっどうしたんですか！これ！｣と近づいてきた。｢こ

れが常磐ものと呼ばれる，海の幸ですよ！｣と誇らしげ

に応える。自分が釣ったわけではなく，もらったと言う

とさらに驚きの声が返ってくる。

｢今日の夕飯楽しみにしててね，煮つけと刺身を作る

から｣と伝えると｢ちょっと見ててもいいですか，捌き方

を知りたいので｣と，2時間ほどであろうか，ずっとその

お客さんは傍らで海のことについて尋ねてきた。そのた

びに，友人と釣りの楽しさや，あの魚はこうしたら美味

いなどと，会話を交わした。

ひととおりの支度を終えて，私も数匹家で食べる分を

持ち帰った。妻に今日は頂きもので夕飯をしようと持ち

掛ける。妻も手慣れたもので，ちゃちゃっと煮つけと素

揚げを作ってくれた。

TVを眺めながら，団らんを過ごしていると携帯に写

真が送られてきた。｢お客さんと一緒に頂いていまーす，

煮つけが大好評です｣写真の向こうでは日本酒とビール

を飲みながら，楽しそうに過ごしている姿がある。ピコ

ン！と鳴る。｢メバルの卵，めちゃうまいです！｣ピコ

ン！とまた鳴る｢こんなにおいしいアジの刺身食べたこ

とないです！｣その後も，ピコン！ピコン！と騒がしい

ことこの上ない。

おすそ分けの連鎖は，なんとも贅沢な時間へと繋がっ

ていった。土曜日の昼が近づくとソワソワと携帯を眺め

る自分がこれからもいる。

(2019 年 3月 14日 記)
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視 点視 点
〈社会〉を語る〈社会〉を語る

第 3回 〈社会〉がさきか，〈個人〉がさきか

岡山大学 齋藤 圭介

社会を論じることが得意な学問領域だと思われている

社会学ですが，じつはそれほど単純な話ではないことを

第 1回と第 2回で紹介してきました。私たちが目でみた

り手で触れたりすることができない社会は本当に存在し

ているのか，あるいは，存在しているのは個人のみで

あって社会なんて存在していないのか。前者の考え方が

方法論的集合主義――フランスの社会学者である E.

デュルケム(1858〜1917)に代表される立場――，後者の

考え方が方法論的個人主義――ドイツの社会学者である

M. ヴェーバー(1864〜1920)に代表される立場――につ

ながります。この 2人は，社会学が大学制度のなかで一

つの学問領域として確立した時期である 1900 年前後に

活躍をした，社会学史上もっとも重要な社会学者です。

現代の社会学は，なんらかのかたちでデュルケムか

ヴェーバーの流れを継いでいるのは間違いありません。

この二つのアプローチを駆使して，捉えどころがない

社会をなんとかして科学的に記述・解釈しようと，社会

学者はこれまで悪戦苦闘してきました。ただ，現在の社

会学は，社会が存在するか否かで議論を続けているわけ

ではありません。社会が存在するか否かといった議論に

は，いくつかの説得的な解がすでに提出されています。

有名なところでは，イギリスの社会学者であるアンソ

ニー・ギデンズ(1938〜)が提唱した構造の二重性という

考え方があります。

構造の二重性という考え方では，社会と個人を切り反

して考えることはしません。次のように考えてみましょ

う。私たちは日々の生活で何かを決めるさい，完全に自

由に物事を決めることは難しく，社会的な規範やルール

を参照して決めることが多くあります。たとえば，車を

運転するさい自分勝手な運転は許されず，交通規則を守

ることが求められます。事実，私たちの多くが交通規則

に従っております。個人の行動は，必ずなんらかの形で

社会(的ルール)の影響下にあります。同時に，そうした

ルールを守るという個人の行動の積み重ねが，社会(的

ルール)を形成・維持・強化しているともいえます。ポイ

ントは，個人は社会を作ると同時に，社会は個人を作っ

ている，ということです。換言すると，社会(=構造)

が，個人の行動の前
・

提
・

条件となっており，同時にそうし

た個人の行動の結
・

果
・

として社会が存在している，という

ことです。この円環構造を構造の二重性と呼びます。

ある社会を考察するさい，この構造の二重性の視点は

大事です。日本社会は，私たちの外部にあるわけではあ

りません。私たちは，日本社会という固有の文脈から自

由ではなく，ある種の社会的制約のなかで行動をしてい

ます(＝前提としての社会)。同時に，いまの社会のかな

りの部分は，私たちの過去の行動の蓄積によって形成さ

れてきたものです(=結果としての社会)。この視点か

ら，私たちは，社会を変えられるとポジティブに考える

ことも，あるいは同じような社会が繰り返されるとペシ

ミスティックに考えることもできます。

また，方法論という側面でも，質的アプローチと量的

アプローチとは異なるアプローチで社会に迫ろうとする

立場があります。たとえば混合研究法(MMR)，質的比

較分析(QCA)，テキストマイニングなどです。いずれ

も，コンピュータ技術の進歩とは無縁ではありません。

とくにビックデータから社会を捉えようとする考え方も

主流になりつつあり，社会学者のあいだでも色々な方法

が試行錯誤されています。こうした質的と量的を橋渡し

する第三の社会調査のアプローチは，社会学者のあいだ

でさいきん非常に人気があります。この第三の道が，新

しい社会への捉え方を目指しているのか，ただの中庸な

案なのかは，社会学者が現在抱えている方法論的にもっ

ともホットな話題の一つだといえるでしょう。

さて，以上のような社会にたいするまなざしや，社会

に迫る方法論の多様さをふまえると，社会学者も一枚岩

ではなく，むしろ多種多様な問題関心をもつ集団である

ことが分かります。しかし，いかなる方法論を使えど

も，目に見えないし手で触れることができない社会をい

かにしたら捉えることができるのか，という問題意識は

社会学者のなかで共有しています。いかなる対象であろ

うと，またいかなる方法論であろうと，対象を通して

〈社会〉を語るという問題関心を持っていることが，社会

学者には求められているといえるでしょう。

(2019 年 4月 8 日 記)
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理事会だより
会員サービスの向上への取り組み

会員サービス委員会に理事任期中二期にわたって関わ

らせて頂いたが，そのほとんどがホームページの改修と

次期システムに向けた検討であった。確かに学会のホー

ムページは学会の顔であり，会員との間の情報交換にお

ける重要なツールであることは言うまでも無いが，｢会

員サービス｣はホームページを通じて行うものだけでは

なく，多角的に多様なチャンネルを通じて行うべきもの

である。本稿ではホームページだけにとどまらない会員

サービスの本質的な部分について考えを述べさせて頂き

たい。

｢サービス｣は一般的には｢一連の行為やパフォーマン

ス，経験などを個人あるいは組織が提供し，他者への利

益をもたらすもの｣と定義される。この定義で重要なポ

イントは｢他者への利益｣という部分である。第一に考え

る必要があるのは｢他者｣，つまりサービス提供対象者は

誰かという点である。対象者は表面的には｢学会会員｣と

いうことになるが，学会は他の商業的にサービスを提供

する組織とは異なり，構成員である学会員自身がサービ

ス提供側にもなり得るという構造を持っている点に注意

する必要がある。この点でサービス科学によって提唱さ

れている｢サービス提供者｣と｢サービス顧客｣の両方が一

体となり，価値を創り上げる(共創)という考え方を積極

的に取り入れていく必要があると考える。もう一つのポ

イントは｢利益｣という部分である。サービスを提供する

ということは他者にとって利益のあるものを提供するこ

とを意味しているが，これはサービス提供対象者にとっ

て｢価値：value｣を提供するということである。この

サービス提供対象者にとっての｢価値｣は，その人が学会

に何を望むかという点に深く関連している。何らかの

｢資格制度｣の運営に関わっているような学会では，資格

獲得に関する有用な情報を提供することが会員にとって

の｢利益｣になる。ジャーナル論文の投稿先としては迅速

で公正な査読プロセスを提供することが評価されること

になる。このような意味で｢原子力学会｣が会員に提供す

ることができる｢利益｣とは何なのかを考える必要がある

が，原子力学会の会員構成が他の学会と比べて特殊であ

る点を考慮する必要がある。原子力学会の会員の比率は

｢大学｣｢研究所｣｢メーカー・事業者｣がほぼ 1：1：1で三

分されており，それぞれの立場で学会に対して求める

｢利益｣の内容が異なっている。大学や研究関連の会員は

学会をジャーナルの投稿先，そして研究関連の情報交換

の場としての価値が大きいと考えられるが，メーカー・

事業者が学会に求めるのは情報や人材の面が大きいので

はないだろうか。

このように考えると今の学会が提供すべきサービスは

単なるホームページによる情報提供ではないことは明確

になってくる。ホームページの改修にあたっての議論で

常に出てくるのは会員ページによる会員限定の情報の提

供というサービスの提供であった。会員獲得という視点

から会員になれば会員に限定された情報を得ることがで

きるということは一つのセールスポイントになるという

ことは理解できる。しかしながら実際にどのような情報

が会員限定の情報として提供できるのかということにな

ると，古い報告書等が案としてあがってくるのみで，こ

の情報が欲しいから学会に入るという動機付けになるよ

うに資料を明確にすることができなかった。更に学術の

世界はオープンアクセス化が進展しており，オープン化

に乗り遅れたコミュニティーは閉鎖的であると見られる

風潮がある。社会に開かれた学会を目指すのであれば，

情報の公開を基本的な理念にする必要があるのではない

だろうか。

最後に会員サービスという観点で見ると他の学会と比

べて，産業界と大学を結ぶ機能に改善の余地がまだまだ

あると考える。原子力産業界にとっても優秀な人材を確

保することは重要であるし，学生にとっても就職先とし

ての原子力産業界に関する情報を得ることは重要であ

る。原子力分野が優秀な人材を確保するためには，メ

ディアが作っているネガティブなイメージを払拭して，

原子力に前向きな興味を持ってもらうことが必要であ

る。産業界と学生を繋ぐ場を作ることは，産業界である

会員にとっても学生にとっても高い価値を提供するサー

ビスになりうるのではないだろうか。

(東北大学 高橋 信)

｢理事会だより｣へのご意見，ご提案の送り先

rijikaidayori@aesj.or.jp
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